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 第１章 計画の策定にあたって 
 
 

１ 計画策定の趣旨 

 

 

（１）計画策定の背景と趣旨 

近年、全国的に少子高齢化や人口減少、核家族化・単身世帯の増加、非正規雇用の拡

大など、社会経済構造が大きく変化し、地域や家庭、職場といった生活基盤における支

え合いの力が弱まっています。その結果として、ダブルケア、8050 問題、引きこもり、

生活困窮など、複雑かつ多様な生活課題が制度の狭間で顕在化し、地域における孤立や

支援不足の状況が深刻化しています。 

こうした背景のもと、国では、平成 29 年の社会福祉法の改正により、市民一人ひと

りが当事者意識をもって福祉に参画し、世代や制度・分野を超えて地域でつながり合う

「地域共生社会」の実現が目標として掲げられ、平成 30 年には、地域福祉計画が市町

村における福祉分野の共通計画として「上位計画」に位置付けられ、計画の策定が努力

義務とされました。また、近年では、成年後見制度の利用促進や再犯防止推進といった

社会的課題にも対応していくことが求められており、国や自治体、民間団体が一体とな

って支援を行っていく必要があります。 

千葉県では、こうした国の動向を踏まえ、令和５年に「第四次千葉県地域福祉支援計

画」を策定し、地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化や、重層的支

援体制整備事業の市町村への展開支援など、地域福祉の基盤整備に向け多角的に取り組

んでいます。 

また、こうした地域福祉の推進は、国連が掲げる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

の目標とも関係しており、持続可能な地域社会の実現に資する重要な取組です。 

本市においては、平成 23 年に「四街道市地域福祉計画」を策定して以来、市民・行

政・関係団体が連携しながら地域福祉の推進に取り組んできました。「第３次四街道市

地域福祉計画」（令和３年度から令和７年度）では、地域共生社会の実現に向け、分野横

断的な支援体制の構築を進め、令和７年７月に「ふくしの総合相談窓口」を開設し、従

来の仕組みでは対応が難しい複合・複雑な生活課題に対し、属性や制度を問わない包括

的な支援体制を推進しています。 

こうした社会情勢の変化や国の動向、本市のこれまでの取組の成果と課題を踏まえ、

今後も全ての人々が身近な地域の中で支え合える地域社会の構築を目指し、行政、社会

福祉協議会、市民、福祉関連団体、事業者等が連携し、包括的な支援体制の充実を進め

るため、「第４次四街道市地域福祉計画」を策定します。 
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（２）国の主な動き 

年 法律・通知関係 報告書・会議関係 

平成 27 年 ○「生活困窮者自立支援法」施行 ○「新たな時代に対応した福祉の提供

ビジョン」公表 

平成 28 年 ○「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」施行 

○「成年後見制度の利用の促進に関す

る法律」施行 

○「再犯の防止等の推進に関する法

律」施行 

○「自殺対策基本法」改正 

○「地域共生社会（「我が事・丸ごと」

の地域づくり）の実現に向けた中間

報告」公表 

平成 29 年 ○「地域包括ケアシステムの強化のた

めの介護保険法等の一部を改正す

る法律」公布 

○「地域共生社会の実現に向けた地域

福祉の推進について」通知 

○「成年後見制度利用促進基本計画」

閣議決定 

○「地域共生社会の実現に向けた地域

力強化検討会」最終とりまとめ公表 

○「再犯防止推進計画」閣議決定 

平成 30 年 ○「改正社会福祉法」施行 

○「障害者の日常生活及び社会生活 

を総合的に支援するための法律及

び児童福祉法の一部を改正する法

律」施行 

○「生活困窮者自立支援法」改正 

 

令和元年 ○「子どもの貧困対策の推進に関する

法律の一部を改正する法律」施行 

○「地域共生社会に向けた包括的支援

と多様な参加・協働の推進に関する

検討会」設置 

令和３年 ○「地域共生社会の実現のための社会

福祉法等の一部を改正する法律」 

施行 

○「改正災害対策基本法」施行 

○「孤独・孤立対策の重点計画」閣議

決定 

○「地域共生社会に向けた包括的支援

と多様な参加・協働の推進に関する

検討会」最終とりまとめ公表 

令和４年  ○「第二期成年後見制度利用促進基本

計画」閣議決定 

令和５年 ○「こども基本法」施行 ○「第二次再犯防止推進計画」閣議決

定 

令和６年 ○「困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律」施行 

○「共生社会の実現を推進するための

認知症基本法」施行 

○「孤独・孤立対策推進法」施行 

 

令和７年 ○「手話に関する施策の推進に関する

法律」施行 
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（３）県の主な動き 

千葉県においては、地域共生社会の実現に向け、「第四次千葉県地域福祉支援計画」

（令和５年度から令和８年度）を策定しました。「未来を照らし 共に生きる 共に創る 

地域共生社会」を目指し、県や市町村、関係団体、地域住民等が一体となって協力し合

って「誰一人取り残さない、孤立させない、つながる」地域社会の実現を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、県では、就労、住居、保健・医療、福祉等多岐にわたる再犯防止に関する施策

を推進するため、国の刑事司法関係機関、県、市町村、民間団体等、地域が一丸となっ

て取り組む指針として「千葉県再犯防止推進計画」（令和３年度から令和７年度）を策

定しました。 

 

２ 計画とＳＤＧs との関係 

 

 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指すため

の令和 12（2030）年を期限とする国際目標であり、17 の目標（ゴール）・169 のターゲ

ットを設定しています。また、国のＳＤＧｓ推進本部において平成 28 年に決定し、令

和元年に改定した、ＳＤＧｓの達成に向けた中長期的な国家戦略である「ＳＤＧｓ実施

指針」では、地方自治体のさまざまな計画にＳＤＧｓの要素を反映することなどが期待

されています。 

そのため、第４次地域福祉計画においては、ＳＤＧｓの達成に資する地域福祉の取組

を推進していきます。 

 

 

 

 

 

  

■第四次千葉県地域福祉支援計画（令和５年度から令和８年度までの４年間） 

地域福祉を推進する上での課題を６つの視点(柱)から整理して取り組む。 

 

Ⅰ 地域共生社会実現に向けた意識づくり 

Ⅱ 持続可能な「支え合い、つながる」地域づくり 

Ⅲ 多様な福祉の担い手づくり 

Ⅳ 地域福祉を推進する基盤づくり 

Ⅴ 暮らしやすい環境づくり 

Ⅵ 市町村の主体性・創造性を推進する支援 
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３ 計画の位置付け・期間 

 

 

 

第４次地域福祉計画は、「社会福祉法」第 107 条に基づく市町村地域福祉計画であり、

地域福祉を推進する上で、基本的な考え方の共助の活動を促進するための取組方針を定

め、各福祉分野が共通して取り組む事項を記載する福祉分野における上位計画です。あ

わせて「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第 14 条第１項に基づく市町村成年

後見制度利用促進基本計画、「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に基づ

く地方再犯防止推進計画としての位置付けをもつものです。 

また、市の最上位計画である「四街道市総合計画第 1 期基本計画（HAPPY SMILE PLAN 

－笑顔と笑顔をつなぐ街 四街道－）」、福祉に関連する「四街道市高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画」、「四街道市障がい者基本計画・障がい福祉計画・障がい児福祉

計画」、「四街道市こども計画」、「健康よつかいどう 21 プラン」等、各分野の個別計画

と整合性や連携を図った計画とします。 

さらに、四街道市社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画（ふれあい あった

か プラン）」とも連携を図りながら、地域全体での包括的な支援体制の構築を目指し

ます。 
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第４次地域福祉計画の計画期間は令和８年度から令和12年度までの５年間とします。 

ただし、国や千葉県、本市の総合計画や関連計画の動向、社会情勢の変化に応じて必

要な見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　　　　　　　　　　年度

　計画名

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

９年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

四街道市総合計画基本構想

四街道市総合計画

第１期基本計画

四街道市地域福祉計画

四街道市高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画

四街道市障がい者基本計画

四街道市障がい福祉計画・

障がい児福祉計画

四街道市こども計画

健康よつかいどう21プラン

地域福祉活動計画

（社会福祉協議会）

令和６年度～令和25年度

令和８年度～令和17年度

令和８年度～令和12年度

令和８年度～令和12年度

令和７年度～令和11年度

平成30年度～令和10年度

令和６年度～

令和８年度

令和６年度～令和11年度

令和６年度～令和10年度
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４ 計画策定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

団体意見交換会の実施 

庁内会議等 

進捗状況調査の実施 

市民の意識、状況の把握 市の現状の把握、取組の整理 

団体アンケート調査の実施 

 

保健福祉審議会（本会、地域福祉部会） 

地域福祉計画策定推進委員会 

専門的見地からの検討 

パブリックコメント 

市民意見の把握 

第４次四街道市地域福祉計画の策定 
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 第２章 四街道市の地域福祉を取り巻く状況 
 

１ 統計データからみる状況 

 

 

（１）総人口と年齢３区分別人口の推移 

総人口の推移をみると、横ばいの傾向がみられ、令和７年には 96,371 人となってい

ます。また、年齢３区分別人口の推移をみると、令和７年には０～14 歳の年少人口が

12,566 人、15～64 歳の生産年齢人口が 56,756 人、65 歳以上の老年人口が 27,049 人と

なっています。 

一方、年齢３区分別人口構成比をみると、いずれの区分でも横ばい傾向が続いており、

大きな変化はみられません。 

 

■総人口と年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月 1 日） 

■年齢３区分別人口構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月 1 日）  

12,757 12,856 12,938 12,850 12,734 12,566 

55,007 55,384 55,673 56,068 56,474 56,756 

27,101 27,261 27,372 27,267 27,222 27,049 

94,865 95,501 95,983 96,185 96,430 96,371 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（人）

65歳以上

15～64歳

０～14歳

13.4 

13.5 

13.5 

13.4 

13.2 

13.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.3 

58.6 

58.9 

28.6 

28.5 

28.5 

28.3 

28.2 

28.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

令和７年

０～14歳人口 15～64歳人口 65歳以上人口
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（２）将来人口のシミュレーション 

「第３期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における将来人口のシミュレー

ションのうち、合計特殊出生率が 1.35（令和５年値）で推移した場合のパターンＤをみ

ると、令和７年から令和 12 年までは０～14 歳の年少人口や、15-64 歳の生産年齢人口、

65 歳以上の老年人口の構成比は横ばい傾向となっています。 

 

■将来人口のシミュレーション（パターンＤ）※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第３期四街道市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

※国勢調査等を基に将来人口をシミュレーションしたものであり、住民基本台帳人口 

とは異なります。 

 

 

  

11,888 12,477 12,412 12,113 11,870 12,183 11,934 11,579 11,132 10,724 10,429 10,325 

51,765 53,027 55,054 55,463 54,388 51,052 49,603 48,531 47,631 46,575 45,400 44,254 

24,975 27,066 27,337 26,981 27,553 29,505 30,146 30,651 30,763 30,405 29,595 28,450 

89,245 93,576 94,803 94,557 93,810 92,740 91,683 90,762 89,526 87,704 85,425 83,029 

13.4% 13.5% 13.1% 12.8% 12.7% 13.1% 13.0% 12.8% 12.4% 12.2% 12.2% 12.4%

58.4% 57.3% 58.1% 58.7% 58.0% 55.0% 54.1% 53.5% 53.2% 53.1% 53.1% 53.3%

28.2% 29.2% 28.8% 28.5% 29.4% 31.8% 32.9% 33.8% 34.4% 34.7% 34.6% 34.3%
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（2070年）

（人）
0～14歳 15～64歳 65歳以上
0～14歳(割合) 15～64歳(割合) 65歳以上(割合)

11,888 12,477 12,412 11,773 11,166 11,109 10,884 10,519 10,027 9,523 9,117 8,871 

51,765 53,027 55,054 55,463 54,388 51,052 49,227 47,815 46,585 45,184 43,592 41,989 

24,975 27,066 27,337 26,981 27,553 29,505 30,146 30,651 30,763 30,405 29,595 28,450 

89,245 
93,576 94,803 94,217 93,106 91,666 90,256 88,985 87,375 85,111 82,305 79,310 

13.4% 13.5% 13.1% 12.5% 12.0% 12.1% 12.1% 11.8% 11.5% 11.2% 11.1% 11.2%

58.4% 57.3% 58.1% 58.9% 58.4% 55.7% 54.5% 53.7% 53.3% 53.1% 53.0% 52.9%

28.2% 29.2% 28.8% 28.6% 29.6% 32.2% 33.4% 34.4% 35.2% 35.7% 36.0% 35.9%
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実績値

令和7年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

令和32年

（2050年）

令和37年

（2055年）

令和42年

（2060年）

令和47年

（2065年）

令和52年

（2070年）

（人）
0～14歳 15～64歳 65歳以上
0～14歳(割合) 15～64歳(割合) 65歳以上(割合)
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（３）総世帯数と高齢者のみ世帯の推移 

総世帯数の推移をみると、増加傾向がみられ、令和７年には 44,614 世帯となっていま

す。 

令和２年と令和７年を比較すると、65 歳以上の単身世帯は 5,921 世帯から 7,032 世帯

へと増加している一方、65 歳以上のみで構成される世帯（単身世帯を除く）は 6,298 世

帯から 6,225 世帯へと令和４年以降、減少傾向となっています。また、75 歳以上の単身

世帯は 3,778 世帯から 5,106 世帯、単身を除く世帯は 2,385 世帯から 3,375 世帯へと増

加しており、いずれの区分でも増加傾向が見られます。 

 

■総世帯数と高齢者のみ世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者支援課（各年４月１日） 

  

41,744 42,486 43,007 43,466 44,065 44,614 

5,921 6,135 
6,367 

6,524 6,786 
7,032 

3,778 3,945 
4,210 

4,469 
4,783 

5,106 

6,298 6,378 6,378 

6,340 6,298 6,225 

2,385 2,494 2,689 
2,963 

3,188 3,375 
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65歳以上の

単身世帯数

75歳以上の

単身世帯数

65歳以上のみで

構成される世帯数

（単身世帯を除く）

75歳以上のみで

構成される世帯数

（単身世帯を除く）

45,000

40,000
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（４）要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数の推移をみると、年ごとに増加しており、令和６年度には

4,822 人となっています。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者支援課（各年度末） 

 

（５）障害者手帳所持者数の推移 

障害者手帳所持者数の推移をみると、年ごとに増加しており、令和６年度には  

4,813 人となっています。 

 

■障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障がい者支援課（各年度末）  

2,750 2,758 2,760 2,791 2,826

727 742 797 831 891

816 870 946 1,049 1,096 
4,293 4,370 4,503

4,671 4,813
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手帳所持者

療育手帳所持者

身体障害者

手帳所持者

1,268 1,314 1,396 1,495 1,628 

1,315 1,387 1,425 1,554 
1,662 

1,385 1,441 1,465 
1,465 

1,532 
3,968 4,142 4,286 

4,514 
4,822 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（人）

要介護

３以上

要介護

１・２

要支援

１・２
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（６）生活保護世帯数等の推移 

生活保護世帯数等の推移をみると、生活保護世帯数は令和５年までは年ごとに増加し

ておりましたが、令和６年には 698 世帯と前年より減少しています。また、生活保護受

給者数も令和５年までは年ごとに増加しておりましたが、令和６年には 856 人と前年よ

り減少しています。 

 

■生活保護世帯数と生活保護受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉課（各年平均値） 

 

（７）刑法犯検挙人員中の再犯者数等の推移 

刑法犯検挙人員中の再犯者数等の推移(四街道市)をみると、刑法犯検挙人員は令和４

年までは年ごとに減少しておりましたが、令和５年には 82 人と前年より増加している

一方、再犯者数は増減を繰り返しています。なお、千葉県も同様の傾向となっています。 

 

■刑法犯検挙者中の再犯者数、再犯者率（四街道市、千葉県） 

<四街道市>                 ＜千葉県＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※県内と市内の警察署の 20 歳未満を除く検挙人員、再犯者人員となります。 

資料：関東矯正管区提供  

638 
677 687 716 698 
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２ アンケート調査からみる状況 

 

 

（１）調査の概要 

第４次地域福祉計画を策定するにあたっての基礎資料とするため、市民・福祉関連団

体アンケート調査とともに、福祉関連団体との意見交換会を実施しました。 

 

① 市民アンケート調査 

調査地域 ：四街道市全域 

調査対象 ：18 歳以上の市内在住者（2,000 名を無作為抽出） 

調査期間 ：令和７年６月３日～６月 25 日 

調査方法 ：郵送による発送・回収 

回収結果 ：1,049 件（回収率 52.5％） 

 

 

② 福祉関連団体アンケート調査 

調査対象 ：四街道市の地域福祉の中核を担う団体（31 団体） 

調査期間 ：令和７年６月３日～６月 25 日 

調査方法 ：郵送による発送・回収 

回収結果 ：30 件（回収率 96.8％） 

 

 

③ 福祉関連団体意見交換会 

対象団体 ：四街道市の地域福祉の中核を担う団体（29 団体） 

開催場所 ：市役所２階会議室、４階会議室 

開催日程 ：令和７年６月 26 日(木) （17 団体参加） 

令和７年６月 30 日(月) （６団体参加） 

令和７年７月 ４日(金) （１団体参加） 

開催結果 ：24 団体参加（参加率 82.8％） 
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（２）市民・福祉関連団体アンケート調査結果の概要 

■こどもや高齢者、障がい者等にとっての、本市の暮らしやすさに関する考えについて 

（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「まあまあ暮らしやすいと思う」が 45.4％と最も多く、

「暮らしやすいと思う」（7.1％）を合わせた“暮らしやすいと思う”は 52.5％とな

っています。反対に、「あまり暮らしやすいとは思わない」（20.6％）と「暮らしや

すいとは思わない」（6.9％）を合わせた“暮らしやすいとは思わない”は 27.5％と

なっています。 

前回調査と比較すると、“暮らしやすいと思う”は 4.0 ポイント多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■暮らしている地域の安心・安全に関する考えについて（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「まあ思う」が 41.8％と最も多く、「そう思う」（9.2％）

を合わせた“安心・安全であると思う”は 51.0％となっています。また、「どちら

でもない」は 28.2％で、「あまり思わない」（12.4％）と「思わない」（6.0％）を合

わせた“安心・安全であると思わない”は 18.4％となっています。 

前回調査と比較すると、“安心・安全であると思う”は 11.4 ポイント少なくなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R7年度調査 (1,049)

R2年度調査 (1,202)

H27年度調査 (1,100)

ｎ (%)
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R7年度調査 (1,049)

R2年度調査 (1,202)

H27年度調査 (1,100)
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■市として、今後力を入れる福祉関連分野について 

（市民／複数回答／主なもの５つまで） 

市民アンケート調査では「急病でも対応できるなど医療体制の整備」が 47.6％

と最も多く、次いで「高齢者が安心して暮らせる在宅福祉」が 41.5％、「道路や交

通環境・建物などのバリアフリー化」が 34.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「地域資源の活用」は 10.7 ポイント、「健康の保持・増

進を図る健康づくり」は 9.5 ポイント多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
生きがいの創造

急病でも対応できるなど医療体制の整備

高齢者が安心して暮らせる在宅福祉

道路や交通環境・建物などのバリアフリー化

地域資源の活用

健康の保持・増進を図る健康づくり

一人暮らしの高齢者や障がいのある人に対する災害時の
支援体制の整備

国民健康保険・介護保険など保険事業の安定的運営

子育てが安心してできる子育て支援

障がいのある人が安心して暮らせる在宅福祉

地域交流事業の促進

福祉に関する広報活動

ボランティア意識の養成

生活困窮者への経済的支援

社会福祉協議会やボランティア団体、
ＮＰＯなどへの支援の充実

人権の擁護
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■地域の人が日常生活で困っていることについて（団体／複数回答） 

団体アンケート調査では「不安や心細い思いをしている人がいる」、「買い物など

の外出が一人では大変な人がいる」、「草むしりや庭の手入れなど、体力が必要な事

ができなくて困っている人がいる」が 66.7％と最も多く、次いで「支援を必要とす

る高齢者、障がい者など、介助者がおらず一人暮らしをしている人がいる」と「子

育て・育児で不安や悩みを抱えている人がいる」が 50.0％となっています。 

前回調査と比較すると「草むしりや庭の手入れなど、体力が必要な事ができなく

て困っている人がいる」、「支援を必要とする高齢者、障がい者など、介助者がおら

ず一人暮らしをしている人がいる」、「子育て・育児で不安や悩みを抱えている人が

いる」は 20 ポイント以上増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※選択肢「身近にお世話や気遣いが必要な方がおり、身体的、精神的、経済的な負担

が大きく困っている人がいる」は今回からの新規項目   

不安や心細い思いをしている人がいる

買い物などの外出が一人では大変な人がいる
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経済的な負担が大きく困っている人がいる

日常生活での金銭管理がうまくできない人がいる

仕事や外出、体調不良の時に、その方の代わりをしてくれる人が
おらず困っている人がいる

仕事がなく生活に困っている人がいる

虐待を受けている子どもや高齢者、障がい者がいる

その他

特にない（困っている人を知らない）
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■近所付き合いについて（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「会えばあいさつをする程度」が 40.9％と最も多く、次

いで「たまに立ち話をする程度」が 22.3％となっています。 

過去調査と比較すると、「会えばあいさつをする程度」は平成 27 年度調査から令

和２年度調査で増加し、令和２年度調査から令和７年度調査でも微増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域での活動状況について（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「活動している」が 16.5％、「活動していない」が 79.3％

となっています。 

前回調査と比較すると「活動していない」は微増しています。 
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時

だ

け

付

き

合

う

程

度

た

ま

に

立

ち

話

を

す

る

程

度

会

え

ば

あ

い

さ

つ

を

す

る

程

度

ほ

と

ん

ど

付

き

合

い

は

な

い

そ

の

他

無

回

答

R7年度調査 (1,049)

R2年度調査 (1,202)

H27年度調査 (1,100)

ｎ (%)

16.2

20.0

77.1

71.4

6.7

8.6

16.5 79.3 4.2

活

動

し

て

い

る

活

動

し

て

い

な

い

無

回

答
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■地域での活動が活性化するために必要なことについて 

（市民上位 10 項目／複数回答／主なもの３つまで） 

市民アンケート調査では「広報誌、チラシなどの紙媒体での周知啓発」が 35.5％

と最も多く、次いで「既存の地域活動を一覧で見ることができるようにする」が

33.7％、「ＳＮＳ（X、Facebook、Instagram、LINE、TikTok など）での周知啓発」

が 29.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域での活動が活性化するために必要なことについて 

（団体／複数回答／主なもの３つまで） 

団体アンケート調査では「広報誌、チラシなどの紙媒体での周知啓発」が 53.3％

と最も多く、次いで「四街道市のホームページや団体独自のホームページでの周知

啓発」が 50.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(1,049)  

広報誌、チラシなどの紙媒体での周知啓発

既存の地域活動を一覧で見ることができるようにする

ＳＮＳでの周知啓発

四街道市のホームページや団体独自のホームページでの周知啓発

地域で活動する様々な団体を直接知ることができるイベントを行う

団体の紹介から見学・体験申込まで一括でできる窓口をつくる

駅や市役所などの人が多い場所でのポスター掲示やチラシの配架

団体間で連携できるよう交流する場を設ける

その他

わからない

無回答

35.5

33.7

29.8

26.7

20.6

16.5

12.1

7.8

3.8

13.9

3.8

0 10 20 30 40 (%)

n=(30)  

広報誌、チラシなどの紙媒体での周知啓発

四街道市のホームページや団体独自のホームページでの周知啓発

ＳＮＳ（X、Facebook、Instagram、LINE、TikTokなど）での周知啓発

団体間で連携できるよう交流する場を設ける

駅や市役所などの人が多い場所でのポスター掲示やチラシの配架

既存の地域活動を一覧で見ることができるようにする

地域で活動するさまざまな団体を直接知ることができるイベントを行う

団体の紹介から見学・体験申込まで一括でできる窓口をつくる

その他

わからない

53.3

50.0

46.7

36.7

33.3

23.3

10.0

6.7

3.3

3.3

0 10 20 30 40 50 60
(%)
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■団体が活動を行う上で困っていることについて（団体上位５項目／複数回答） 

団体アンケート調査では「メンバーの高齢化」が 70.0％と最も多く、次いで「メ

ンバーが不足しているが、メンバーの拡大が難しい」が 50.0％、「支援を必要とす

る人の情報が得にくい」が 43.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会福祉協議会の認知状況について（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「名前は聞いたことがあるが、活動の内容はよく知らな

い」が 61.6％と最も多く、次いで「名前も活動の内容もよく知らない」が 19.4％

となっています。 

前回調査と比較すると、「名前は聞いたことがあるが、活動の内容はよく知らな

い」は 5.4 ポイント多く、「名前も活動の内容もよく知らない」は 3.6 ポイント少

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R7年度調査 (1,049)

R2年度調査 (1,202)

H27年度調査 (1,100)

ｎ (%)

17.8

21.6

56.2

55.4

23.0

20.9

2.9

2.1

17.8 61.6 19.4 1.2

名

前

も

活

動

の

内

容

も

よ

く

知
っ

て

い

る

名

前

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

が
、

活

動

の

内

容

は

よ

く

知

ら

な

い 名

前

も

活

動

の

内

容

も

よ

く

知

ら

な

い

無

回

答

n=(30)  

メンバーの高齢化

メンバーが不足しているが、メンバーの拡大が難しい

支援を必要とする人の情報が得にくい

市民に情報発信する場や機会が乏しい

地域コミュニティの希薄化

70.0

50.0

43.3

33.3

33.3

0 20 40 60 80
(%)
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■地区の担当民生委員・児童委員の認知状況について（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「知らない」が 70.4％と最も多く、次いで「顔と名前を

知っている」が 16.2％となっています。 

前回調査と比較すると、「知らない」は 3.6 ポイント多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成年後見制度の認知状況について（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「成年後見制度の名前は知っているが、２つの制度があ

ることは知らない」が 28.1％と最も多く、次いで「成年後見制度、任意後見制度、

法定後見制度のいずれの名前も、制度の内容も知らない」が 25.6％、「任意後見制

度、法定後見制度の名前も、制度の内容も知っている」が 14.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R7年度調査 (1,049)

R2年度調査 (1,202)

H27年度調査 (1,100)

ｎ (%)

19.1

20.7

10.8

10.7

66.8

65.9

3.2

2.6

16.2 11.5 70.4 1.9

顔

と

名

前

を

知
っ

て

い

る

名

前

を

知
っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

n=(1,049)  

任意後見制度、法定後見制度の
名前も、制度の内容も知っている

法定後見制度の
名前と制度の内容は知っている

任意後見制度の
名前と制度の内容は知っている

法定後見制度の名前は知っているが、
制度の内容は知らない

任意後見制度の名前は知っているが、
制度の内容は知らない

成年後見制度の名前は知っているが、
２つの制度があることは知らない

成年後見制度、任意後見制度、法定後見制度の
いずれの名前も、制度の内容も知らない

無回答

14.2

6.8

1.8

13.2

3.6

28.1

25.6

6.7

0 5 10 15 20 25 30
(%)
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■地域の防災訓練の参加状況について（市民／単数回答） 

市民アンケート調査では「参加したことはない」が 62.7％と最も多く、次いで

「以前参加したことはあるが、現在は参加していない」が 26.9％、「参加している」

が 8.9％となっています。 

前回調査と比較すると、傾向に大きな変化はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福祉サービスの利用に際し、不都合や不満に思ったことについて 

（市民／複数回答） 

市民アンケート調査では「どこに利用を申し込めばよいのかわからなかった」が

15.5％、「福祉サービスに関する情報が入手しづらかった」が 15.0％と多くなって

います。一方、「現在のところ、福祉サービスを必要としていない」は 51.2％と最

も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービス内容に満足しなかった

その他

不都合や不満を感じたことはない

現在のところ、福祉サービスを必要としていない

無回答

利用を申し込んだが、窓口でたらいまわしにされた

n=(1,049)  

どこに利用を申し込めばよいのかわからなかった

福祉サービスに関する情報が入手しづらかった

どのサービスが良いのかわからず、選びにくかった

利用手続きが煩雑だった

相談窓口の開設時間が限られており、利用しづらかった

相談窓口が自宅から遠く、不便だった（移動が面倒だった）

相談や利用手続きが複数の窓口にわたり、面倒だった

窓口の対応が悪かった

利用したいサービスが利用できなかった

15.5

15.0

6.7

4.7

4.3

4.0

4.0

2.4

2.2

1.7

1.7

3.1

11.0

51.2

3.7

0 20 40 60 (%)

R7年度調査 (1,049)

R2年度調査 (1,202)

ｎ (%)

9.2 25.0 62.3 3.5

8.9 26.9 62.7 1.5

参

加

し

て

い

る

以

前

参

加

し

た

こ

と

は

あ

る

が
、

現

在

は

参

加

し

て

い

な

い

参

加

し

た

こ

と

は

な

い

無

回

答
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（３）福祉関連団体意見交換会の主な意見 

地域福祉関連団体との意見交換会を通じて、地域福祉の現場で直面している課題が明

らかとなりました。以下に、主な意見をテーマごとに整理しました。 

 

 

■地域のつながりの希薄化 

核家族化や区・自治会加入率の低下により、地域における支え合いや交流の機会

が減少している現状が共有されました。 

世代間交流、区・自治会への加入、市民主体の地域づくり活動などへの支援が必

要との意見がありました。 

 

■制度の狭間にある人への支援 

制度の狭間にある人への支援が課題となっており、支援関係機関等との連携によ

る包括的支援体制の充実が必要との意見がありました。 

 

■社会的孤立・困難を抱える人への支援 

高齢者の外出支援、8050 問題、ひとり親世帯やケアラー等への支援が課題となっ

ており、地域内で支援が届いていない人やその家族への対応が必要との意見があり

ました。 

 

■担い手不足と世代交代の停滞 

高齢化の進行や定年延長に伴い、ボランティアや民生委員・児童委員、主任児童

委員等の担い手の確保が課題となっており、若者・子育て世代等の現役世代の参加

促進が必要との意見がありました。 

 

■地域活動の認知度不足 

地区社会福祉協議会や民生委員・児童委員、主任児童委員等の活動内容が十分に

市民に伝わっておらず、周知等が課題との意見がありました。 

 

■活動拠点・場の制約 

公共施設の利用条件等の緩和や、団体への継続的な活動場所の提供が必要との意

見がありました。 

 

■外国籍市民への支援 

生活情報や行政手続きに関する多言語対応等が不十分であり、外国籍市民を支え

る環境整備が必要との意見がありました。 
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３ 第３次地域福祉計画の評価 

 

 

（１）実施方法 

本市では、第３次地域福祉計画における行政が進めていく取組について、事業単位で、

次の４段階の基準で評価を行い、以下のような結果となりました。 

※下記の事業評価の事業数は、取組に関係する課ごとに行っているため、「延べ事業

数」となります。 

 

区分 評価の基準 

◎ 十分に取り組むことができた 
期間中に実施すべき取組を予定以上に行うことが

できた。 

○ 概ね取り組むことができた 
期間中に実施すべき取組を予定どおり、計画的に

行うことができた。 

△ 
あまり取り組むことが 

できなかった 

期間中に実施すべき取組を予定どおり行うことが

できなかった。 

× 
ほとんど取り組むことが 

できなかった 

何らかの課題があり、事務事業が滞ってしまって

おり、期間中に実施すべき取組を行うことができ

なかった。 

 

（２）評価結果 

第３次地域福祉計画に位置付けられている 131 事業について、令和３年度から令和７

年度までの実施状況を確認し、評価を行いました。 

131 事業中、127 事業（96.9％）が「概ね取り組むことができた」となり、計画どおり

に進んでおり、さらに４事業（3.1％）は「十分に取り組むことができた」となり、予定

を上回る実施状況となりました。 

また、「基本目標４．安全・安心で快適な生活環境づくり」について、47 事業中３事

業が「十分に取り組むことができた」となり、特に実施による効果が表れています。 

以上のことから、第３次地域福祉計画は「概ね計画どおり」に進捗したと考えます。 

 

基本目標 事業数 
十分に取り組むことが

できた（◎） 

概ね取り組むことが 

できた（○） 

あまり取り組むことが

できなかった（△） 

ほとんど取り組むことが 

できなかった（×） 

全体 131 4 3.1％ 127 96.9％ 0 0.0％ 0 0.0％ 

基本目標１ 33 1 3.0％ 32 97.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 

基本目標２ 37 0 0.0％ 37 100.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 

基本目標３ 14 0 0.0％ 14 100.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 

基本目標４ 47 3 6.4％ 44 93.6％ 0 0.0％ 0 0.0％ 
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４ 課題への対応 

 

 

 

近年の地域福祉に関する制度動向をはじめ、市が実施した各アンケート調査や福祉関

連団体意見交換会、第３次地域福祉計画の評価を踏まえ、四街道市における地域福祉の

課題を以下のとおり整理します。 

 

課題１ 地域コミュニティの希薄化 

 

市民同士が交流できる場の提供 

地域における支え合いの関係づくりの推進 

 

 

課題２ 情報提供の不足と複雑化・多様化する困りごと 
 

 

福祉に関する情報提供の充実 

それぞれの困りごとに寄り添う相談と支援の充実 

 

 

課題３ 地域活動の担い手不足 
 

 

多様な主体の地域活動への参加促進 

地域活動の活性化支援 

 

 

課題４ 多様な市民に対する配慮や理解の不足 

 

 

多様な市民が安心して暮らせる生活環境の整備 

相互理解の促進 
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 第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

 

 

 

本市では、これまでの第３次地域福祉計画において、基本理念を「みんなで助け合い・

支え合い、安心して、いきいき暮らせるまち 四街道」とし、全ての人々が、身近な地

域の中で、助け合い・支い合えるまちづくりを推進してきました。 

また、本市の総合計画基本構想では、新たなまちづくりの方向性を『幸せつなぐ 未

来への道しるべ - Yotsukaido Happy Road-』と定め、４つのまちづくりの道として、

未来を応援する道、ふるさとを誇れる道、こどもがまんなかの道、人によりそうやさし

い道を設定しました。そして、総合計画第１期基本計画における健康・福祉・子育て分

野の目標として「いつでも笑顔でいられるように、健やかで支え合う思いやりのあるま

ちを実現する」を掲げています。 

これらの理念やまちづくりの方向性は、制度・分野ごとの「縦割」や固定した「支え

る側・受ける側」という役割分担を超え、市民や地域の多様な主体が『我が事』として

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、共に支え

合う地域を創っていくことを目指した地域共生社会の趣旨に沿うものです。 

第４次地域福祉計画では、市の最上位計画である総合計画を踏まえるとともに、  

第３次地域福祉計画の基本理念を継承・発展させ、市民一人ひとりがお互いを認め、  

尊重し、支え合いながら、みんなが笑顔で、いつまでも暮らし続けられるやさしいまち

づくりを推進していきます。 

 

 

 

 

  みんなが笑顔でつながる やさしいまち 四街道 
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２ 基本方針 

 

 

 

第４次地域福祉計画では、基本理念の実現に向けて、第３次地域福祉計画の主旨を引

き継いだ３つの基本方針を定め、地域福祉の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

地域福祉の推進にあたっては、市民が主役であり、市民自らが地域にある福祉課

題に「気づき・共有し・行動する」という姿勢をもつことが大切です。 

まずは近隣の様子に関心をもちましょう。お近くに一人暮らしの高齢者や障がい

者、子育て家族等で、日常生活の中で、孤立している人や困っている人はいません

か。 

地域の問題や生活の課題は、特定の人だけの問題ではなく誰にでも起こる可能性

があります。「他人事」になりがちな地域づくりを、市民自らが「我が事」として、

一人ひとりを支える担い手として地域の課題に取り組み、思いやりをもち、支える

存在となることが大切です。 

市も、市民の皆さんとともに、地域の課題解決に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民主役の地域づくりの推進 

基本方針１ 
 

地域の問題に 

気づき・学び 

課題を理解する 

気づく・学ぶ 

把握した課題を 

家族や地域住民で 

話し、共有する 

課題の解決に向けて 

具体的な行動に 

取り組む 

共有する 行動する 
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地域福祉の推進は、市民、福祉関連団体、事業者、社会福祉協議会、行政等が、

それぞれの役割の中で、「地域ぐるみの福祉」を推進することが重要になります。 

第４次地域福祉計画では、それぞれの立場で努力し実現していく役割について、

「自助」、「共助」、「公助」の３つに区分し、支え合い、思いやりのある地域づくり

を進めていきます。 

 

第４次地域福祉計画の「自助」・「共助」・「公助」の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自助」・「共助」・「公助」の関係図 

 
   

 

 

 

自助 
 

個人や家庭による 

自助努力 

共助 

主に、区・自治会、 

民生委員・児童委員、 

主任児童委員、ボランティア、

ＮＰＯ、事業者等、地域の中の

市民同士の支え合いと 

それらを支える 

社会福祉協議会の取組 

公助 
 

保健、医療、福祉等の 

公的サービス 

 

 

  

「自助」・「共助」・「公助」の連携  

自助 

公助 

共助 

一人ひとりが自分自身で行うこと 

また、家族の協力を得て行うこと 

一人では解決が難しいことについ

て、周囲や地域が協力して行うこと 

個人や地域の力だけでは解決が難し

いことについて、行政が行うこと 

 

役割分担による 

地域福祉の推進 

市民の主体的な活動

で対応できるもの 

 

市民・福祉関連団体・事業者・ 

社会福祉協議会の相互協力で行うもの 

施策として行政 

が行うもの 

基本方針２ 
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本市の地域福祉は、相手を思いやる気持ちや、こころの通い合いを大切にし、地

域共生社会づくりを進めていきます。 

地域共生社会とは、制度・分野ごとの「縦割」や、これまでの固定した「支える

側・受ける側」という役割分担を超え、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』

として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、

共に支え合う地域を創っていく社会のことです。 

近年、「世帯の複合的な課題」や「制度の狭間（これまでの制度で対象とならなか

った課題）」など、従来の制度の枠組みでは対応が困難な生活課題に対応するため

の取組が、本格的に進められています。こうした取組を通じて、「地域共生社会づく

り」をより一層推進していくことが、今後ますます重要となっています。 

そのために、第４次地域福祉計画では、全ての地域の人たちが思いやる心をもっ

て社会に参加し、住み慣れた地域の中で互いに支え合いながら、笑顔で安心して暮

らせる地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部資料より 

  

こころの通い合う地域共生社会づくり 

●地域住民が課題を抱えた人や

世帯に、「安心して気づく」こ

とができる 

●課題の早期発見により、深刻化

する前に解決することができる 

●世帯の複合課題や制度の対象

とならない課題も含めて、適切

な関係機関につなぎ、連携しな

がら解決することができる 

●地域住民と協働して、新たな社会

資源をつくり出すことができる 

●本人も支える側になり、生活の張

りや生きがいをみつけることが

できる 

できるようになること 

基本方針３ 
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３ 計画の体系 

 

 

 

第４次地域福祉計画では、目指すべき基本理念の実現に向け、第３次地域福祉計画の

趣旨を引き継いだ４つの基本目標を定め、取組を進めていきます。 

 

基本目標 基本施策 施策 

◇基本目標１ 

つながりを育む 

地域づくり 

(1）市民同士の交流・ 

つながりづくり 

1 世代間交流の促進 

2 仲間づくりの場の提供 

3 地域コミュニティや市民活動の支援 

(2）気軽に立ち寄れる 

場所の確保 

1 地域の気軽に立ち寄れる場所の確保 

2 子育て世帯が気軽に立ち寄れる場所の確保 

3 高齢者が気軽に立ち寄れる場所の確保 

(3）社会参加機会の整備 
1 レクリエーション活動等の充実 

2 ボランティア活動の活性化 

3 高齢者や障がいのある人の就労支援 

◇基本目標２ 

困りごとに 

寄り添う 

相談と支援 

(1）わかりやすい 

情報提供の充実 

1 紙媒体における配慮 

2 ウェブアクセシビリティの推進 

3 情報提供体制の充実 

(2）包括的な相談支援 

体制づくり 

1 相談しやすい環境づくり 

2 包括的な相談支援体制の推進 

3 地域における支援ネットワークの充実 

4 ケアラー支援体制の充実 

(3）福祉サービスの質の 

向上 

1 地域で暮らし続けるための支援 

2 事業者に対する支援 

3 成年後見制度の利用促進 

成年後見制度利用促進基本計画として位置付け 

◇基本目標３ 

地域を支える 

活動の担い手 

づくり 

(1）市民による地域福祉の

推進 

1 みんなで地域づくりの推進 

2 市民の意識啓発、体制整備 

(2）多様な担い手の発掘・ 

育成 

1 多様な担い手の発掘・育成 

2 地域人材の活用 

(3）市民活動団体等への 

活動支援 

1 活動の場の提供 

2 市民活動団体等への活動支援 

◇基本目標４ 

安心して 

暮らせる 

生活環境の整備 

(1）防災・防犯体制の 

充実 

1 防災対策の推進 

2 生活安全対策の推進 

(2）快適な生活環境を 

支える仕組みづくり 

1 移動手段の充実 

2 環境美化・保全の推進 

3 住環境等の整備 

(3）人権の尊重と 

多様性への理解促進 

1 相互理解の促進 

2 人権教育・青少年健全育成の推進 

3 再犯防止の推進 

再犯防止推進計画として位置付け 
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1 

2 

3 

5 

4 

  第４章 施策の総合的な展開 

 

 第４次地域福祉計画においては、着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサイクルに基づ

く適切な進行管理を行います。また、基本理念の実現に向けて、重層的支援体制の考え

方を踏まえた包括的な支援の仕組みづくりや、成年後見制度の利用促進、再犯防止に向

けた支援に取り組みます。 

 

  

ふくしの総合相談窓口の運営【重点】 

 
○制度の狭間や課題が複合化・複雑化した人に対し、コミュニティソーシャルワーカー
を配置した福祉における総合相談窓口の運営に取り組みます。 

 

 

地域における支援ネットワークの充実【重点】 

 
○制度の狭間や課題が複合化・複雑化した人に対する、地域における支援ネットワーク
体制の整備に取り組みます。また、必要な支援が届いていない人に対するアウトリー
チ（積極的支援）や地域とのつながりづくりに向けた支援に取り組みます。 

 

 

世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備【重点】 

 
○地域におけるつながりを育くみ、広げるため、世代や属性を超えて交流できる場や居
場所の整備に取り組みます。 

 

 

成年後見制度の利用促進 

 
○判断能力が十分でない人等、権利擁護支援を必要とする人の尊厳と意思が尊重され、
住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、成年後見制度の利用促進に取り
組みます。 

 

 

再犯防止の推進 

 
○犯罪を未然に防ぐことに加え、犯罪をした人等が再び罪を犯すことがないよう、地域
全体で再犯防止に向けて取り組みます。 

 

  

計画の主なポイントと重点的な取組 
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基本目標１ つながりを育む地域づくり 
 

 

 

だれもが気軽に集い、交流し、互いに支え合える関係を築くことで、地域につながり

を広げていきます。 

 

成 果 指 標 
現 状 値 

（令和６年度） 
目 標 値 

（令和１２年度） 

①近所付き合いについて、困った時に、 

助け合える関係と答えた割合 

（地域福祉計画策定に係る市民アンケート調査） 

２１．４％  
（令和７年度）  現状値以上  

②週いち貯筋体操活動数 ３９か所  ４９か所 

③赤ちゃんの駅登録数 １４施設  ２０施設  

④シルバー人材センター新規会員数  ６２人  
３９０人  

(令和８～１２年度累計) 

 

 

 

⚫国においては、地域共生社会の実現に向け、地域住民等が相互に交流を図ること

ができる拠点の整備が重要とされています。また、「孤独・孤立対策推進法」が

施行される、相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会を目指し

て取り組むことが求められています。 

⚫核家族化や区・自治会加入率の低下により、地域における支え合いや交流の機会

が減少しています。 

⚫アンケート調査では、地域での支え合いの現状について「住民同士のつながり・

支え合いがある」と「思う」と答えた人が減少、困りごとについても「不安や心

細い思いをしている」が上位になるなど、地域のつながりの希薄化が課題となっ

ています。 

⚫団体アンケート調査では、活動を行う上で困っていることについて「メンバーの

高齢化」が最も多く、多様な世代の地域活動への参加が求められています。 

⚫世代や属性を超えた交流、区・自治会への加入、市民主体の地域づくり活動など

を促進する取組が求められています。 

  

現状と課題 
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基本目標１ つながりを育む地域づくり 
 

 

 

基本施策（１）市民同士の交流・つながりづくり 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 身近な人等とあいさつや声かけをし、何かあった時に助け合う関

係をつくります。 

○ 地域の交流活動等に関心をもち、活動に関する情報を入手しま

す。 

○ 交流や地域のふれ合い活動等に参加し、多様なつながりをつくり

ます。 

 

共助  

地域 

○ 地域住民同士のあいさつや声をかけ合う関係づくりに協力しま

す。 

○ 交流やふれ合いのきっかけとなる場の情報を地域に発信します。 

○ 市と連携し、介護予防教室等の活動組織を立ち上げるなど、地域

のふれ合いや世代を超えて参加できる場づくりに取り組みます。 

 

公助  

行政 

○ 地域における市民同士の交流・つながりづくりに向け、地域に住

んでいる子どもから高齢者まで、世代を超えてふれ合える機会づ

くりに取り組みます。 

○ イベント等交流の場を提供するとともに、提供に取り組む市民活

動団体等を支援します。 

○ レクリエーション活動等の仲間づくりを支援します。 

○ 既存の地域拠点（公民館・図書館等）の機能強化を図り、多世代

交流の拠点とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民同士が世代や属性を超えて交流し、 

地域のつながりを大切にする地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

世代間交流の促進 

 

市民同士がふれあう郷土の祭りとして、多様な世代が参加する四街道ふるさとまつ

りを開催し、市民のふるさと意識の高揚を図ります。また、多様な世代が集い、交流・

文化創造する場となるよう、魅力ある図書館づくりに取り組みます。 

世代間交流の活性化に向け、市内保育所等に対し、高齢者福祉施設や高齢者サーク

ル等との交流、ボランティア活動の積極的な受入などに取り組むよう促すとともに、

子どもから高齢者まで多様な世代が参加できるイベントや講座等の開催に取り組み

ます。 

主な取組 

⚫ 四街道ふるさとまつりの開催 

⚫ 交流する場としての図書館づくり 

⚫ 保育施設等における子どもと高齢者の交流の促進 

⚫ 多様な世代が参加できるイベントや講座等の開催 

 

 

 

施策２ 
 

仲間づくりの場の提供 

 

介護予防の主体的な取組を促しながら、市民同士のつながりづくりのため、身近な

地域で介護予防を行う市民主体の通いの場として、「週いち貯筋体操」の立ち上げや活

動継続の支援を行います。 

地域を基盤とした仲間づくりを通じ、生きがいや健康づくり、社会活動など、に取

り組むシニアクラブの活動支援を行います。 

子育て中の保護者や介護者等が抱く孤立感や負担感の解消を図るため、交流の場を

提供します。 

仲間づくりや交流の機会を提供するため、レクリエーション活動等の推進に取り組

みます。 

主な取組 

⚫ 週いち貯筋体操の支援 

⚫ 地域を基盤とした仲間づくりの推進 

⚫ 保護者や介護者等が交流できる場の提供 

⚫ レクリエーション活動等の推進 

  

基本目標１ つながりを育む地域づくり 

基本施策１ 市民同士の交流・つながりづくり 

四街道ふるさとまつり 

週いち貯筋体操 
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シニアクラブは、地域を基盤とし、高齢者の日常生活を健全

で豊かなものにするための自主的な組織です。仲間づくりを

通じ、生きがいや健康づくり、生活を豊かにする活動や、知識

や経験を生かし地域を豊かにする社会活動など、明るい長寿

社会づくり、保健福祉の向上を目指して活動しています。 

 

主な活動 

⚫ 健康活動 

➢ ゲートボール大会、グラウンドゴルフ大会、健康づくり事業 

⚫ 教養活動 

➢ 囲碁将棋大会、芸能発表会、各種講演会、作品展、その他研修会 

⚫ 社会奉仕 

➢ 環境美化、社協まつりへの参加、友愛訪問等 

 

 

施策３ 
 

地域コミュニティや市民活動の支援 

 

地域と学校の交流づくりのため、地域のボランティアを活用し、地域の人材や教育

力を学校教育に活かす体制づくりを支援します。 

地域コミュニティ活性化のため、区・自治会やこども会の活動を支援するとともに、

加入促進に取り組みます。 

生きがいや市民同士の交流づくりのため、ボランティア等の市民活動を支援します。 

主な取組 

⚫ 地域と連携した学校教育の支援 

⚫ 地域コミュニティの活動支援 

⚫ みんなで地域づくりセンターの運営 

⚫ ボランティアセンターの運営支援 

  

基本目標１ つながりを育む地域づくり 

基本施策１ 市民同士の交流・つながりづくり 

ボランティアセンター 

シニアクラブ 

春季ペタンク大会 
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基本目標１ つながりを育む地域づくり 
 

 

 

基本施策（２）気軽に立ち寄れる場所の確保 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 地域の交流の場への積極的な参加や活用を進めます。 

○ 地域の交流の場として、自主的に交流の場を設置するなど、交流

の場づくりに協力します。 

○ 身近な場所に居場所をつくり、積極的に外出します。 

○ 地区集会所や公園等、気軽に立ち寄れる場所における交流の場へ

積極的に参加します。 

 

共助  

地域 

○ お茶やおしゃべりを楽しむ等、地域の人が気軽に立ち寄れる場所

を設けます。 

○ 地区集会所や公園等の共有スペースを利用して、交流の機会づく

りに取り組みます。 

○ 区・自治会や地区社会福祉協議会等が協力して、地域ぐるみで居

場所づくりに取り組みます。 

 

公助  

行政 

○ 居場所づくりを行う市民活動団体の支援を行います。 

○ 公共施設を地域交流の場として柔軟に開放します。 

○ 事業者等に対し、気軽に立ち寄れる場所の提供を促します。 

○ 子育て中の親や子ども、高齢者等が気軽に立ち寄り、居場所とな

るような施設等を運営します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民が気軽に立ち寄れ、ふれ合いの場や居場所が 

身近にある地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

地域の気軽に立ち寄れる場所の確保 

 

地域住民のふれあいとコミュニティ活動の推進を図るため、地区集会施設の整備や

コミュニティ施設の管理に取り組みます。 

市民が気軽に立ち寄れる場所を提供するため、総合公園体育館等の体育施設や公園、

公共施設等の維持管理に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 地区集会施設の整備、コミュニティ施設の管理 

⚫ 体育施設や公園、公共施設等の維持管理 

 

 

 

施策２ 
 

子育て世帯が気軽に立ち寄れる場所の確保 

 

市内事業者の協力を得ておむつ替えや授乳ができる施設等を「赤ちゃんの駅」とし

て登録し、子育て世帯が気軽に立ち寄れる場所の確保に取り組みます。 

放課後におけるこどもたちの安全・安心な居場所を確保するため、地域の人々の参

画を得て、団体への委託により放課後子ども教室を実施します。 

子どもの居場所を確保するため、子ども食堂の運営などの子育てに関する活動に取

り組む市民活動団体を支援します。 

保護者同士の交流や子どもたちが遊べる場として、地域子育て支援拠点（子育て支

援センター）の運営・運営支援、児童センターや遊び場（プレーパーク）の運営管理

等に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 赤ちゃんの駅の登録推進 

⚫ 放課後子ども教室の実施 

⚫ 子育て支援に関する市民活動団体の支援 

⚫ 地域子育て支援拠点（子育て支援センター）の 

運営・運営支援 

⚫ 児童センター等の運営管理 

 

  

基本目標１ つながりを育む地域づくり 

基本施策２ 気軽に立ち寄れる場所の確保 

プレーパーク 

総合公園体育館 
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施策３ 
 

高齢者が気軽に立ち寄れる場所の確保 

 

高齢者の生きがいづくり推進のため、高齢者が自由に集い交流できる施設として地

域住民が自主的に設置運営する「シニア憩いの里」を支援します。 

高齢者が集い楽しめる場所として、高齢者の健康増進に寄与する老人福祉センター

の管理運営を行うとともに、グラウンドゴルフ、ゲートボール等に対応できる多目的

広場を提供します。 

主な取組 

⚫ シニア憩いの里の運営支援 

⚫ 老人福祉センターの管理運営 

⚫ 多目的広場の提供 

 

  

基本目標１ つながりを育む地域づくり 

基本施策２ 気軽に立ち寄れる場所の確保 

老人福祉センター（総合福祉センタ－内） 

中央公園屋根付多目的運動場 
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基本目標１ つながりを育む地域づくり 
 

 

 

基本施策（３）社会参加機会の整備 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ スポーツや健康づくり、就労の場等、多様な活動の場へ積極的に

参加します。 

○ 趣味、学び、ボランティア等に主体的に参加します。 

○ 身近に高齢者や障がいのある人がいた場合、活動への参加を促し

ます。 

 

共助  

地域 

○ 高齢者や障がいのある人等の参加に配慮した事業やイベントを実

施します。 

○ 身近な地域で、健康づくりや趣味の機会づくりを進めます。 

○ 身近に高齢者や障がいのある人がいた場合、活動への参加を促し

ます。 

 

公助  

行政 

○ 高齢者や障がいのある人等の参加に配慮した事業やイベントを実

施します。 

○ みんなで地域づくりセンターやボランティアセンターを通じて情

報提供やマッチングを行います。 

○ 高齢者や障がいのある人がいきいきとした毎日を過ごせるよう、

就労やボランティア活動を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者や障がいのある人が社会参加でき、 

いきいきとした毎日を過ごせる地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

レクリエーション活動等の充実 

 

子どもや高齢者、障がいのある人も、ともに参加し楽しめるスポーツイベント「四

街道 WALLABY RUN」を開催し、健康維持・体力向上の機会を提供します。 

世代や属性を問わず、芸術文化活動に触れることができる文化イベント「市民文化

祭」を開催し、市民による創造的な文化活動を推進します。 

社会参加の機会を増やすため、生涯学習の意識啓発や生涯学習活動の支援を行いま

す。 

市民のだれもが参加できる、文化・スポーツ・レクリエーション活動等の充実を図

ります。 

主な取組 

⚫ 四街道 WALLABY RUN の開催 

⚫ 市民文化祭の開催 

⚫ 生涯学習の推進 

⚫ だれもが参加できるイベント等の開催 

 

   

基本目標１ つながりを育む地域づくり 

基本施策３ 社会参加機会の整備 

四街道 WALLABY RUN 

市民文化祭 
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施策２ 
 

ボランティア活動の活性化 

 

高齢者の社会参加と介護予防を図るため、介護保険施設等でボランティア活動を行

い、その活動実績に応じてポイントが貯まり、交付金等と交換できるスマイルボラン

ティア事業を推進します。 

社会参加の一環としてボランティア活動への参加を促進するため、市民活動団体等

とボランティアしたい人をつなぐコーディネート業務や活動情報の発信、相談対応な

どの市民活動団体等の活動支援に取り組みます。 

主な取組 

⚫ スマイルボランティア事業の推進 

⚫ みんなで地域づくりセンターの運営 

⚫ ボランティアセンターの運営支援 

 

 

 

 

施策３ 
 

高齢者や障がいのある人の就労支援 

 

元気な高齢者が活躍する場である就労への環境づくりに向け、シルバー人材セン 

ター等の活動が活性化するように支援します。 

障がいのある人の就労を支援するため、さまざまな支援機関と連携し、就労に関す

る相談支援や優先調達の実施、事例や制度等の情報提供に取り組みます。 

主な取組 

⚫ シルバー人材センターの運営支援 

⚫ 障がいのある人の就労支援  

基本目標１ つながりを育む地域づくり 

基本施策３ 社会参加機会の整備 

みんなで地域づくりセンターによるイベント 

四街道市シルバー人材センター 市役所庁舎内における販売（就労支援） 
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基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 
 

 

 

生活上の不安や悩みに対し、わかりやすい情報と多様な支援体制で寄り添い、安心で

きる地域を目指します。 

 

成 果 指 標 
現 状 値 

（令和６年度） 
目 標 値 

（令和１２年度） 

①福祉サービスに関する情報が入手し

づらいと思った市民の割合 

（地域福祉計画策定に係る市民アンケート調査） 

１５．０％  
（令和７年度）  現状値以下  

②デジタル・デバイド対策取組件数 １件  （累計）  １件 

③ふくしの総合相談窓口 

相談件数／支援プラン策定件数 
―  ２００件／５件 

④成年後見人制度等の講座参加者数 ５０人  
２９０人 

(令和８～１２年度累計) 

 

 

 

⚫国においては、地域共生社会の実現に向け、これまでの制度で対象とならなかっ

た人への対応のあり方をはじめ、「住民に身近な圏域」において、住民が主体的

に地域の福祉課題を把握し解決を試みることができる環境整備や地域の福祉課

題に関する相談を包括的に受け止める体制整備などが重要とされています。 

⚫調査結果をみると、福祉サービスの利用に際しての不都合や不満について、「ど

こに利用を申し込めばよいのかわからなかった」、「福祉サービスに関する情報

が入手しづらかった」が多いことから、福祉サービスについてよりわかりやすい

情報提供の充実に取り組むことが求められています。 

⚫複合化・複雑化した課題を抱えていても、誰に相談していいかわからないといっ

た状況の中、気軽に相談できる相談体制の充実が求められているとともに、支援

に求められるニーズが多種多様になる中、介護・障がい・子どもといった分野ご

とではなく、連携した支援体制の充実が求められています。 

⚫地域の福祉を豊かな状態にするためには、地域住民の理解が重要であり、そのた

めの学びの機会の提供や啓発活動は、欠かすことができない取り組みです。 

⚫高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれることから、成年後見制度

等の権利擁護にかかる制度を活用しながら、本人の意思をできる限り尊重し、そ

の能力を最大限生かして生活を送ることができるよう、本人や家族への支援体制

を充実する必要があります。 

  

現状と課題 
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基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 
 

 

 

基本施策（１）わかりやすい情報提供の充実 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 日頃から、市や社会福祉協議会から情報提供されている各種相談

窓口や生活に必要な福祉サービス等について確認をします。 

○ 知っている情報や入手した情報を困っている人に伝えます。 

○ ＳＮＳ等、インターネットを利用し、情報を発信します。 

○ メール配信サービス「よめーる」に登録します。 

 

共助  

地域 

○ 市等と連携して、各種相談窓口や福祉サービス情報の周知に協力

します。 

○ 地域福祉活動の実施内容や、日時等の積極的な公開によって、気

軽に興味をもてるような情報提供に努めます。 

 

公助  

行政 

○ 広報やホームページ、ＳＮＳ等、多様な情報提供媒体を活用し、

市民や利用者の立場に立って、多様な方法で福祉情報の提供に取

り組みます。 

○ 情報をわかりやすく、伝わりやすくするため、平易な言葉を使っ

た説明など、提供手法を工夫していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者や障がいのある人、外国籍市民等が 

情報を手軽に入手できる地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

紙媒体における配慮 

 

広報紙や掲示物において文字の大きさやレイアウト等に配慮し、誰でもわかりやす

い情報提供を目指します。 

また、外国籍市民や障がいのある人、子どもにも伝わるよう、難しい言葉や漢字を

簡単な言葉に言い換え、文章を短くするなど、相手への配慮を込めてわかりやすくし

た日本語である「やさしい日本語」を使用した情報提供に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 広報紙や掲示物における配慮 

⚫ やさしい日本語による情報発信 

⚫ 多言語による情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

施策２ 
 

ウェブアクセシビリティの推進 

 

外国籍市民や障がいのある人等だれもが利用しやすいウェブアクセシビリティに

配慮したホームページの整備・管理を進めるとともに、翻訳機能による多言語対応を

行います。 

ＩＣＴ機器の活用が中心となることによる情報格差への配慮として、デジタル・デ

バイド対策に取り組みます。 

主な取組 

⚫ ウェブアクセシビリティに配慮した

ホームページの整備・管理 

⚫ ホームページの多言語対応 

⚫ デジタル・デバイド対策の実施 

 

 

 

 
  

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策１ わかりやすい情報提供の充実 

支援ツール使用時のホームページ 

広報紙「市政だより四街道」 
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施策３ 
 

情報提供体制の充実 

 

多様化する子育て世代のニーズに対応するため、母子保健に関する情報のデジタル

化を推進し、更なる子育て支援を行います。 

福祉サービス等に関する理解を促進するため、市職員が講師を務める出前講座を実

施します。 

必要な時に必要な情報を手軽に得られるよう、福祉サービスや医療機関のリスト、

子育てガイドブック等の冊子やリストを作成し、市の窓口やホームページ等にて配

布・公開します。また、地域福祉に関する啓発パンフレット等を配架する「地域福祉

情報コーナー」を設置し、情報提供を行います。 

さまざまな媒体で市の情報を入手できるよう、市政だよりやホームページ、メール

配信サービス「よめーる」、ＳＮＳ等の運用・管理等を行います。 

 

主な取組 

⚫ 母子保健情報のデジタル化の推進 

⚫ 出前講座の実施 

⚫ 冊子やリスト等の作成・情報発信 

⚫ 情報提供手段の充実   

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策１ わかりやすい情報提供の充実 

ふくし-高齢者福祉ガイド- まなびぃガイドブック 四街道市 

子育て情報ブック 

すくすく 
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基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 
 

 

 

基本施策（２）包括的な相談支援体制づくり 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 一人で悩みを抱え込まないで、家族や友人、相談窓口等に相談し

ます。 

○ 知り合いが困っている時には、相談窓口等を紹介します。 

○ 地域の中で問題を抱える人に気付けるよう、日頃からあいさつ等

近所との関わりをもちます。 

○ サポーター養成研修等に積極的に参加します。 

 

共助  

地域 

○ 地域の中に困っている人がいる場合は、各種相談窓口等を紹介し

ます。 

○ サロンや食事会等の集まる機会をつくり、相談相手になります。 

○ 気軽に何でも相談できる、出入りしやすい場所をつくります。 

 

公助  

行政 

○ 身近な地域での相談や電話による相談など、利用しやすい体制づ

くりに取り組みます。 

○ 専門機関との連携強化を図り、的確に相談支援ができる体制づく

りに取り組みます。 

○ 制度の狭間や課題が複合化・複雑化した人に対する包括的な相談

支援体制を充実させます。 

 

 

 

 

 

  地域の資源が分野横断的につながり、 

相談支援体制が充実した地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

相談しやすい環境づくり 

 

精神的健康面について気軽に相談ができるよう、精神保健福祉士による「街かど心

の相談」を実施します。 

妊娠中から子育て中の人が抱える、さまざまな不安や悩みに合わせた相談窓口を充

実させ、問題の解決に向けた支援を行うとともに、教育・保育施設や地域の子育て支

援事業などを円滑に利用できるよう、子育てコンシェルジュを配置し、相談対応や情

報提供を行います。 

健康に関する相談体制の充実のため、各種の健康診査や検診等が受けやすい体制づ

くりを行うとともに、健康保持増進と疾病予防のための健康に関する相談を実施し、

保健師や栄養士、歯科衛生士等の専門職による相談対応を行うなど、相談支援体制の

充実に取り組みます。 

さまざまな人が相談しやすい環境を整えるため、手話通訳者の配置・派遣やユニ 

バーサル窓口の活用を行い、さらなる環境整備を図ります。 

主な取組 

⚫ 街かど心の相談の実施 

⚫ 子育て相談支援体制の充実 

⚫ 子育てコンシェルジュの配置 

⚫ 健康診査や検診等が受けやすい体制づくり 

⚫ 健康に関する相談の実施 

⚫ 手話通訳者の配置・派遣 

⚫ 相談環境の整備 

  

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策２ 包括的な相談支援体制づくり 

ユニバーサル窓口 
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施策２ 
 

包括的な相談支援体制の推進  

 

包括的な相談支援体制の推進のため、ダブルケアや引きこもり等の制度の狭間や課

題が複合化・複雑化した人に対する相談支援とともに、個々の課題に応じた支援のコ

ーディネート等ができるコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を配置した総合

相談窓口を運営します。また、調整や情報共有を担うことにより、関係団体等との連

携を円滑にし、効果的な相談支援の充実に取り組みます。 

制度の狭間や課題が複合化・複雑化した人や必要な支援が届いていない人に対し、

関係団体等と連携し、必要な支援を届けるアウトリーチ（積極的支援）等を通じた継

続的支援に取り組みます。 

適切な早期療育につながるよう、発達の心配がある子どもと保護者に対する相談・

支援体制の充実に取り組みます。また、児童発達支援センターの開設に向けた検討に

取り組みます。 

ひとり親家庭等に対し、医療費等の助成や大学等受験料の支援金の給付を行うとと

もに、適切な支援を行えるよう相談・支援体制の充実に取り組みます。 

さまざまな理由により生活に困窮している人が早期に困窮状態から脱却できるよ

うに、包括的な相談支援を受けられる窓口を通じて支援を行うとともに、市の関係部

署や民間の関係団体とのネットワークづくりに取り組みます。 

包括的な相談支援体制の充実を図るため、地域包括支援センターや基幹相談支援セ

ンター、こども家庭センターなど、包括的に支援する拠点の運営等を行います。 

主な取組 

⚫ ふくしの総合相談窓口の運営 

⚫ 多機関協働の推進 

⚫ アウトリーチ等を通じた継続的支援 

⚫ 発達の心配がある子どもと保護者への支援 

⚫ ひとり親家庭への支援 

⚫ 生活困窮者への支援 

⚫ 包括的支援の拠点運営 

 

 

 

 

  

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策２ 包括的な相談支援体制づくり 

ふくしの総合相談窓口 千代田地域包括支援センター 
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施策３ 
 

地域における支援ネットワークの充実 

 

制度の狭間や課題が複合化・複雑化した人に対し、関係団体等と連携し、社会との

つながりをつくるための支援に取り組みます。 

市民がお互いを支え合う地域社会に向け、地域の中で問題を抱える人に気付き、見

守るサポーター等の養成を行います。また、地域の困っている人等の良き相談相手や

関係機関へのつなぎ役を担う民生委員・児童委員や主任児童委員の活動を支援すると

ともに、担い手確保に向け、市政だより等を活用した周知に取り組みます。 

高齢者が安心して、住みなれた地域で暮らし続けられるよう、生活支援コーディネ

ーターや協議体を設置し、地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけや関係者

のネットワーク化などを行い、支援が必要になった場合に地域で支えられる体制づく

りを行い、支援ネットワークの充実を図ります。 

「共助」の推進を行う社会福祉協議会等の活動を支援するとともに、地域に根差し

た支援ネットワークの充実を図るため、福祉関係機関や関係団体、事業者等との連携

を推進します。 

主な取組 

⚫ 地域社会とのつながりづくりに向けた支援 

⚫ 認知症サポーターやゲートキーパーの養成 

⚫ 民生委員・児童委員や主任児童委員の活動支援 

⚫ 高齢者を地域で支える体制づくり 

⚫ 社会福祉協議会等への運営支援 

⚫ 高齢者見守り活動の協定推進 

 

 

 

民生委員は、地域住民の一員として、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、適切な

支援やサービスへつなぐ役割を担っています。また、民生委員は児童委員も兼ねており、

子どもたちの見守り、親の子育ての不安や妊娠中の心配ごと等の相談・支援等を行いま

す。 

主任児童委員は、地域における児童健全育成活動の中心となり、関係機関等と児童委

員との連絡調整や、児童委員の活動に対する援助・協力を行います。 

主な活動 

⚫ 高齢者世帯等への訪問や見守り 

⚫ 声かけや安否確認 

⚫ サロン活動 

⚫ いじめの防止に関することや虐待の発見・報告   

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策２ 包括的な相談支援体制づくり 

民生委員・児童委員、主任児童委員 

活動の様子 
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施策４ 
 

ケアラー支援体制の充実 

 

高齢や障がい、疾病等により援助が必要な親族、友人、その他の身近な人に対して、

無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する「ケアラー」に対し、

本人や周囲の人が、ケアラーが置かれている状況等に気付き、理解することができる

ようケアラーに関する情報提供や周知啓発に取り組みます。また、ケアラー支援に関

する基本理念等を定めるケアラー支援条例の検討を行います。 

ケアラーの負担を軽減する育児・介護休業制度等を周知するため、関係機関等と連

携し、リーフレットやパンフレットの配布・掲示、ホームページを活用した周知に取

り組みます。また、ケアラーの精神的負担等を軽減するため、悩みや知識を共有でき

る交流の場の設置を支援します。 

主な取組 

⚫ ケアラーに関する周知啓発 

⚫ ケアラー支援条例の検討 

⚫ 支援制度の周知 

⚫ 介護のつどい、オレンジカフェ（認知症カフェ）の開催 

⚫ 悩みや知識を共有できる交流の場の設置支援 

 

 

 

高齢や障がい、疾病等により援助が必要な親族、友人、その他の身近な人に対して、

無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する人を「ケアラー」とい

います。 

◼ ヤングケアラー 

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているケ

アラーのうち、おおむね 18 歳未満の人（高校生を含む） 

◼ 若者ケアラー 

ケアラーのうち、18 歳からおおむね 40 歳未満の人 

◼ ビジネスケアラー 

仕事をしながら家族の介護など援助を提供する人 

◼ ダブルケアラー 

子育てと介護が同時期に発生するなど、家族や親族等の複数のケアに携わる人 

 

  

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策２ 包括的な相談支援体制づくり 

ケアラーについて 
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基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 
 

 

 

基本施策（３）福祉サービスの質の向上 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 福祉サービスの正しい利用方法や仕組みを学びます。 

○ 福祉サービスを提供する事業者等を選択する際は、さまざまな情

報を入手します。 

○ 悪質なサービスを受けたり、苦情がある場合は、サービス提供事

業者や行政窓口等に、意見や苦情を伝えます。 

 

共助  

地域 

○ 事業者は利用者のサービスを選択するために必要な情報を、わか

りやすく市民に伝えます。 

○ 事業者は苦情解決のため窓口を設置します。 

○ 事業者は利用者のニーズや満足度を把握するための調査や、県の

「福祉サービス第三者評価制度」を積極的に活用し、サービスの

質の向上に取り組みます。 

 

公助  

行政 

○ 高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるよう、在

宅生活を支援します。 

○ 研修費の助成や研修の開催などにより、支援者の育成支援に取り

組みます。 

○ 判断能力が十分でない人に対し、地域で安心して、暮らせるよう

成年後見制度の周知や相談体制の推進など、成年後見制度の利用

を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業者等と連携した質の高い福祉サービスの提供により、 

市民が暮らし続けられる地域づくりを目指します。 



 

50 

 

 

施策１ 
 

地域で暮らし続けるための支援 

 

高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域で生活することを支援するため、移動支

援や緊急通報装置の設置など、在宅生活の支援を行います。 

高齢者が要支援・要介護状態とならずに、住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよ

う、介護予防を推進します。また、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるよう、支援体制の構築や認知症ケアの向上を図るための取組を推進します。 

安心して地域で子育てできるよう、病児・病後保育の実施や柔軟に利用できる通園

給付（こども誰でも通園制度）の充実など、子育て支援サービスの充実を図ります。 

主な取組 

⚫ 在宅生活の支援 

⚫ 介護予防の推進 

⚫ 認知症の人に対する支援 

⚫ ごみの戸別収集の実施 

⚫ 病児・病後保育の実施 

⚫ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園 

制度）の運営・運営支援 

 

 

施策２ 
 

事業者に対する支援 

 

施設に相談員を設置・派遣することで、施設利用者が施設に対する苦情や疑問、不

安等を相談できる体制を提供します。 

福祉サービス提供事業者やその職員を対象とした研修等の開催・情報提供や制度改

正等に関する情報共有を行うとともに、介護者の確保に向けた養成支援に取り組みま

す。 

福祉サービス提供事業者の資質向上のため、公正・中立な第三者機関による専門的・

客観的な立場からの評価を受ける仕組みである「福祉サービス第三者評価制度」を周

知するなど、事業者の育成・指導による福祉サービスの質の向上に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 相談員の派遣・設置 

⚫ 研修等の開催や情報提供 

⚫ 研修費の助成 

⚫ 福祉サービス第三者評価制度の周知 

⚫ 事業者の育成・指導   

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策３ 福祉サービスの質の向上 

地域で支える認知症ガイド 
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施策３ 
 

成年後見制度の利用促進 成年後見制度利用促進基本計画 

 

だれもが住み慣れた地域で、地域の人々と支え合いながら、尊厳をもってその人

らしい生活を継続できる共生社会の実現に向けて、「成年後見制度利用促進基本計画」

を策定します。 

 

成年後見制度の利用促進のため、講座等の開催や窓口等での周知を行うとともに、

市民後見人によるＮＰＯ団体や司法書士会等との連携を進め、成年後見制度に関する

相談体制を推進します。 

成年後見人等が必要ではあるが、特別な事情により手続きができない人に対する市

長申し立ての実施や、後見人等への報酬支払いが困難な人に対する報酬の助成に取り

組みます。 

市民後見人養成講座を実施し、市民後見人を育成するとともに、市民後見人の活動

支援や関係機関等との連携の中心となる中核機関の設置を検討します。 

主な取組 

⚫ 成年後見制度の普及・啓発 

➢ 成年後見制度の利用促進のため、市民を対象とした講座等の開催や窓口等で

の周知、市政だより、チラシ等を活用した普及・啓発に取り組みます。 

⚫ 相談体制の推進 

➢ 成年後見制度の利用促進のため、市民後見人によるＮＰＯ団体や司法書士会

等との連携を進め、成年後見制度に関する相談体制を推進します。 

⚫ 成年後見人等が必要な人への支援 

➢ 成年後見人等が必要ではあるが、特別な事情により手続きができない人に対

する市長申し立ての実施や、後見人等への報酬支払いが困難な人に対する報

酬の助成に取り組みます。 

⚫ 市民後見人の養成 

➢ 市民後見人養成講座を実施し、市民後見人を育成します。 

⚫ 中核機関の設置検討 

➢ 市民後見人の活動支援や関係機関等との連携の中心となる中核機関の設置を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（成年後見制度利用促進法）において、地方公

共団体は成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画（成年後見制度

利用促進基本計画）の策定が努力義務とされていることから、本項を成年後見制度利用促

進法第 14 条第１項に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」として位置付け、成年後見

制度の利用の促進に努めます。  

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策３ 福祉サービスの質の向上 
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用 語 解 説 

◼ 成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分な人が不利益を被

らないように法的に保護、支援する制度。成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意

後見制度」で構成 

◼ 法定後見制度 

家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる（選任される）制度。障がいや認知

症の程度に応じた、「補助」「保佐」「後見」の３つの種類（類型）で構成 

◼ 任意後見制度 

一人で決められるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめご本人自ら

が選んだ人（任意後見人）に、代わりにしてもらいたいことを契約（任意後見契約）

で決めておく制度 

◼ 中核機関 

成年後見制度を必要とする人が安心して制度を利用できるよう、地域で支える体制

を構築する「地域連携ネットワーク」の核となる機関 

 

 

成年後見制度における地域連携ネットワークのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内閣府「地域連携ネットワークのイメージ」を参考に作成。   

金融関係団体 

社会福祉協議会 

チーム 
 

ケアマネージャー、 

相談支援専門員 

福祉サービス事業者 

中核機関 

医療機関 

民生委員・児童委員、主任児童委員、 

区・自治会等、地域関係団体 

本人 後見人等 

地域包括支援センター 

民間団体・ 

ＮＰＯ等 

医療・福祉関連団体 

基本目標２ 困りごとに寄り添う相談と支援 

基本施策３ 福祉サービスの質の向上 

家族、親族 

家庭裁判所 弁護士会・司法書士会  

・社会福祉士会等 

ボランティア 
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基本目標３ 地域を支える活動の担い手づくり 
 

 

 

見守りや支え合いを担う多様な人材を発掘・育成し、活動を支援することで、地域力

の強化を図ります。 

 

成 果 指 標 
現 状 値 

（令和６年度） 
目 標 値 

（令和１２年度） 

①地域で活動している市民の割合 

（地域福祉計画策定に係る市民アンケート調査） 

１６．５％  
（令和７年度）  現状値以上  

②「コラボ四街道」による協働事業件数 ３件  
１８件    

(令和８～１２年度累計)  

③ファミリー・サポート・センター 

会員数（提供・依頼・両方会員の合計） 
１，１６３人  １，１６３人  

④ボランティアセンター登録者数 １，７７２人  １，７７２人  

 

 

 

⚫国においては、地域共生社会の実現に向け、市民と地域に関わる人が地域福祉へ

の意識を高め、地域福祉への市民の主体的な参加が得られるよう意識啓発を行う

ことが重要とされています。 

⚫高齢化の進行や定年延長に伴い、ボランティアや民生委員・児童委員、主任児童

委員等の担い手の確保が課題となっており、若者・子育て世代等の現役世代の参

加促進が必要とされています。 

⚫地区社会福祉協議会や民生委員・児童委員、主任児童委員等の活動内容が十分に

市民に伝わっておらず、周知の強化が求められています。 

⚫調査結果をみると、団体が活動を行う上で困っていることについて、メンバーの

高齢化が７割と、福祉関連団体や区・自治会等において担い手の高齢化が進む中、

さまざまな活動や取組を通じた新たな担い手の発掘と育成が急務になっていま

す。 

⚫また、地域での活動が活性化するために必要なことについて、広報誌、チラシ等

の紙媒体での周知啓発が挙げられていることから、市による活動支援として広報

の強化が重要とされています。 

 

 

 

  

現状と課題 
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基本目標３ 地域を支える活動の担い手づくり 
 

 

 

基本施策（１）市民による地域福祉の推進 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 市や市民活動団等が行う講演や活動等に積極的に参加し、地域の

生活課題、福祉課題に対する理解を深めます。 

○ 知識や経験をまちづくりに活用します。 

○ 健康づくりや防犯活動等、地域での活動に自主的に取り組みま

す。 

 

共助  

地域 
○ 地域課題の解決につながる事業提案を行い、魅力ある地域づくり

を実践します。 

○ 地域や団体での健康づくりや防犯活動等に取り組みます。 

 

公助  

行政 

○ 地域課題の解決のため、市民活動団体等と協力し、魅力ある地域

づくりを実践します 

○ 市民の意向や現状等を把握し、福祉に関する個別計画へ反映させ

ます。 

○ 市民や市民活動団体等の自主的な活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉への理解が深まり、 

市民が主体となる地域づくりを目指します。 



 

55 

 

 

施策１ 
 

みんなで地域づくりの推進 

 

みんなで地域づくりセンターの運営を通して、地域課題の把握を進めるとともに、

地域課題の解決に向けたコーディネート活動の充実に取り組みます。 

市民活動団体からの地域課題の解決につながる事業提案のもと、市民活動団体が自

主的に、または市と協力して魅力ある地域づくりを実践します。 

まちづくりに積極的に参加する市民を育成するため、専門的知識等を提供する市民

大学講座を開講します。 

福祉に関する個別計画改定の際に、市民の意向や生活実態、適正なニーズ量等の把

握に向け、各種アンケート調査の実施に取り組みます。 

主な取組 

⚫ みんなで地域づくりセンターの運営 

⚫ みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ 

四街道）の実施 

⚫ 市民大学講座の開講 

⚫ アンケート調査等の実施 

 

施策２ 
 

市民の意識啓発、体制整備 

 

市民の健康づくりに関する知識の普及や意識の高揚に向けて、保健推進員活動を通

じた啓発に取り組むとともに、健康に関心がある人を増やすため、健康活動を行うこ

とで、ポイントを貯め、抽選で得点を獲得できる取組を実施します。 

市民の自主防犯活動を活性化するため、防犯パトロール車の貸し出しや市民による

自主防犯活動に対する支援を行います。 

地域とともにある学校づくりに向け、保護者や地域住民等が学校運営に参画するこ

とが可能となるコミュニティ・スクールを推進します。また、ＰＴＡ連絡協議会等と

連携し、家庭の教育力向上のための講座や子育て学習講座の開催、生活困窮世帯の子

どもに対する学習支援等、学習機会の提供に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 健康づくりの情報発信・促進 

⚫ 自主防犯活動の支援 

⚫ コミュニティ・スクールの推進 

⚫ 家庭や地域の教育力向上 

 

基本目標３ 地域を支える活動の担い手づくり 

基本施策１ 市民による地域福祉の推進 

保健推進員による講座 

みんなで地域づくりセンターによる講座 
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基本目標３ 地域を支える活動の担い手づくり 
 

 

 

基本施策（２）多様な担い手の発掘・育成 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ みんなで地域づくりセンター、ボランティアセンター等の情報を

通じ、自分でも参加できそうな活動がないかなど、地域活動の情

報を入手します。 

○ 地区社会福祉協議会や区・自治会、ボランティア団体、ＮＰＯ等

の、地域の課題解決に向けた活動に積極的に参加します。 

○ 身近な友人・知人を誘って、担い手育成を目的とする講座の学習

機会等に参加します。 

 

共助  

地域 

○ 若い世代や高齢者、働く人等の参加意欲を引き出せるように、参

加しやすい活動内容の工夫や雰囲気づくりを行います。 

○ 地域活動に関して、情報の提供方法や日時の設定を工夫します。 

○ 若い世代や子どもに対する積極的な参加を呼びかけます。 

○ 地域活動の中で、活動の担い手や活動のリーダー等を育成する環

境をつくります。 

 

公助  

行政 

○ 地域福祉を推進する担い手の支援・育成に努めます。 

○ 地域活動やボランティア活動の情報提供を充実し、地域活動への

参加を促進します。 

○ 知識や技能をもつ市民を登録・紹介する制度を運用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉を担う多様な人材の育成により、 

ボランティア活動の活発な地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

多様な担い手の発掘・育成 

 

ボランティア活動への参加を促進するため、ボランティアの支援を必要としている

人と活動したい人をつなぐ、みんなで地域づくりセンターの運営やボランティアセン

ターの運営支援に取り組みます。 

高齢者のボランティア活動への参加を促進するため、介護保険施設等でボランティ

ア活動を行い、その活動実績に応じてポイントが貯まり、交付金等と交換できるスマ

イルボランティア事業を推進します。また、市民が互いを支え合う担い手となるため、

さまざまな分野のボランティア養成講座や講演、活動体験等を開催し、多様な担い手

の育成に取り組みます。 

市民活動団体が地域課題の解決に向けた効果的な事業展開ができるよう、広報活動

等の支援を行い、担い手の育成・定着を図ります。 

主な取組 

⚫ ボランティアコーディネート等の充実 

⚫ スマイルボランティア事業の推進 

⚫ ボランティアやサポーター等の養成 

⚫ みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ四街道） 

の実施 

 

 

 

施策２ 
 

地域人材の活用 

 

子育て支援サービスを提供する会員と子育て支援サービスを依頼したい会員とを

橋渡しすることによって、地域の子育てスキルをもった人材の活用に取り組みます。 

地域のボランティアを活用することで、地域の人材や教育力を学校教育に活かす体

制づくりを支援します。 

さまざまな知識や技能をもった市民を登録し、紹介・派遣する「生涯学習生きがい

づくりアシスト事業」を実施することで、地域人材を活用します。 

主な取組 

⚫ ファミリー・サポート・センターの運営 

⚫ 地域ボランティアの活用 

⚫ 生涯学習生きがいづくりアシスト事業の実施 

  

基本目標３ 地域を支える活動の担い手づくり 

基本施策２ 多様な担い手の発掘・育成・定着 

付き添いボランティア養成講座 
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基本目標３ 地域を支える活動の担い手づくり 
 

 

 

基本施策（３）市民活動団体等への活動支援 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 多様な市民活動に関心をもち、市民活動に関する情報を入手しま

す。 

○ 多様な市民活動への理解を深め、身近な人と声をかけ合い、積極

的に参加します。 

○ 地域の一員として、区・自治会に加入し、自分のできる範囲で活

動を行います。 

 

共助  

地域 

○ 地域で活動するさまざまな団体が、相互に交流し、情報交換や相

談が行える関係をつくります。 

○ 活動の活性化に向け、団体間の連携・協働に取り組みます。 

○ 団体活動について、より多くの人が参加しやすい工夫の検討に取

り組みます。 

 

公助  

行政 

○ 体育施設等の公共施設を市民活動団体等の活動の場や拠点とし

て、提供します。 

○ みんなで地域づくりセンターやボランティアセンターの運営・運

営支援を行い、多様な市民活動を支援します。 

○ 区・自治会やボランティア団体等、地域で活動する団体への支援

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民や市民活動団体等と連携・協力し、 

支え合いのある地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

活動の場の提供 

 

住民同士が一緒に考え活動できる場として、地域活動等の拠点となる各中学校地区

社会福祉協議会の活動拠点や地区集会施設の整備等に取り組みます。 

市民活動団体等が活動を行う場所として、総合福祉センター等を提供するとともに、

公民館や文化センター等の公共施設等を貸し出します。また、市民活動団体等の集ま

りや講演会等の市民活動を行えるよう、庁舎に多目的スペースを設置します。 

普段の活動の成果を発表する場として、市民ギャラリー等の場所の提供や市民文化

祭等のイベントの開催を行います。 

主な取組 

⚫ 活動拠点の整備 

⚫ 活動場所の提供・貸出 

⚫ 多目的スペースの設置 

⚫ 成果発表の場の提供 

 

 

施策２ 
 

市民活動団体等への活動支援 

 

ボランティア活動の総合的な相談受付や講座の開催など、市民活動団体等への活動

支援を行うため、地域づくりセンターの運営、ボランティアセンターの運営支援を行

います。また、本市の地域づくりや地域課題等の解決を図るための事業について、市

民活動団体が主体的に提案・実施する「みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ四

街道）」を通して、地域づくりを行う市民活動団体への支援を行います。 

区・自治会やボランティア団体等、市の取組に欠かせない関係団体に対して、助成

金や補助金交付等を行い、市民活動団体等の活動支援を行います。 

各関係団体等の主催するイベントや講座、活動情報等をホームページや市政だより

で紹介することで市民活動団体等の活動支援に取り組みます。 

主な取組 

⚫ みんなで地域づくりセンターの運営 

⚫ ボランティアセンターの運営支援 

⚫ みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ 

四街道）の実施 

⚫ 市民活動団体等への助成・補助金交付 

⚫ 市民活動団体等の情報提供   

基本目標３ 地域を支える活動の担い手づくり 

基本施策３ 市民団体等への活動支援 

文化センター 

おむすびっこ食堂 

（コラボ四街道採択事業） 
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基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 
 

 

 

災害等のリスクに備え、人権尊重や多様性理解を大切にしながら、安全で安心できる

暮らしの環境を整えます。 

 

 

成 果 指 標 
現 状 値 

（令和６年度） 
目 標 値 

（令和１２年度） 

①暮らしている地域は安心・安全である

と感じる市民の割合 

（地域福祉計画策定に係る市民アンケート調査） 

５１．０％  

（令和７年度）  
現状値以上     

②避難行動要支援者個別避難計画 

新規作成件数 
６件  

１００件 

(令和８～１２年度累計)  

③バリアフリー化した歩道整備数 ９件  
４０件  

(令和８～１２年度累計)  

④刑法犯検挙人員中の刑法犯再犯者率 
５１．２％  

（令和５年度）  
現状値以下  

 

 

 

⚫国においては、災害対策基本法により、市町村に「避難行動要支援者名簿の作成」

が求められるとともに、地域共生社会の実現に向けては、避難行動要支援者の把

握や日常的な見守り・支援の推進方策が重要とされていることから、避難行動要

支援者の個別避難計画の作成とともに、見守りの方策等に関し、避難支援等関係

者や関係部署との協議等が必要となります。 

⚫国においては、再犯の防止等の推進に関する法律が施行され、市町村に再犯の防

止等に関する施策の実施等が求められており、再犯防止の啓発や更生保護活動団

体との連携が求められています。 

⚫高齢者や障がいのある人をはじめとして、全ての人が地域において安全に、そし

て安心して生活・外出できるようになるためには、施設や設備といったハード面

のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進する必要があります。 

⚫調査結果をみると、災害時についての不安や心配事として「食料や日用品の備蓄

が不十分なこと」、「災害時の情報がわかりづらいこと」が多く、災害に関する

情報提供の充実が求められています。 

⚫外国籍市民や障がいのある人等、多様な市民が安心して暮らせるよう情報提供方

法や環境整備等に配慮が求められています。 

 

  

現状と課題 
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基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 
 

 

 

基本施策（１）防災・防犯体制の充実 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 災害時の避難の際に支援が必要な人は、避難行動要支援者の登録

を行います。 

○ 犯罪の起こりにくい地域をつくるために、日頃から近所等へ積極

的に声をかけ合います。 

○ 地区等での防災・防犯活動に積極的に参加・協力します。 

 

共助  

地域 

○ 区・自治会や民生委員・児童委員、主任児童委員等が協力して、

避難行動要支援者の避難支援に取り組みます。 

○ 自主防災組織を立ち上げ、地域の防災体制を整えます。 

○ 地域等での防災訓練や防犯パトロール等の活動を積極的に進めま

す。 

 

公助  

行政 

○ 避難行動要支援者一人ひとりの特性に応じた避難支援を行うた

め、個別避難計画の作成・整備をします。 

○ 防災行政無線や防犯灯、道路照明灯の適正な維持管理を行いま

す。 

○ 防災・防犯や消費者被害に関する啓発等を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多様な主体と連携し、防災・防犯体制の充実により、 

安心して暮らせる地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

防災対策の推進 

 

災害発生時に、避難行動要支援者が安全に避難することができるよう、地域と連携

して支援体制を構築します。また、災害発生時において市民等の安全を守るため、市

内福祉施設を活用する福祉避難所や指定福祉避難所の機能向上を図ります。 

地域防災力の強化や防災意識の向上を図るため、区・自治会等が行う防災訓練の支

援や防災リーダーの育成、出前講座や市主催による防災訓練等の実施に取り組みます。 

自助としての各家庭における地域防災力の向上を図る一環として、非常食や災害時

の持ち出し品等の備蓄を促進します。 

また、防災行政無線やケーブルテレビ、ＳＮＳ等を通じてわかりやすい・伝わりや

すい防災情報を発信する他、メール配信サービス「よめーる」の登録アシスト等、個

人が必要な情報を取得するための支援を行います。 

主な取組 

⚫ 要支援者の避難支援 

⚫ 福祉避難所や指定福祉避難所の設置・運営 

⚫ 地域防災力の強化 

⚫ 食料等備蓄の啓発 

⚫ わかりやすい防災情報の発信、情報を取得するための支援 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策１ 防災・防犯体制の充実 

四街道市総合防災訓練 



 

63 

 

 

施策２ 
 

生活安全対策の推進 

 

地域が一体となった防犯力の向上を図るため、防犯パトロール車の活用や地域住民

を中心とした見回り活動を支援するとともに、防犯カメラや防犯灯等の維持・整備や、

特殊詐欺等の犯罪に対する啓発や適切な情報提供に取り組みます。 

市民の交通安全意識の向上のため、幼児から高齢者までの幅広い層を対象に交通安

全教室を開催し、交通安全知識の啓発を図ります。また、警察署や地域と連携し、交

通安全運動を中心とした各種啓発運動を推進します。 

消費生活に必要な情報や知識を提供するための講座等の開催やホームページ等に

よる周知啓発に取り組むとともに、多様化する消費生活相談に対するアドバイスや和

解の仲介を行う消費生活センターを運営します。 

地域景観の悪化や不法投棄等の誘発、防災・防犯機能の低下等が懸念される管理不

全空き家等の抑制に向け、所有者等に対する相談支援とその周知に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 防犯対策の推進 

⚫ 防犯灯等の維持整備 

⚫ 交通安全対策の推進 

⚫ 消費者教育・啓発活動の充実 

⚫ 空き家対策の推進 

 

 

 

  

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策１ 防災・防犯体制の充実 

四街道市消費生活センター ＬＥＤ防犯灯 
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基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 
 

 

 

基本施策（２）快適な生活環境を支える仕組みづくり 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 外出支援のための移送ボランティア養成講座等を通して、市民の

社会参加を支える活動に参加します。 

○ ユニバーサルデザインが必要と思われる施設等について、改善を

提案します。 

○ 地域での生活環境の美化・保全活動へ積極的に参加します。 

 

共助  

地域 

○ 運転ボランティア等、地域での助け合う環境づくりを進めます。 

○ 公共交通の維持・確保や快適な生活環境づくりについて、地域で

話し合います。 

○ 地域での生活環境の美化・保全活動に、積極的に取り組みます。 

 

公助  

行政 

○ 移動が困難な人の移動手段を充実させるため、タクシーの料金助

成や福祉有償運送制度の利用促進等に取り組みます。 

○ 快適な生活環境の保全と美しいまちづくりの推進に取り組みま

す。 

○ バリアフリーやユニバーサルデザインの促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

快適な生活環境の整備を進め、 

だれもが暮らしやすい地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

移動手段の充実 

 

交通事業者と連携して市民の地域公共交通の利用意識の高揚を図り、利用者の増加

による、ＪＲ線の利便性向上と路線バスの運行路線の維持向上に努めます。 

高齢者や障がいのある人の移動手段を充実させるため、タクシーの料金助成や福祉

有償運送制度の利用促進等に取り組みます。また、移動支援事業の従事者に対する研

修の情報提供や運転ボランティアの養成に取り組むボランティアセンターの運営支

援に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 地域公共交通の持続性の確保・利便性の 

向上 

⚫ 福祉タクシー利用助成 

⚫ 福祉有償運送制度の利用促進 

⚫ 担い手の養成支援 

 

 

 

 

施策２ 
 

環境美化・保全の推進 

 

快適な生活環境の保全と美しいまちづくりの推進に向け、市民等の環境美化に対す

る意識の啓発を図るなど、環境美化の取組を推進します。 

野焼きや不法投棄とともに、埋め立てを伴う事業等について、環境パトロール等の

監視・指導に取り組み、だれもが安全・安心に暮らせるようにします。 

主な取組 

⚫ 環境美化に対する意識の啓発 

⚫ 環境パトロール等の実施 

 

  

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策２ 快適な生活環境を支える仕組みづくり 

グリーンスローモビリティ 

美化推進重点地区に関する看板 
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施策３ 
 

住環境等の整備 

 

高齢者や障がいのある人が安全に外出できるよう、歩道と車道の段差解消や歩道の

勾配緩和など、道路のバリアフリー化を推進します。 

子育てしやすい環境や家族の支え合いによる介護などの負担軽減に向け、三世代家

族の定住を促す支援に加え、既存住宅のリフォームやバリアフリー化等の支援を行い

ます。 

公共施設の整備・改修にあたっては、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れる

ように配慮します。 

主な取組 

⚫ 道路のバリアフリー化の推進 

⚫ 親世帯と子世帯の同居・近居促進 

⚫ 住宅のリフォーム・バリアフリー化の支援 

⚫ 公共施設のユニバーサルデザインの推進 

 

  

 

 

 

  

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策２ 快適な生活環境を支える仕組みづくり 

バリアフリートイレ（市役所庁舎内） 

議会傍聴席 

（車いす利用者等に対応した席を設置） 
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基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 
 

 

 

基本施策（３）人権の尊重と多様性への理解促進 

 

期待される役割 
 

自助  

市民 

○ 年齢、性別、国籍の違いや障がいの有無など、さまざまな個性を

もった人を理解し、同じ地域に暮らす住民として認め合います。 

○ 男女共同参画や多文化共生、人権等について、正しい知識を深め

ます。 

○ 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め

るための講習会等に参加します。 

 

共助  

地域 

○ 地域活動や交流においては、年齢、性別、国籍の違いや障がいの

有無などにかかわらず、さまざまな個性をもった人の参加を促

し、相互に理解し合う機会として活用します。 

○ 男女共同参画や多文化共生、人権等について、不安を抱えている

人に、相談窓口を紹介します。 

○ 虐待等が疑われる場合、行政等に情報を伝えます。 

 

公助  

行政 

○ 障がいへの共感的理解を推進するとともに、自分にも起こり得る

ものと理解されるよう努めます。 

○ 虐待防止をはじめ、男女共同参画や多文化共生、人権等に関する

啓発活動に取り組みます。 

○ 犯罪や非行の防止に取り組むとともに、罪を犯した人たちの更正

を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障がいや人権等に対する理解を深め、 

だれもが自分らしく暮らしていける地域づくりを目指します。 
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施策１ 
 

相互理解の促進 

 

だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる社会に向けて、性別役割分担意識

や無意識の思い込みにとらわれない地域社会の構築のため、男女共同参画を推進しま

す。 

国籍が異なる住民同士が互いの生活習慣や文化を理解し、地域社会の一員として、

支え合う多文化共生社会の実現を目指します。 

関係機関との連携のもと、障がいのある人への合理的配慮や精神障がい、発達障が

いなど「見えない障がい」について、市民の理解が深まるよう周知啓発に取り組みま

す。 

主な取組 

⚫ 男女共同参画の推進 

⚫ 多文化共生の推進 

⚫ 障がいに関する理解促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策３ 人権の尊重と多様性への理解促進 

家事シェアチェックシート 日本語教室 

『タイトル』 

作者名 

 

 

 

パラアート 掲載予定 

『タイトル』 

作者名 

『タイトル』 

作者名 
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施策２ 
 

人権教育・青少年健全育成の推進 

 

差別意識を解消し、人権意識の高揚を図るため、人権週間に合わせ社会情勢の中か

ら人権について学ぶ機会を提供します。また、児童生徒の人権意識向上のため、教職

員研修を実施し、教職員の人権意識向上や学校人権教育の充実を図るとともに、児童

生徒を対象に、思いやりの心を育てることの必要性と重要性について、理解を一層深

める人権教室を実施します。 

児童や配偶者、高齢者、障がいのある人等に対する暴力防止や早期発見・対応に向

け、関係機関との連携や相談体制等の機能の充実に取り組みます。 

子どもたちの健全な育成を推進するため、地域や関係機関等と連携し、街頭補導や

環境浄化、広報・啓発等の活動を行うとともに、多様化・複雑化する青少年問題に対

して、専門的な支援ができるスクールソーシャルワーカー等を配置し、学校・家庭支

援を強化します。 

青少年健全育成推進大会を開催し、青少年健全育成功労者の表彰や少年の主張、講

演等を行い、青少年健全育成の啓発活動を行います。 

不登校の子どもたちが安心して学習に取り組める居場所づくりや社会的自立に向

けた取組として、体験活動の実施等を行い、子どもたち一人ひとりの状況に応じた支

援の充実を図ります。 

主な取組 

⚫ 人権に関する学習機会の提供 

⚫ 教職員研修会の実施 

⚫ 人権教室の実施 

⚫ ＤＶや虐待、暴力の防止 

⚫ スクールソーシャルワーカー等の配置 

⚫ 青少年健全育成推進大会の開催 

⚫ 子どもの居場所づくりや社会的自立の推進 

 

 

  

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策３ 人権の尊重と多様性への理解促進 

人権教室 青少年健全育成推進大会 
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施策３ 
 

再犯防止の推進  再犯防止推進計画 

 

犯罪を抑制し、住み慣れた地域でだれもがお互いを尊重し、地域で支え合う共生社

会の実現と安全で安心な社会の実現に向けて、「再犯防止推進計画」を策定します。 

 

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場

で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための「社会を明るく

する運動」を関係機関等と連携して推進し、周知啓発活動に取り組みます。 

再犯防止に向け、保健医療・福祉サービス等に関する情報提供や就労支援、住居の

確保など、関係機関等と連携し、支援に取り組みます。 

主な取組 

⚫ 社会を明るくする運動の推進 

➢ 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれ

の立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための

全国的な運動である「社会を明るくする運動」を四街道市保護司会、四街道

市更生保護女性会と協力して推進します。 

⚫ 関係機関等の活動支援・連携強化 

➢ 再犯防止の推進に向け、四街道市保護司会、四街道市更生保護女性会が円滑

な運営を行い、より良い活動ができるよう支援します。 

⚫ 非行防止の推進 

➢ 非行の早期発見・未然防止のため、街頭補導活動として青少年補導委員や関

係機関等と連携し、「愛の一声」運動を推進します。 

⚫ 就労や住居の確保の支援 

➢ 生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金事業、就労準

備支援事業、家計改善支援事業を行い、生活困窮状態からの早期自立を支援

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進法）において、地方公共団体は再犯の防

止等に関する施策の推進等に関する計画（地方再犯防止推進計画）の策定が努力義務とされ

ていることから、本項を再犯防止推進法第８条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」と

して位置付け、再犯の防止等の推進に努めます。 

 

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策３ 人権の尊重と多様性への理解促進 

 



 

71 

 

 

 

用 語 解 説 

◼ 保護司 

刑事施設や少年院から退所した方に対し、生活上の助

言や就労の援助、住居や就業先等の調整をするなど、立

ち直りを支える民間ボランティア 

◼ 更生保護女性会 

犯罪予防活動や青少年の健全育成活動、子育て支援活

動、更生保護施設への支援などを行うボランティア団体 

◼ 青少年補導委員 

青少年の健全育成や非行防止推進のために設けられ

たもので、四街道市では、市内の学校教職員や保護者、

一般市民が、市教育委員会から委嘱を受け「愛の一声」

活動を実施 

◼ 「愛の一声」運動 

青少年にあたたかな思いやりの心で声をかけ、非行や

問題行動に対して優しく諭していこうという活動 

◼ 自立相談支援事業 

相談支援員が、「生活が不安」、「仕事を探しているが見つからない」など相談を受

けて、どのような支援が必要であるかを相談者と一緒に考え、具体的なプランを作

成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行う事業 

◼ 住居確保給付金事業 

離職等により、住居を失ったまたはそのおそれのある人に

対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家

賃相当額を支給する事業 

◼ 就労準備支援事業 

「社会に出ることに不安がある」、「他の人とコミュニケー

ションがうまくとれない」などといった理由で就職に困って

いる人に一般就労に就くための準備として基礎能力の形成を

行い、就労体験の機会等を提供して、自立を支援する事業 

◼ 家計改善支援事業 

生活が困窮している人の家計再建を目指して、相談者の状

況に応じた支援を行い、家計収支の改善、家計管理の方法、

債務整理等、早期の生活再生をサポートする事業 

   

基本目標４ 安心して暮らせる生活環境の整備 

基本施策３ 人権の尊重と多様性への理解促進 

社会を明るくする運動 

くらしサポートセンター 

「みらい」 
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 第５章 計画の推進体制 
 

１ 計画の推進体制 

 

 

 

第４次地域福祉計画を推進していくためには、市、社会福祉協議会、関係団体・事業

者、市民の連携・協働を基礎として、計画の推進体制の整備と進行管理を行っていくこ

とが重要です。 

 

推進主体  推進内容 

市  

第４次地域福祉計画の基本理念を踏まえ、庁内各課との分野横

断的な連携をはじめ、関係機関との連携により、各施策を総合的

に展開していきます。 

社会福祉協議会  

地域福祉活動を推進する中心的な担い手として、「地域福祉計

画」と車の両輪の関係にある「地域福祉活動計画」の事業を展開

するとともに、当該活動計画に基づき実際に地域の人たちが活動

するための仕組みづくりや支援を地域の中で進めていきます。 

関係団体 

事業者 
 

第４章の「施策の総合的な展開」で取り上げた「共助」の内容

を参考に、地域の人たちが地域特性を踏まえ、お互いの役割を認

識・共有し、協働で地域福祉の取り組みを進めていきます。 

市民  

第４章の「施策の総合的な展開」で取り上げた「自助」の内容

を参考に、市民一人ひとりが地域を担う一員という自覚をもち、

隣近所や身近な地域住民と協力し、地域福祉活動への理解や参加

を進めていきます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

 

 

 

第４次地域福祉計画の効率的かつ効果的な推進と改善を図るためには、第４章に掲げ

た４つの基本目標の着実な推進が重要となります。このために、第４次地域福祉計画と

行政評価、各個別計画の連携による「ＰＤＣＡサイクル（計画[Plan]―実施[Do]－評価

[Check]－改善[Action]）」により、効果的な活用による効率的な事業の推進を図ります。 

また、市の諮問機関である「四街道市保健福祉審議会」に第４次地域福祉計画の推進

状況を報告し、意見をいただきながら、地域福祉計画の推進を図ります。 
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資料編 
 

 
 

１ 計画の策定経過 

 

 

 

年 月 日 項 目 内容（計画策定関係） 

令和７年 

５月 19 日 

第１回保健福祉審議会 《諮問》 

・第４次四街道市地域福祉計画の概要 

・第４次四街道市地域福祉計画の策定スケジ

ュールについて 

・部会の設置について 

令和７年 

６月３日～ 

25 日 

市民アンケート調査 

福祉関連団体アンケート

調査 

・市民アンケート調査 

 18 歳以上の市内在住者対象 

・団体アンケート調査 

 四街道市の地域福祉の中核を担う団体対象 

令和７年 

６月 26 日・ 

30 日 

７月４日 

福祉関連団体意見交換会 ・四街道市の地域福祉の中核を担う団体対象 

令和７年 

７月 24 日 

第１回四街道市地域福祉

計画策定推進委員会 

・現行計画（第３次計画）の進捗状況 

・基礎調査（市民アンケート、地域福祉関連

団体アンケート、意見交換会） 

・第４次四街道市地域福祉計画（骨子案） 

令和７年 

８月 18 日 

第１回四街道市保健福祉

審議会地域福祉部会 

・現行計画（第３次計画）の進捗状況 

・基礎調査（市民アンケート、地域福祉関連

団体アンケート、意見交換会） 

・第４次四街道市地域福祉計画（骨子案） 

令和７年 

10 月 23 日 

第２回四街道市地域福祉

計画策定推進委員会 

・第４次四街道市地域福祉計画（素案） 

令和７年 

11 月 19 日 

第２回四街道市保健福祉

審議会地域福祉部会 

・第４次四街道市地域福祉計画（素案） 
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年 月 日 項 目 内容（計画策定関係） 

令和７年 

12 月 25 日 

第３回四街道市地域福祉

計画策定推進委員会 

・第４次四街道市地域福祉計画（最終案） 

令和８年 

１月 16 日 

第３回四街道市保健福祉

審議会地域福祉部会 

・第４次四街道市地域福祉計画（最終案） 

 

 

 

 

  

今後追加予定 
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２ 策定体制 

 

 

 

（１）四街道市保健福祉審議会条例 

（設置） 

第１条 市は、社会福祉施策の総合的かつ計画的運営を図り、もって住民福祉の向上

を図るため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に

より、四街道市保健福祉審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 保健、福祉及び医療施策に係る長期計画等に関すること。 

(２) 保健、福祉及び医療施策の進展、動向及び諸制度に関すること。 

(３) その他保健、福祉及び医療施策に係る重要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組

織する。 

(１) 学識経験を有する者 ３人以内 

(２) 保健関係者 ２人以内 

(３) 福祉関係者 ４人以内 

(４) 医療関係者 ３人以内 

(５) 市民代表 ３人以内 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（臨時委員） 

第５条 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を

置くことができる。 

２ 臨時委員は、調査審議事項を明示して学識経験がある者のうちから、市長が委嘱

する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるも

のとする。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 
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２ 審議会は、委員（特別な調査審議事項に係る臨時委員を含む。）の過半数の出席

がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（部会） 

第７条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属させる委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

３ 部会に、その部会に所属する委員の互選による部会長を置く。 

４ 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその

職務を代理する。 

５ 第４条第３項及び第６条の規定は、部会に準用する。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 
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（２）委員名簿 

○四街道市保健福祉審議会            【◎は会長、○は副会長】 

（任期：令和６年５月１日～令和８年４月 30 日） 

選出区分 氏 名 備 考 

学識経験 ◎澁谷 哲 淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授 

学識経験 阿部 孝志 敬愛短期大学現代子ども学科准教授 

学識経験 ○佐藤 満 元四街道市職員 

保健関係 川﨑 由紀 印旛健康福祉センター副技監 

保健関係 沖山 早智子 四街道市保健推進員 

福祉関係 岩谷 勝司 四街道市民生委員児童委員協議会副会長 

福祉関係 金室 修平 社会福祉法人よつかいどう福祉会理事長 

福祉関係 齊藤 康治 社会福祉法人四街道市社会福祉協議会会長 

福祉関係 大森 以久子 四街道市民間保育園連絡協議会 

医療関係 松島 弘典 公益社団法人印旛市郡医師会四街道地区医師会 

医療関係 櫻井 真人 公益社団法人千葉県印旛郡市歯科医師会四街道地区 

医療関係 鈴木 博文 一般社団法人印旛郡市薬剤師会四街道支部支部長 

市民代表 島田 佳代 公募選出委員  

市民代表 田島 一靖 公募選出委員  

市民代表 中村 さとし 公募選出委員  

順不同・敬称略 

○地域福祉部会                     【◎は部会長】 

選出区分 氏 名 備 考 

学識経験 澁谷 哲 淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授 

学識経験 佐藤 満 元四街道市職員 

保健関係 沖山 早智子 四街道市保健推進員 

福祉関係 ◎岩谷 勝司 四街道市民生委員児童委員協議会副会長 

福祉関係 齊藤 康治 社会福祉法人四街道市社会福祉協議会会長 

医療関係 松島 弘典 公益社団法人印旛市郡医師会四街道地区医師会 

医療関係 鈴木 博文 一般社団法人印旛郡市薬剤師会四街道支部支部長 

市民代表 島田 佳代 公募選出委員  

市民代表 中村 さとし 公募選出委員  

順不同・敬称略 
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（３）第４次四街道市地域福祉計画策定推進委員会設置要領 

（設置） 

第１条 第４次四街道市地域福祉計画（以下「計画」という。）に関し、計画案の作成

並びに効果的かつ着実な推進を図るため、四街道市地域福祉計画策定推進委員会

（以下「策定推進委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定推進委員会所掌事務は、次のとおりとする。  

（１）計画案の作成 

（２）計画の進行管理及び評価 

（３）その他策定推進委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 策定推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長） 

第４条 委員長は、福祉サービス部長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員長は、策定推進委員会を代表し会務を総理する。 

３ 委員長が欠けた場合または委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名し

た委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 策定推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長とな

る。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、策定推進委員会の委員以外の者を会議に

出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することが出来る。 

（庶務） 

第６条 策定推進委員会の庶務は、福祉サービス部社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか策定推進委員会に関し必要な事項は、委員長が

会議に諮って定める。 

別表 

危機管理室長 

経営企画部政策調整担当 

総務部政策調整担当 

地域共創部政策調整担当 

福祉サービス部政策調整担当 

健康こども部政策調整担当 

環境部政策調整担当 

都市部政策調整担当 

上下水道部政策調整担当 

教育部政策調整担当 

消防本部政策調整担当 
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３ 用語解説 

 

 

 

計画の中で使用した専門的な用語について、わかりやすく解説しました。 

 

 用 語 説 明 

あ

行 

ＩＣＴ
あいしーてぃー

 

Information and Communication Technology の略称で、

情報技術や通信に関連する技術、産業、設備、サービス

等の総称 

アウトリーチ（積極的
せっきょくてき

支援
し え ん

） 

支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対

し、行政や支援機関等が積極的に働きかけて情報・支援

を届けるプロセス 

赤
あか

ちゃんの駅
えき

 

乳幼児がいる保護者等が安心して外出できる環境づくり

をするため、おむつ替えや授乳等で立ち寄ることができる

施設 

栄養士
え い よ う し

 

個人の特性や環境に合わせて、栄養や食生活、食事と健康

との関係についてのアドバイスや食事の管理等を行う専

門家 

ＳＮＳ
えすえぬえす

 

Social Networking Service の略称で、登録者同士が交流

できるインターネットの会員制サービス。代表的なサービ

スは、X、Facebook、Instagram、LINE、TikTok 等 

ＮＰＯ
えぬぴーおー

 

Non-Profit Organization の略称で、営利を目的とせず、

市民等が主体となって継続的、自発的に社会貢献活動を行

う組織 

オレンジカフェ 

（認知症
にんちしょう

カフェ） 

認知症の人やそのご家族が安心して過ごせ、認知症につい

て正しい知識を得られる場所。認知症の人だけでなく、そ

の家族や友人、地域住民等が気軽に集い、健康に関する知

識や認知症について語り合える場 

か 

行 

介護
か い ご

のつどい 介護に関する悩みや知識を共有するための集いの場 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 

障がいのある人が地域で安心して暮らし続けることがで

きるよう、相談支援事業所や関係機関と連携し、地域にお

ける相談支援の中核的な役割を担う相談機関 
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 用 語 説 明 

か

行 

グリーンスローモビリティ 

時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車（電気自

動車やハイブリット自動車）を活用した小さな移動サービ

ス 

ケアラー 

高齢や障がい、疾病等により援助が必要な親族、友人、そ

の他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上

の世話その他の援助を提供する者 

検挙
けんきょ

人員
じんいん

 警察等が検挙した事件の被疑者の数 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

認知症の進行や、知的な遅れがある、心に病気がある等に

より、自分で判断することが十分でない人が、その人らし

く住み慣れた地域で生活できるように、必要な権利を主張

できるように守ること 

ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでい

る人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな

げ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命

の門番」とも位置付けられる者 

高齢者
こうれいしゃ

見守
み ま も

り活動
かつどう

 

日常の業務において、地域の高齢者に対し、対象を限定せ

ず監視的ではない「さりげない見守り」を行い、何らかの

異変を発見した場合には、その状況等を市へ連絡してもら

う活動 

子育
こ そ だ

て支援
し え ん

センター 

子育てをしている親同士が、子どもの遊びを通じて気軽に

集まり、友達づくりや悩み・不安の相談等の相互交流がで

きる場 

こども家庭
か て い

センター 

育児等の子育てに関する不安や悩み、虐待等の家庭内の問

題など、関係機関と連携を図りながら、実情に応じた適切

な支援につなげていく相談窓口の拠点 

子
こ

ども食堂
しょくどう

 主に子どもや親子に無料または安価で食事を提供する場 

コミュニティソーシャル 

ワーカー 

地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する

個別支援とともに、それらの人々が暮らす生活圏の環境整

備や住民のネットワーク化といった地域支援を行う専門

家 
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 用 語 説 明 

さ

行 

サロン 

地域の福祉的な課題の発見や地域活動の組織化、福祉教育

の場などへ広がる可能性のある活動を行う、地域の中で仲

間づくりや異世代交流等を目的とした、地域住民が運営す

るふれあいの場 

指定
し て い

福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

 

指定一般避難所での生活を続けることが困難な要配慮者

（高齢者や障がいのある人、妊産婦等の特別な配慮を要す

る人）のうち、個別避難計画により予め市が特定した人と

その介護者が直接避難できる施設 

児童
じ ど う

センター 
就学前の児童と保護者の集いや学びの場、18 歳までの子

どもの居場所、地域の人々とのふれあいの場 

シニア憩
いこ

いの里
さと

 

高齢者の生きがいづくりを推進し、高齢者等が自由に集い

交流できることを目的に、地域の住民により設置・運営さ

れる施設 

シニアクラブ 
スポーツやレクリエーション、文芸・技芸の作品展等、地

域での生活を豊かにするための高齢者の自主的なクラブ 

市民
し み ん

ギャラリー 
芸術や文化活動を推奨し、その普及と振興を図るため無料

開放されている展示場 

市民
し み ん

大学
だいがく

講座
こ う ざ

 

市民に対して教養を深める内容をはじめ自己実現につな

がる内容や地域の課題発見・解決を目的とした内容につい

て大学等と連携して実施する講座 

市民
し み ん

文化
ぶ ん か

祭
さい

 

市と市民文化祭実行委員会との共催により行われる、市民

等の文化振興と交流の促進を目的とした、市民の芸術活動

の成果を発表する機会 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

民間の社会福祉活動の推進を目的とし、福祉サービスの提

供や相談活動、ボランティアや市民活動の支援などを実施

する、非営利の民間組織 

社会
しゃかい

福祉法
ふ く し ほ う

 
社会福祉の目的や理念、福祉サービスに共通する基本的事

項等を規定する社会福祉に関する基本事項を定めた法律 

週
しゅう

いち貯
ちょ

筋
きん

体操
たいそう

 
週に１回、身近な場所で地域の仲間とおもりを使った筋力

強化の体操を通じて、介護予防を行う住民主体の通いの場 
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 用 語 説 明 

さ

行 

重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

 

属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに

向けた支援を一体的に実施することにより、地域住民の複

合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制

を整備することを目的とした事業 

主任
しゅにん

児童
じ ど う

委員
い い ん

 

地域における児童健全育成活動の中心となり、関係機関等

と児童委員との連絡調整や、児童委員の活動に対する援

助・協力を行う者 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

生
い

きがい 

づくりアシスト事業
じぎょう

 

芸術、文化、スポーツ等の分野で、あらかじめ登録された

市民が講師（指導者）としてアシスト（手助け）する事業 

シルバー人材
じんざい

センター 

60 歳以上の会員で構成される、就業の機会を確保・提供

し、生きがいの充実や社会参加を図っていくことを目的に

設立された団体 

スクールカウンセラー 

学校における教育相談体制の充実を図るため、また災害や

事件等の被害者である児童生徒等の心のケアを行うため、

各学校に配置する心理の専門家 

スクールソーシャル 

ワーカー 

社会福祉の専門知識・技術を活用し、問題を抱えた児童生

徒を取り巻く環境（家庭・地域等）に働きかけ、家庭・学

校・地域の関係機関をつなぎ、問題の解決に向けて支援す

る専門家 

生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

 
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することがで

きなくなるおそれがあること 

生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくこ

とを目的とし、地域において、生活支援および介護予防サ

ービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を

果たす者 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

 
精神障がい者の生活支援に関する専門的な知識・技術を有

する精神保健福祉分野の専門家 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が

不十分な人が不利益を被らないように法的に保護、支援す

る制度。成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見

制度」で構成 
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 用 語 説 明 

さ

行 

性別
せいべつ

役割
やくわり

分担
ぶんたん

意識
い し き

 

「男は仕事・女は家庭」などのように、個人の能力や資質

等と関係なく性別を理由として、役割を固定的に分ける考

え方 

総合
そうごう

福祉
ふ く し

センター 

地域住民の福祉の向上及び自主活動の促進の場として、ま

た、健康で明るい生活を送ることを目的とした、健康の増

進や教養の向上、レクリエーションのための施設 

た

行 

ダブルケア 
子育てと介護が同時期に発生するなど、家族や親族等の複

数のケアに携わること 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可

能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けることができるような、地域の包括的な支援・

サービス提供体制 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 

高齢者の総合相談窓口として、保健師・社会福祉士・主任

ケアマネジャーが、介護予防ケアマネジメント、総合相談

支援、虐待防止や権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援等を行い、総合的に支援する拠点 

地区
ち く

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

高齢者等とのふれあい交流や子育てサロン等、地域に根差

した福祉活動を行う市町村の学校区や町内会・自治会単位

で組織される社会福祉協議会 

デジタル・デバイド 
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用でき

る者と利用できない者との間に生じる情報格差 

出前
で ま え

講座
こ う ざ

 
市職員が講師として出向き、市の事業や政策等について講

座を開催する事業 

特殊
とくしゅ

詐欺
さ ぎ

 

犯人が電話やハガキ等で親族や公共機関の職員等を名乗

って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだま

し取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言って

ATM を操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪 

な

行 
任意
に ん い

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

一人で決められるうちに、認知症や障がいの場合に備え

て、あらかじめご本人自らが選んだ人（任意後見人）に、

代わりにしてもらいたいことを契約（任意後見契約）で決

めておく制度 
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 用 語 説 明 

な

行 認知症
にんちしょう

サポーター 
認知症に関する正しい知識と理解をもち、地域で認知症の

人や家族に対して、できる範囲での手助けをする応援者 

は

行 

8 0
はちぜろ

5 0
ごーぜろ

問題
もんだい

 

一般的に 80 歳代の親が 50 歳代の子どもの生活を支える

ために、経済的にも精神的にも強い負担を請け負う社会問

題 

バリアフリー 

高齢者や障がいのある人等が生活していく上で障壁(バリ

ア)となるものを除去(フリー)するという意味。物理的、

社会的、制度的、心理的、情報面など、さまざまな障壁が

バリアフリーの対象 

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

 
高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦等、災害時に自

力での避難が困難で、支援を必要とする要配慮者のこと 

福祉
ふ く し

サービス第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

 

福祉サービスの質の向上を図り、利用者へ良質で適切なサ

ービスを提供することを目的に、公正・中立な第三者機関

が専門的かつ客観的な評価を行う制度 

ふくしの総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

属性を問わない包括的な支援体制を推進するため、従来の

支援体制では対応が困難な、複合化・複雑化した課題を抱

える人の相談対応や支援関係機関等と協力した支援プラ

ンの策定などの支援を行う機関 

福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

 
避難所生活を送る上で、配慮が必要な人（高齢者・障がい

のある人等）に対応するための避難所 

福祉
ふ く し

有償
ゆうしょう

運送
うんそう

制度
せ い ど

 

ＮＰＯ等が乗車定員 11 人未満の自動車を使用して、他人

の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタク

シー等の公共交通機関を利用することが困難な身体障が

い者、要介護者、要支援者、その他障がいのある人等の運

送を行う制度 

プレーパーク 

子どもたちをサポートするプレーワーカーのもと、里山や

公園等の自然の中で、乳幼児から小中学生までの子ども

が、自由な発想で遊びを展開しながら工夫したり、協力し

たりすることの楽しさを体験できる場 

放課後
ほ う か ご

子
こ

ども教室
きょうしつ

 

放課後や週末の子どもたちの安全・安心な居場所を提供

し、支援員による活動を通して、子どもたちが地域社会の

中で心豊かで健やかに育つ環境づくりを実施する事業 
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 用 語 説 明 

は

行 

防災
ぼうさい

リーダー 

災害発生時に地域住民の自助・共助を促進し、初期消火や

救出活動を主導するボランティア。平常時には、防災訓練

の企画・運営や地域住民への防災知識の普及・啓発活動を

行い、災害に強いまちづくりを目指す地域活動の核 

法定
ほうてい

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる（選任され

る）制度。障がいや認知症の程度に応じた、「補助」「保佐」

「後見」の 3 つの種類（類型）で構成 

防犯

ぼうはん

パトロール車

しゃ

 

市や四街道警察署から委嘱を受けた四街道市民安全パト

ロール隊の隊員が、自主防犯パトロール活動を行うために

活用する青色回転灯等を装着した車両 

保健師
ほ け ん し

 
地域の健康教育や保健指導等により、疾病予防等の公衆衛

生活動を行う地域看護の専門家 

ボランティアセンター 

社会福祉協議会に設置されたボランティア活動の育成・援

助と活動を支援する連絡調整を行うボランティア活動の

拠点 

ま

行 

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 

民生委員は、地域住民の一員として、住民の生活上のさま

ざまな相談に応じ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」

としての役割を担う者。また、児童福祉法に基づく児童委

員も兼ねており、子どもたちの見守り、親の子育ての不安

や妊娠中の心配ごと等の相談・支援等を実施 

みんなで地域
ち い き

づくり 

センター 

地域づくりのコーディネーター役として、地域づくりに関

する情報を集め広く発信するとともに、地域づくりを担う

主体やこれから始めたい人などをサポートする地域づく

りの拠点 

や

行 

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

 

障がい者就労施設等の受注機会の拡大等を図るため、市が

物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優

先的・積極的に購入すること 

ユニバーサルデザイン 

全ての人のためのデザインを意味し、年齢や障がいの有無

などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可

能であるようにデザインすること 
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 用 語 説 明 

や

行 

ユニバーサル窓口
まどぐち

 

音声またはキーボードでの入力をリアルタイムで字幕化

し、透明スクリーンに表示することで、聞こえに不安のあ

る人をサポートする 130 以上の言語の翻訳機能を備えた

システムを設置した窓口 

要支援
よ う し え ん

・要介護
よ う か い ご

認定者
にんていしゃ

 
寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の人や、

家事や身支度等の日常生活に支援を必要とする状態の者 

四
よつ

街道
かいどう

WALLABY
わ ら び ー

 RUN
ら ん

 

市と四街道 WALLABY RUN 実行委員会との共催により行わ

れる、ランニングイベントを通じて、四街道市がより多く

の人に周知されることを目的とした、自然豊かな四街道総

合公園を周回する誰でも気軽に楽しめるランニング大会 

よめーる 

インターネットに接続されたパソコンや携帯電話等の端

末とメールアドレスがあれば、誰でも無料で登録できる電

子メールを利用した情報提供サービス 

ら

行 
老人
ろうじん

福祉
ふ く し

センター 

高齢者が健康で明るく生きがいのある日常生活が送れる

よう、各種相談に応ずるとともに健康の増進や教養の向

上、レクリエーション等に利用できる施設 
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【本計画での表記等について】 

本市では、「障がい」というひらがな表記を公文書等で使用することにより、「害」

という漢字がもつ負のイメージや違和感に配慮するとともに、障害者基本法の目的で

ある「障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会」

の実現に向けた、市民の理解促進を図ることを目的として、令和６年４月に『「障害」

の「害」の字のひらがな表記の使用に関する指針』を策定しました。 

これに伴い、本文中では、法令で定められた名称や、国・県の制度名、施設名など

の固有名詞を除き、原則として「障がい」とひらがな表記を用いています。 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画の背景と趣旨 

 

わが国では、「共生社会」の実現を目指し、障がいのある人もない人も、相互に人

格と個性を尊重し合いながら、地域でともに暮らし、支え合う社会の構築が重要視さ

れています。その理念のもと、障がいのある人の自立と社会参加を支援する施策が 

着実に進められてきました。 

本市においても、平成 10 年３月に「四街道市障害者基本計画」、平成 14 年３月に

その後継である「第２次四街道市障害者基本計画」を策定し、障がい者施策を計画的

に推進してきました。さらに、平成 18 年に施行された障害者自立支援法を受け、 

平成 19 年３月には「四街道市障害者基本計画・障害福祉計画」を一体的に策定し、

生活全般にわたる支援や福祉サービスの充実に取り組んできました。 

平成 25 年には障害者総合支援法が施行され、平成 28 年には障害者差別解消法が施

行されるなど、制度は大きく転換を迎えました。また、同年には国が障害者権利条約

を批准し、国際的な人権基準を踏まえた施策の推進が求められるようになりました。 

近年では、障がいの有無にかかわらず、誰もが地域社会の一員として役割を持ち、

安心して暮らせる社会の実現に向け、「インクルーシブ社会」の形成が重視されてい

ます。とくに、令和５年４月には改正障害者差別解消法が施行され、事業者に対して

も「合理的配慮の提供」が義務付けられたことにより、社会全体での理解と対応が 

一層求められるようになっています。 

 本市では、地域共生社会の実現に向け、障がい者基幹相談支援センターの設置や、

地域生活支援拠点等の整備、手話言語条例の制定など、新たな施策に取り組んできま

した。 

こうした社会状況の変化をふまえ、市では、この度新たに「第５次四街道市障がい

者基本計画」を策定いたします。本計画は、これまでの取組の成果を継承・発展させ

るとともに、多様化・複雑化する課題に対応し、障がいのある人の地域での暮らしを

支えるための施策を、総合的かつ計画的に推進するための指針とするものです。 
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２ 障がい者施策をめぐる近年の動き 

 

障がい福祉を取り巻く環境は、近年、関連法の成立や改正が相次ぎ、目まぐるし

く変化しています。ここでは、近年の主な関連法や施策の動向を整理します。 

 

（１）国の動向 

法律・制度等 内容 

成年後見制度利用促進法の 

施行 

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域

における成年後見人等となる人材の確保、関係機関等にお

ける体制の充実強化などが規定されました。（平成 28 年５

月施行） 

発達障害者支援法の 

一部改正 

支援が切れ目なく行われることが基本理念に盛り込まれ

たほか、国民は個々の発達障がいの特性に対する理解を深

め、自立と社会参加に協力するよう努めること、事業主は

個々の発達障がいのある人の特性に応じた雇用管理を行

うよう努めることなどが定められました。（平成 28 年８月

施行） 

医療的ケア児支援法の 

制定 

医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の

離職の防止に資し、もって安心してこどもを生み、育てる

ことができる社会の実現に寄与することを目的として「医

療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が制

定されました。（令和３年９月施行） 

障害者情報アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション施

策推進法の制定 

障がいのある人による情報の取得及び利用並びに意思疎

通に係る施策を総合的に推進し、全ての国民が、障がいの

有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを

目的として「障害者による情報の取得及び利用並びに意思

疎通に係る施策の推進に関する法律」が制定されました。

（令和４年５月施行） 

第５次障害者基本計画の 

策定 

障害者基本法第 11 条第１項の規定に基づき、障がいのあ

る人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的

かつ計画的な推進を図るために策定され、政府が講ずる障

がいのある人のための施策の基本的計画として位置付け

られました。令和５年３月に閣議決定され、第５次計画と

して、令和５年度から令和９年度までが対象年度となって

います。（令和５年３月策定） 
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法律・制度等 内容 

精神保健福祉法の 

一部改正 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律等の一部を改正する法律」の制定により、「精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律」についても一部改正

されました。精神保健福祉法が障害者基本法の基本的な理

念にのっとり、精神障がいのある人の権利擁護を図るもの

であることを明確にするとともに、地域生活の支援の強化

等により精神障がいのある人の希望やニーズに応じた支

援体制を整備するためのものです。（令和６年４月施行、一

部令和５年４月、10 月施行） 

障害者雇用促進法の 

一部改正 

令和４年の障がいのある人の雇用の促進等に関する法律

改正では、事業主の責務として障がいのある人の職業能力

の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間

10 時間以上 20 時間未満で働く重度の障がいのある人や精

神障がいのある人の実雇用率への算定による障がいのあ

る人の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が

実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への

助成による障がいのある人の雇用の質の向上などが盛り

込まれました。（令和５年以降順次施行） 

法定雇用率の引き上げ 

令和５年度からの障がいのある人の雇用率は 2.7％と改

め、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和５

年度においては 2.3％で据え置き、令和６年度から 2.5％、

令和８年度から 2.7％と段階的に引き上げることとされて

います。なお、国及び地方公共団体等については、3.0％（教

育委員会は 2.9％）とされ、段階的な引上げに係る対応は

民間事業主と同様となります。（令和６年度以降） 

障害者差別解消法の 

一部改正 

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内

法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無

によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由

とする差別の解消を推進することを目的として、平成 25年

６月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

が制定され、不当な差別的取扱いを禁止し、障がいのある

人への合理的配慮の提供の対策を取り込むことを法定義

務としました。令和３年５月、同法は改正され、令和６年

４月１日から施行されました。改正により、事業者による

障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されまし

た。（令和６年４月施行） 
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法律・制度等 内容 

障害者総合支援法の 

一部改正 

障がいのある人等の地域生活や就労の支援の強化などに

より、障がいのある人等の希望する生活を実現するため、

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律等の一部を改正する法律」が令和４年 12 月に制

定されました。（令和６年４月施行） 

手話施策推進法の施行 

手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活

を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段で

あることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話

文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関す

る国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、基本

理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかに

するとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定め

ること等により、他の関係法律による施策と相まって、手

話に関する施策を総合的に推進することを目的として制

定されました。（令和７年６月施行） 

 

（２）県の動向 

法律・制度等 内容 

千葉県手話言語条例 

の制定 

聴覚に障害のある方の意思疎通のために使われる、手話等

（手話、筆談等）を普及するための「千葉県手話言語等の

普及の促進に関する条例」が議員提案により平成 28 年６

月に成立しました。（平成 28 年６月施行） 

「千葉県重度の強度行動障

害のある方への支援システ

ム」の構築 

県が強度行動障害支援の有識者、民間施設・相談支援事業

所関係者、医療関係者等により構成する「暮らしの場支援

会議」を設置・運営し、責任をもって、一人ひとりの意向

に沿った暮らしの場へとつなぐことを目的に構築されま

した。（令和２年 11 月設置） 

第八次千葉県障害者計画 

の策定 

障害者基本法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律及び児童福祉法に基づき、県の総合的

な障害者施策や県内の障害福祉サービスの見込量等につ

いて定める「第八次千葉県障害者計画」を策定しました。

令和６年度から令和８年度までが対象年度となっていま

す。（令和６年３月策定） 
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３ 計画の位置づけ・期間 

 

本計画は、障害者基本法第 11 条に基づく「市町村障害者計画」に位置づけられま

す。 

計画の策定にあたっては、本市のまちづくりの基本的な方向性を定める「四街道市

総合計画」（令和６年度～令和 25 年度）との整合性を図るとともに、国や県の関連計

画を踏まえて策定したものです。 

また、地域福祉の推進のために策定された「四街道市地域福祉計画」の理念や方向

性を実現するための具体的な取組を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画名 概要 

障がい者基本計画 障害者基本法第 11 条に基づき、市町村における障がいのあ

る人の状況等を踏まえ、障がいのある人のための施策に関す

る基本的な計画 

障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 

障害者総合支援法第 88 条に基づき、国が示す基本指針に即

して、障害福祉サービスの提供体制の確保、その他この法律

に基づく業務の円滑な実施に関する計画 
  

具体的な取組 

総合計画 

地域福祉計画 

 

 
理念・方向性・仕組 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

及
び
介
護
保
険
事
業
計
画 

障
が
い
福
祉
計
画 

障
が
い
児
福
祉
計
画 

こ
ど
も
計
画 

健
康
よ
つ
か
い
ど
う 

プ
ラ
ン 

21 

高齢者 障がい
者 

 健康 

地
域
福
祉
活
動
計
画 

（
社
会
福
祉
協
議
会
） 

男
女
共
同
参
画
推
進
計
画 

生
涯
学
習
推
進
計
画
な
ど 

関連計画 
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本計画の計画期間は令和８年度から令和 17 年度までの 10 か年です。 

計画期間の中間にあたる令和 12 年度に中間見直しを行うこととしています。あわ

せて、国の動向や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行い、柔軟

に対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 障がい者基本計画とＳＤＧsとの関係 
 

本計画は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）1の理念である「誰一人取り残さない」

社会づくりを目指すものとし、障がい福祉と特に関連する「１ 貧困をなくそう」、「３ 

すべての人に健康と福祉を」、「４ 質の高い教育をみんなに」、「８ 働きがいも経済成

長も」、「10 人や国の不平等をなくそう」、「11 住み続けられるまちづくりを」をはじ

め、さまざまな取組と連動させて、持続可能な障がい者施策の展開を図ります。 

 

 

  

 

1 ＳＤＧｓ Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称のことで、平成２７年の

国連サミットで採択された１７のゴール・１６９のターゲットで構成する世界共通の目標 

　　　　　　　　　　　　年度

　計画名

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

９年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

令和

13年度

令和

14年度

令和

15年度

令和

16年度

令和

17年度

四街道市総合計画基本構想

四街道市地域福祉計画

四街道市障がい者基本計画

四街道市障がい福祉計画・

障がい児福祉計画

四街道市高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画

健康よつかいどう21プラン

四街道市こども計画

令和８年度(2026年度)

～令和12年度(2030年度)

令和６年度(2024年度)～令和25年度(2043年度)

令和７年度(2025年度)

～令和11年度(2029年度)

平成30年度(2018年度)

～令和10年度(2028年度)

令和６年度(2024年度)～

令和８年度(2026年度)

令和６年度(2024年度)

～令和11年度(2029年度)

令和８年度(2026年度)～令和17年度(2035年度)
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第２章 四街道市の障がいのある人の現状 

 

１ 障がいのある人の状況 

 

令和７年３月 31 日現在の四街道市の障がい児・者の手帳所持者数（身体障害者手

帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者の合計、重複含む）は、4,813 人、

人口に対する障がいのある人の割合は 4.99％であり、市民の約 20 人に１人が身体、

知的または精神障がいがあるという状況です。人口に対する障がいのある人の割合は、

増加傾向にあり、特に精神障がいのある人の割合は、高い伸び率を示しています。 

 

（１）身体障がいのある人の状況 

身体障害者手帳所持者数は、令和元年度の 2,964 人から令和６年度は 2,826 人へと

138 人減少し、約 0.95 倍となっています。 
 

単位（人） 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

所持者数（合計） 2,964 2,750 2,758 2,760 2,791 2,826 

等級別手帳所持者数 

１級 1,012 938 919 918 936 966 

２級 444 417 412 409 412 405 

３級 440 420 444 447 446 436 

４級 724 658 668 669 680 699 

５級 160 144 140 139 138 141 

６級 184 173 175 178 179 179 

年齢別手帳所持者数 

18 歳未満 76 77 78 83 78 82 

18 歳以上 2,888 2,673 2,680 2,677 2,713 2,744 

障がい種別手帳所持者数 

視覚障がい 228 219 232 228 237 245 

聴覚・平衡機能障がい 219 202 217 218 220 225 

音声・言語・ 
そしゃく機能障がい 

37 35 43 41 44 43 

肢体不自由 1,496 1,358 1,356 1,347 1,333 1,319 

内部障がい 984 936 910 926 957 994 
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（２）知的障がいのある人の状況 

療育手帳所持者数は、令和元年度の 696 人から令和６年度は 891 人へと 195 人増加

し、約 1.28 倍となっています。 

 

単位（人） 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

所持者数（合計） 696 727 742 797 831 891 

等級別手帳所持者数 

○A  

A の 1 
A の 2 

270 278 286 303 289 324 

B の 1 151 156 
456 494 542 567 

B の 2 275 293 

年齢別手帳所持者数 

18 歳未満 214 224 215 247 261 291 

18 歳以上 482 503 527 550 570 600 

※等級別について、令和３年度より B の 1、B の 2 は合算 

 

 

（３）精神障がいのある人の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和元年度の 790 人から令和６年度は 1,096

人へと 306 人増加し、約 1.39 倍となっています。 

 

単位（人） 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

所持者数（合計） 790 816 870 946 1,049 1,096 

等級別手帳所持者数 

１級 115 120 120 127 122 125 

２級 447 464 493 559 586 592 

３級 228 232 257 260 341 379 

 

自立支援医療（精神通院医療）受給者は、令和元年度の 1,321 人から令和６年度は

1,726 人へと 405 人増加し、約 1.31 倍となっています。 

 

単位（人） 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

受給者数 1,321 1,528 1,508 1,601 1,706 1,726 
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（４）難病療養者の状況 

特定疾患治療医療費受給者数は、以下のとおりです。 

 

単位（人） 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

指定難病の医療費 
助成受給者数 

654 716 696 710 778 799 

小児慢性特定疾病の
医療費助成受給者数 

77 89 79 72 66 62 

出典：印旛保健所（印旛健康福祉センター）事業年報 

 

（５）児童の状況 

①乳幼児期から育ちに支援を必要とする児童の状況 

発達障がいについては、正確な人数は把握できない状況ですが、四街道市において

実施する１歳６か月児健康診査と３歳６か月児健康診査（法定健康診査）において、

令和６年度に受診した児童のうち、発達障がいの診断及び発達に支援を必要とする可

能性のある児童に多く認められる「言語発達の遅れ」「こだわりが強い」「エネルギー

が高い、多動傾向である」「アイコンタクトが取りにくい」等対人関係の構築の困難さ

がある項目に該当する児童の割合は、１歳６か月児健康診査で 28.2％、３歳６か月児

健康診査で 20.9％でした。また、令和５年度小・中学校、特別支援学校において特別

な支援を必要とする児童・生徒の割合は 9.4％でした。 

該当する全ての児童が福祉サービスを必要とするものではありませんが、子育て 

世帯においては、同時に「子育ての不安感」「子育てのしづらさ」「子育ての負担感」

を抱えていることも多く、継続的な子育て支援を必要とする状況にあります。 

 

単位（％） 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

小・中学校、特別支
援学校において特別
な支援を必要とする
児童・生徒の割合 

－ 9.4 9.4 9.3 9.4 ー 

３歳６か月児健康診
査時点での割合 

20.0 22.0 28.0 24.0 20.4 20.9 

１歳６か月児健康診
査時点での割合 

30.0 34.0 37.0 28.0 28.1 28.2 
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②市内小・中学校の特別支援学級等の状況（令和７年５月１日現在） 

四街道市の特別支援学級の在籍児童・生徒数は、小学校が 252 人（男子 184 人、女

子 68 人）、中学校が 116 人（男子 81 人、女子 35 人）となっています。 

また、すべての小・中学校に特別支援学級が設置されており、各学校の設置状況は

以下のとおりです。 

 

【小学校】       単位（学級数）     【中学校】      単位（学級数） 

学校名 
障がい種別  

学校名 
障がい種別 

知 自情 弱  知 自情 

四 街 道 小学校 3 3   四 街 道 中学校 2 2 

旭   小学校 1 1   千 代 田 中学校 1 3 

南   小学校 2 2   旭   中学校 2 2 

中 央  小学校 3 3   四 街 道 西 中学校 2 1 

大 日  小学校 2 2   四 街 道 北 中学校 2 3 

八 木 原 小学校 1 3       

四 和  小学校 1 1       

山 梨  小学校 1 1 1      

み そ ら 小学校 1 1       

栗 山  小学校 2 2       

和 良 比 小学校 2 3       

吉 岡  小学校 1 2       

知：知的障害特別支援学級 

自情：自閉症・情緒障害特別支援学級 

弱：弱視特別支援学級 

四街道小学校、中央小学校：言語障害通級指導教室 

八木原小学校：難聴通級指導教室（令和６年度～） 

和良比小学校：ＬＤ・ＡＤＨＤ等通級指導教室（自校通級のみ）（令和６年度～） 

 

③市内小・中学校に在籍し継続的に学校に通学できない児童(不登校児童・生徒)数の状況 

四街道市の不登校児童・生徒数は、令和元年度末で、小学校 50 人、中学校が 81 人

でした。令和６年度末現在では、小学校 120 人、中学校 116 人となり増加傾向がみら

れています。 
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（６）障がいのある人の雇用者数（千葉労働局管内） 

厚生労働省千葉労働局の発表によると、令和６年６月１日現在の障がいのある人の

雇用状況は以下のとおりです。 

民間企業における雇用障害者数は 14,844 人で、前年に比べ 3.8％の増となり、 

21 年連続で過去最高となりました。公的機関の雇用障害者数においても、県機関が

1,222 人、市町村機関は 1,637 人と、いずれも前年を上回っています。 

 

出典：千葉労働局 令和６年障害者雇用状況の集計結果 

 

 

２ アンケ―ト調査からみる現状 

 

（１）調査概要 

①調査目的 

四街道市障がい者基本計画を策定するにあたり、障がい当事者の生活状況や障

がい福祉施策に対する意識、障害福祉サービス事業所や障がい福祉団体の状況を

把握するため、アンケート調査を行いました。 

 

②調査設計及び回収結果 

調 査 名：四街道市の障がい者福祉に関するアンケート調査（当事者調査） 

調査地域：市内全域 

調査対象：四街道市の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保

健福祉手帳所持者、自立支援医療(精神通院)受給者、福祉サービス

利用者(児)の台帳から抽出した 4,335 名 

調査期間：令和６年８月 27 日（火）～９月 24 日（火） 

調査方法：郵送配布、郵送及び回答用ウェブサイトによる回収 

 

方法 配布数（件） 有効回収数（件） 有効回収率（％） 

全 体 4,335 2,620 60.4 

郵 送  2,081 48.0 

Ｗｅｂ    539 12.4 

※有効回収率は、小数点第２位以下を四捨五入して算出 
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（２）アンケート結果からみえる本市の特徴 

 

①年齢 

全体で「75 歳以上」が 34.5％と最も高く、次いで「50～64 歳」が 17.6％となって

います。 

障がい種別でみると、身体障がいでは「75 歳以上」が 52.9％と高く、65 歳以上を

足すと７割超を占めます。知的障がいと発達障がいでは「６～17 歳」と「18～29 歳」

を合わせた比較的若い年齢層で５割台、精神障がいでは 40～64 歳で約６割、難病で

は 50 歳以上の年齢層で６割台半ば、高次脳機能障がいでも 50 歳以上の年齢層で７割

台半ばと高くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

(%)ｎ

7.2

17.6

3.5

29.9

35.3

9.6

3.0

6.7

22.4

9.9

19.0

9.6

3.0

13.3

12.8

14.3

9.9

7.9

6.1

4.5

10.8

22.2

9.1

3.5

10.6

6.7

15.4

13.3

37.6

7.2

23.7

31.8

13.3

18.3

5.9

14.0

12.1

6.7

52.9

7.7

28.1

31.8

53.3

4.4 9.2 6.7 6.1 8.4 17.6 12.6 34.5
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～

５

歳

６
～

1

7

歳

1
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～

2

9

歳

3

0
～

3

9
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4

0
～

4

9
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5

0
～
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4

歳

6

5
～

7

4

歳

7

5

歳

以

上

無

回

答



 

13 

②同居家族 

同居人の続柄では、全体で「配偶者（夫・妻）」が 39.7％で最も多く、以下、「母親」

が 32.2％、「父親」が 27.0％、「子ども」が 23.2％となっています。 

障がい種別でみると、身体障がいでは「配偶者（夫・妻）」(54.9％)が高く、知的障

がいと発達障がいでは「母親」「父親」「兄弟・姉妹」が高くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

□ 子ども □ 子どもの配偶者
（婿・嫁）

□ 配偶者の親 □ 兄弟・姉妹

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

23.2

30.8

1.7

20.7

4.0

32.5

25.8

33.3

0 25 50 75 100(%)

3.1

5.0

0.2

-

-

3.5

1.5

-

0 25 50 75 100(%)

0.7

0.5

-

2.0

0.8

0.9

-

-

0 25 50 75 100(%)

18.5

7.2

52.5

17.1

48.9

13.2

12.1

20.0

0 25 50 75 100(%)

ｎ

□ 祖父母 □ 孫 □ その他 □ 無回答

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

2.2

0.5

5.5

1.8

6.4

2.6

1.5

6.7

0 25 50 75 100(%)

3.0

4.7

0.5

0.2

-

4.4

-

6.7

0 25 50 75 100(%)

2.2

1.4

3.4

4.4

3.5

0.9

1.5

-

0 25 50 75 100(%)

1.1

0.7

1.9

0.7

-

-

-

-

0 25 50 75 100(%)

ｎ

□ ひとり暮らし □ 父親 □ 母親 □ 配偶者（夫・妻）

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

14.5

17.1

6.3

15.6

4.0

16.7

18.2

13.3

0 25 50 75 100(%)

27.0

9.2

69.6

32.1

75.7

26.3

24.2

33.3

0 25 50 75 100(%)

32.2

13.0

79.3

40.0

83.2

28.9

30.3

33.3

0 25 50 75 100(%)

39.7

54.9

2.4

31.6

5.9

40.4

42.4

33.3

0 25 50 75 100(%)
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③日常生活における介助の必要性 

介助・支援の状況は、全体で「全部介助が必要」は、〈⑪お金の管理〉(23.1％)、 

〈⑨外出〉(22.8％)、〈⑩買い物をする〉(22.5％)、〈⑦洗濯をする〉(21.6％)、〈⑫薬

の管理〉(21.5％)で２割台と高くなっています。 

「全部介助が必要」と「一部介助が必要」を合わせた《介助が必要》でみると〈⑨

外出〉（39.8％）、〈⑩買い物をする〉（37.8％）で特に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.2

17.0

25.2

15.5

16.8

11.4

28.5

22.2

39.8

37.8

34.4

31.1

介
助
が
必
要
（

計
）

（12）薬の管理

（10）買い物をする

（11）お金の管理

（４）歯みがき

（５）衣服の着脱

（６）家の中の移動

（７）洗濯をする

n=(2,620)

（１）食事をする

（２）トイレ

（３）入浴や身体の清潔

（８）意思疎通

（９）外出

70.1

58.8

68.7

66.5

71.8

46.5

57.6

42.4

42.7

48.5

51.9

5.3

8.0

7.7

9.1

8.5

8.5

8.4

7.9

7.6

5.1

5.6

9.2

13.2

8.1

10.1

5.9

6.9

14.7

17.0

15.3

11.3

9.6

7.9

11.9

7.4

6.7

5.5

21.6

7.5

22.8

22.5

23.1

21.5

7.1

3.3

4.2

3.6

7.3

7.4

7.5

7.3

7.7

9.4

9.8

7.7

8.6

7.9

7.7

71.7 7.4 8.8 4.5 7.3

一

人

で

で

き

る

時

間

を

か

け

れ

ば

一

人

で

で

き

る

一

部

介

助

が

必

要

全

部

介

助

が

必

要

わ

か

ら

な

い

無

回

答

(%)

13.3 

17.1 

25.1 
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④介助者が不在時の対応 

全体で「同居している他の家族に頼みたい」が 31.1％と最も高く、次いで「施設や

グループホームに入所したい」が 23.9％となっています。一方、「何もあてがなく困

っている」は 5.9％となっています。 

障がい種別に上位２位をみると、身体障がいは「施設やグループホームに入所した

い」（27.7％）、「ホームヘルパーや家事援助を頼みたい」(25.5％)、知的障がいは「同

居している他の家族に頼みたい」（52.0％）、「施設やグループホームに入所したい」

（33.0％）、精神障がいは「同居している他の家族に頼みたい」（23.0％）、「ホームヘ

ルパーや家事援助を頼みたい」（21.9％）、発達障がいは「同居している他の家族に頼

みたい」(58.7％)、「施設やグループホームに入所したい」(21.2％)、難病は「ホーム

ヘルパーや家事援助を頼みたい」（28.6％）、「同居している他の家族に頼みたい」

(27.5％)、高次脳機能障がいは「施設やグループホームに入所したい」（42.4％）、「ホ

ームヘルパーや家事援助を頼みたい」と「病院に入院したい」(ともに 15.3％)などと

なっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

□ 近所の人や友人・
知人に頼みたい

□ その他 □ 何もあてがなく
困っている

□ 無回答

  全  体 (1,482)

身体障がい (770)

知的障がい (333)

精神障がい (270)

発達障がい (283)

難病 (91)

高次脳機能障がい (59)

強度行動障がい (11)

1.5

1.8

0.6

1.5

1.1

3.3

-

-

0 20 40 60(%)

4.2

3.6

2.1

7.4

3.9

4.4

6.8

9.1

0 20 40 60(%)

5.9

4.5

3.3

13.3

6.0

5.5

5.1

9.1

0 20 40 60(%)

10.8

12.3

6.0

12.2

4.9

6.6

8.5

36.4

0 20 40 60(%)

ｎ

□ 同居している
他の家族に頼みたい

□ 施設やグループ
ホームに入所したい

□ 別居している家族や
親族に頼みたい

□ ホームヘルパーや
家事援助を頼みたい

□ 病院に入院したい

  全  体 (1,482)

身体障がい (770)

知的障がい (333)

精神障がい (270)

発達障がい (283)

難病 (91)

高次脳機能障がい (59)

強度行動障がい (11)

7.2

10.4

2.7

7.8

3.2

16.5

15.3

9.1

0 20 40 60(%)

31.1

18.7

52.0

23.0

58.7

27.5

13.6

-

0 20 40 60(%)

19.2

25.5

9.3

21.9

10.6

28.6

15.3

9.1

0 20 40 60(%)

19.4

18.6

20.4

14.4

20.5

24.2

10.2

-

0 20 40 60(%)

23.9

27.7

33.0

17.8

21.2

19.8

42.4

27.3

0 20 40 60(%)
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⑤外出の際に困ること（全体上位５位＋「困っていることは特にない」） 

外出の際に困っていることがあるかについては、全体で「困っていることは特にな

い」が 37.7％と最も高くなっています。具体的に困っていることとしては、「歩道が

狭く、道路に段差が多い」が 13.5％で最も高く、次いで「電車やバスなどの交通機関

を利用しづらい」が 12.7％、「他人との会話がむずかしい」が 12.6％などとなってい

ます。 

障がい種別でみると、「困っていることは特にない」は身体障がい、知的障がい、精

神障がい、発達障がいで最も高い割合となっていますが、難病と高次脳機能障がいで

は上位５位には入っておらず、難病では「歩道が狭く、道路に段差が多い」（29.8％）、

高次脳機能障がいでは「気軽に利用できる移動手段が少ない（福祉車両、福祉タクシ

ー等）」（30.3％）が最も高い割合となっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

□ 気軽に利用できる移動手段が
少ない（福祉車両、福祉タク
シー等）

□ 他人の視線が気になる □ 困っていることは特にない

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

37.7

37.1

33.5

31.0

40.1

16.7

12.1

33.3

0 20 40 60 (%)

9.9

4.1

15.2

27.7

19.0

7.0

13.6

6.7

0 20 40 60 (%)

10.9

13.8

6.5

12.3

5.3

23.7

30.3

13.3

0 20 40 60 (%)

ｎ

□ 歩道が狭く、道路に段差が多
い

□ 電車やバスなどの交通機関を
利用しづらい

□ 他人との会話がむずかしい

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

12.6

7.2

28.4

19.8

27.8

7.0

21.2

13.3

0 20 40 60 (%)

13.5

18.5

8.0

8.1

7.5

29.8

19.7

-

0 20 40 60 (%)

12.7

12.7

14.2

18.9

12.6

17.5

24.2

13.3

0 20 40 60 (%)
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⑥現在の生活で困っていること、不安に感じていること 
（全体上位５位＋「困っていることは特にない」） 

現在の生活で困っている、不安に感じていることは、全体で「親なき後のこと」が

21.8％、「収入が少ない」が 18.8％と高くなっています。一方、「困っていることは特

にない」が 33.4％と最も高くなっています。 

障がい種別でみると、「親なき後のこと」は知的障がい(53.0％)と発達障がい

(52.7％)で５割台と高く、「収入が少ない」は精神障がい(41.3％)で最も高くなって

います。一方、「困っていることは特にない」は身体障がいが 38.3％と高く、逆に高

次脳機能障がいが 9.1％と最も低くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

□ 外出しにくい □ 気軽に相談するところがない □ 困っていることは特にない

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

33.4

38.3

27.5

13.0

23.0

18.4

9.1

40.0

0 20 40 60 (%)

13.8

10.5

10.8

29.5

19.8

12.3

16.7

6.7

0 20 40 60 (%)

16.2

15.9

12.8

24.8

18.4

28.9

28.8

20.0

0 20 40 60 (%)

ｎ

□ 親なき後のこと □ 収入が少ない □ 医療費が多くかかる

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

16.8

18.8

5.3

29.7

8.8

22.8

24.2

13.3

0 20 40 60 (%)

21.8

9.8

53.0

38.0

52.7

24.6

31.8

26.7

0 20 40 60 (%)

18.8

15.7

15.7

41.3

18.2

18.4

24.2

6.7

0 20 40 60 (%)
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⑦差別や人権侵害、虐待を受けていると感じること 

全体で「ほとんど感じることはない」と答えた人は 52.2％と過半数を占めています。

一方、「たまに感じる」（18.7％）と「いつも感じる」（3.2％）を合わせた《感じる》

は 21.9％となっています。 

障がい種別でみると、「ほとんど感じることはない」は身体障がいで 62.7％と最も

高くなっています。一方、《感じる》は精神障がいが 38.1％で最も高く、次いで発達

障がい（36.9％）、知的障がい（32.8％）などとなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

(%)ｎ

62.7

35.2

35.8

32.6

46.5

45.5

46.7

14.6

28.0

29.5

32.4

27.2

12.1

20.0

4.8

8.6

4.5

6.1

6.7

12.7

26.3

23.1

27.5

16.7

31.8

13.3

8.4

5.8

3.1

9.6

4.5

13.3

52.2 18.7 3.2 17.8 8.1

ほ

と

ん

ど

感

じ

る

こ

と

は

な

い

た

ま

に

感

じ

る

い

つ

も

感

じ

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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⑧災害時における一人での避難の能否 

全体で「できると思う」が 36.5％、「できないと思う」が 43.6％となっています。

また、「わからない」は 15.0％となっています。 

障がい種別でみると、精神障がい(40.0％)では「できると思う」、高次脳機能障がい

(71.2％)、難病(69.3％)、知的障がい(64.8％)、発達障がい(56.4％)では「できない

と思う」がほかの障がい種別より高くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

(%)ｎ

39.9

15.9

40.0

23.0

14.9

19.7

26.7

42.1

64.8

31.4

56.4

69.3

71.2

40.0

12.8

15.2

24.6

18.4

15.8

4.5

13.3

5.2

4.1

4.0

4.5

20.0

36.5 43.6 15.0 4.9

で

き

る

と

思

う

で

き

な

い

と

思

う

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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⑨災害時における近所に助けてくれる人の有無 

全体で「いる」が 22.5％、「いない」が 37.9％となっています。また、「わからな

い」は 32.4％となっています。 

障がい種別でみると、精神障がい(51.2％)と難病(50.9％)では「いない」が５割を

超えて、ほかの障がい種別より高くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

(%)ｎ

24.5

15.7

15.2

19.5

15.8

16.7

20.0

34.0

44.6

51.2

47.3

50.9

45.5

46.7

33.3

34.0

29.7

31.0

28.1

25.8

13.3

8.2

5.8

4.0

5.3

12.1

20.0

22.5 37.9 32.4 7.1

い

る

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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⑩個別避難計画作成の状況（避難行動要支援者避難支援制度認知者） 

避難行動要支援者避難支援制度の認知度は、全体で「知っている」が 11.3％、「知

らない」が 78.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者避難支援制度を知っている方の個別避難計画の作成状況は、「作

成している」は 14.2％、「作成していない」が 80.7％と高くなっています。 

障がい種別でみると、特に大きな違いはみられません。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (296)

身体障がい (225)

知的障がい (56)

精神障がい (15)

発達障がい (37)

難病 (23)

高次脳機能障がい (9)

強度行動障がい (1)

(%)ｎ

14.2

16.1

13.3

13.5

30.4

11.1

100.0

80.0

83.9

86.7

86.5

69.6

77.8

5.8

11.1

14.2 80.7 5.1

作

成

し

て

い

る

作

成

し

て

い

な

い

無

回

答

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

(%)ｎ

15.0

13.5

3.3

9.9

20.2

13.6

6.7

74.0

76.9

89.7

85.8

72.8

80.3

73.3

11.1

9.6

7.0

4.3

7.0

6.1

20.0

11.3 78.3 10.4

知
っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答
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⑪現在の生活場所 

全体で「自宅（アパート・公営住宅を含む）で暮らしている」が 89.2％を占めてい

ます。 

障がい種別でみると、「自宅（アパート・公営住宅を含む）で暮らしている」は高次

脳機能障がい以外で８割台半ば以上と高く、特に発達障がいでは 95.5％を占めてい

ます。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

(%)ｎ

88.9

85.8

88.1

95.5

86.0

62.1

60.0

6.1

10.6

6.7

6.1

6.7

3.1

5.3

16.7

26.7

6.3

4.0

3.0

6.7

3.0 4.5

89.2 5.0

自

宅
（

ア

パ
ー

ト

・

公

営

住

宅

を

含

む
）

で

暮

ら

し

て

い

る

病

院

に

入

院

し

て

い

る

福

祉

施

設

に

入

所

し

て

い

る

グ

ル
ー

プ

ホ
ー

ム

に

入

居

し

て

い

る

そ

の

他

無

回

答
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⑫今後、希望する生活形態 

全体で「自宅での生活」が 73.3％を占めています。 

障がい種別でみると、「自宅での生活」は多くの障がいで高くなっています。知的障

がい(15.7％)では「共同生活援助（グループホーム）」、高次脳機能障がい(27.3％)で

は「施設または病院での生活」がほかの障がい種別より高くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

(%)ｎ

73.3

61.2

78.0

79.4

75.4

53.0

46.7

15.7

5.1

7.5

6.1

6.7

8.7

8.4

4.6

3.2

9.6

27.3

20.0

3.2

14.0

11.8

9.9

6.7

11.4

12.1

26.7
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⑬自宅での生活を続けるために必要な条件 

全体で「手当などの経済的援助の充実」が 44.6％と最も高く、次いで「外出手段の

確保」が 27.8％、「相談体制の充実」が 25.5％となっています。 

項目別でみると、「手当などの経済的援助の充実」は精神障がい(64.2％)で高く、

「外出手段の確保」は高次脳機能障がい(37.1％)で高くなっています。また、「相談体

制の充実」及び「市民に対する障がい者への理解促進」は発達障がい（37.0%、33.7%）

でほかの障がい種別より高くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

□ ホームヘルプサービ
スの充実

□ 短期入所（緊急時の
一時入所）の充実

□ 日中、創作的活動や
生産活動、社会との
交流等ができる場の
充実

□ その他 □ 無回答

  全  体 (1,921)

身体障がい (1,103)

知的障がい (254)

精神障がい (355)

発達障がい (297)

難病 (86)

高次脳機能障がい (35)

強度行動障がい (7)

10.2

11.7

6.7

5.6

4.7

10.5

5.7

-

0 20 40 60 80(%)

18.9

23.0

24.4

12.4

15.2

24.4

28.6

14.3

0 20 40 60 80(%)

18.3

21.2

26.4

12.4

18.5

22.1

42.9

57.1

0 20 40 60 80(%)

12.1

7.5

23.2

16.9

26.6

8.1

14.3

28.6

0 20 40 60 80(%)

5.8

4.4

5.1

6.8

6.4

4.7

2.9

14.3

0 20 40 60 80(%)

ｎ

□ 手当などの経済的援
助の充実

□ 外出手段の確保 □ 相談体制の充実 □ 市民に対する障がい
者への理解促進

□ サービス利用手続き
の改善

  全  体 (1,921)

身体障がい (1,103)

知的障がい (254)

精神障がい (355)

発達障がい (297)

難病 (86)

高次脳機能障がい (35)

強度行動障がい (7)

21.2

20.3

26.8

23.4

29.6

33.7

25.7

28.6

0 20 40 60 80(%)

44.6

37.2

50.4

64.2

57.9

57.0

51.4

42.9

0 20 40 60 80(%)

21.8

16.0

31.5

32.4

33.7

25.6

14.3

42.9

0 20 40 60 80(%)

25.5

21.0

31.5

35.8

37.0

32.6

25.7

28.6

0 20 40 60 80(%)

27.8

32.5

23.6

27.3

20.9

24.4

37.1

14.3

0 20 40 60 80(%)
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⑭今後、市が充実させていくべき障がい者施策 

全体で「障がい者や高齢者にやさしい「福祉のまちづくり」を推進すること」が

38.5％と最も高く、次いで「入所できる施設を整備すること」が 29.7％、「福祉サー

ビスの案内やインターネットによる広報など、情報提供を充実させること」が 29.1％

となっています。一方、「特にない」は 9.5％となっています。 

項目別でみると、「障がい者や高齢者にやさしい「福祉のまちづくり」を推進するこ

と」、「福祉サービスの案内やインターネットによる広報など、情報提供を充実させる

こと」は難病(49.1％、44.7%)で高く、「入所できる施設を整備すること」は高次脳機

能障がい(53.0％)で高くなっています。また、「仕事につけるように手助けすること」

は発達障がい(53.5％)でほかの障がい種別より高くなっています。 

※統計的な偏りを避けるため、サンプル数が 30件未満の項目は分析対象から除いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

□ ボランティア活動を
充実させること

□ その他 □ 特にない □ 無回答

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

8.3

9.1

6.0

4.6

3.7

6.1

9.1

20.0

0 20 40 60 80(%)

9.5

9.9

8.0

10.5

5.3

3.5

4.5

6.7

0 20 40 60 80(%)

2.7

2.0

2.7

5.9

4.8

4.4

3.0

-

0 20 40 60 80(%)

8.7

8.9

9.4

9.9

9.4

11.4

9.1

6.7

0 20 40 60 80(%)

ｎ

□ ホームヘルパーの派
遣など在宅生活支援
サービスを充実させ
ること

□ 早期発見・早期治療
を考えて、早い段階
での適切な対応に努
めること

□ 障がいのある人が住
みやすい公営住宅な
どを整備すること

□ 障がいのある人とな
い人の交流を進め、
おたがいの理解を深
めること

□ 文化、スポーツ、レ
クリエーション活動
に参加できるよう支
援すること

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

12.6

11.0

16.4

14.7

21.4

9.6

13.6

13.3

0 20 40 60 80(%)

24.9

30.5

21.7

21.3

18.2

33.3

28.8

13.3

0 20 40 60 80(%)

24.1

21.1

20.2

29.7

38.5

30.7

19.7

20.0

0 20 40 60 80(%)

22.9

20.1

31.8

31.6

32.1

32.5

25.8

26.7

0 20 40 60 80(%)

17.3

14.8

24.8

20.2

27.8

19.3

19.7

13.3

0 20 40 60 80(%)

ｎ

□ 障がい者や高齢者に
やさしい「福祉のま
ちづくり」を推進す
ること

□ 入所できる施設を整
備すること

□ 福祉サービスの案内
やインターネットに
よる広報など、情報
提供を充実させるこ
と

□ 仕事につけるように
手助けすること

□ 障がいの特性を理解
し、その子どもの可
能性を伸ばすような
教育を進めること

  全  体 (2,620)

身体障がい (1,505)

知的障がい (415)

精神障がい (455)

発達障がい (374)

難病 (114)

高次脳機能障がい (66)

強度行動障がい (15)

26.7

17.7

42.7

26.6

63.9

34.2

18.2

6.7

0 20 40 60 80(%)

38.5

42.9

37.1

40.2

30.7

49.1

43.9

40.0

0 20 40 60 80(%)

28.2

19.3

39.5

41.8

53.5

25.4

27.3

20.0

0 20 40 60 80(%)

29.1

28.7

28.7

34.5

39.3

44.7

28.8

26.7

0 20 40 60 80(%)

29.7

29.8

46.5

24.0

35.8

43.0

53.0

26.7

0 20 40 60 80(%)
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３ 障がいのある人を取り巻く現状と課題 

 

 

近年の障がい福祉に関する制度動向や市が実施したアンケート調査の結果等をふ

まえ、四街道市の現状と課題を以下のとおり総括します。 

 

▼高齢化の進行と支援ニーズの多様化 

障がいのある人のうち 75 歳以上が最多であり、身体障がい者では 65 歳以上が７

割を超えるなど、高齢化が顕著です。一方、知的・発達障がい者は若年層が中心で

あり、世代に応じた支援ニーズが分化しています。 

 

▼家族依存の現状 

同居者として「配偶者」「親」が多数を占めており、介助者が不在の場合の対応も

「家族に頼みたい」が最多です。家族への依存からの脱却が課題であり、地域にお

ける生活支援体制の整備、相談支援の充実が求められます。また、親なき後を見据

えた支援体制の構築が急務です。 

 

▼日常生活における介助ニーズ 

「金銭管理」「外出」「買い物」などにおいて、全体の約３〜４割で介助が必要と

されています。金銭管理支援等、日常生活を支える支援の確保、移動・買い物支援

の強化などが必要です。 

 

▼外出環境へのバリア 

「歩道が狭く、道路に段差が多い」「電車やバスなどの交通機関を利用しづらい」

などの物理的・制度的バリアが外出時の主な困りごととされており、バリアフリー

整備、福祉タクシーや移動支援制度の充実などが求められています。 

 

▼生活の不安と経済的困難 

現在の生活での困りごととしては、「親なき後のこと」、「収入の少なさ」といった

不安が大きな課題として挙げられています。生活支援や雇用・就労といった、障が

いのある人の自立した地域生活に直結する支援の充実が求められています。こうし

た課題に対応するためにも、継続的な相談支援や福祉的就労から一般就労への移行

支援、経済的支援制度などのさらなる推進が重要です。  
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▼差別解消と人権啓発の必要性 

約２割が差別や人権侵害、虐待を「感じる」と回答し、特に外側からは見えにく

い障がいのある人で高くなっています。障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提

供、相談体制の整備、人権教育・啓発活動の充実が引き続き求められます。 

 

▼災害時の避難支援体制整備 

「一人で避難できない」との回答が４割超、近所に「助けてくれる人がいない」

人も４割近くに上り、個別避難計画の作成率も依然として低い状況です。平時から

の避難支援体制の構築、個別避難計画の普及、地域住民との顔の見える関係づくり、

防災訓練の充実が必要です。 

 

▼自宅生活の希望 

約９割が現在自宅で生活し、７割以上が今後も自宅での生活を希望しています。

必要な条件としては「手当などの経済的援助の充実」「外出手段の確保」「相談体制

の充実」が上位です。住まいと生活を支える多様な選択肢の確保、福祉サービスの

柔軟な提供体制、地域における見守りや顔の見える関係づくりが求められます。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

 

障がいの有無に関わらず、すべての人が等しくかけがえのない個人として尊重され、

社会の構成員として包み、支え合うというインクルージョンの考え方が⼤切です。「四

街道市地域福祉計画」の基本理念である「みんなが 笑顔でつながる やさしいまち 

四街道」や国・県における障がい者施策の近年の動向を踏まえ、本計画の基本理念を

次のように定めます。 

 

 

  障がいのある人もない人も、 
思いやりと支え合いの中で 

安心して自分らしく暮らせるまち 四街道 

デザインは調整中 
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２ 計画の重点目標 

 

前計画では６つの重点目標を設定し、障がい者福祉の向上に向けた取組を推進して

きました。本計画では、障がいのある人へのアンケート調査、国・県の方針や地域の

実情をふまえ、現行計画の６つの重点目標を整理・拡充するとともに、新たに災害対

策の視点を加え、決定しました。障がいのある人一人ひとりが、地域の中で安心して

自分らしく暮らせるよう、当事者やその家族等の声を反映しながら取組を進めていき

ます。 

 

重点目標１ 共生社会の実現に向けた理解の促進 

すべての人が尊重され、ともに暮らせる地域社会を実現するためには、市民一人

ひとりの障がいや多様性に対する理解が不可欠です。今後は、障がいのある人とふ

れあう機会や、学校・地域における福祉教育・人権教育を充実させ、日常的な理解

促進を図っていきます。 

関連施策：施策２ 障がいに関する市民の理解の促進 

 

 

重点目標２ 誰もが利用しやすい情報発信の充実 

障がいのある人が必要な情報を的確に得られることは、社会とのつながりや自己

決定を支える重要な要素です。誰にとっても使いやすい情報発信を目指し、やさし

い日本語の活用やアクセシビリティの向上に努めます。 

関連施策：施策 17 わかりやすい情報発信の推進 

 

 

重点目標３ 障がいのある人の防災力向上 

災害発生時に障がいのある人が自らの命と暮らしを守るためには、平時からの備

えと、特性に応じた具体的な避難行動の確認が重要です。今後は、防災に関する正

しい知識や情報をわかりやすく伝えるとともに、個別避難計画の作成支援や避難行

動要支援者名簿の活用を通じて、障がいのある人一人ひとりに応じた対策の検討や

訓練の充実を図ります。また、地域との連携体制を強化し、災害時にも適切な支援

が行える避難体制づくりを推進していきます。 

関連施策：施策 20 避難行動要支援者対策の充実 

     施策 21 災害に強いまちづくり 
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重点目標４ 障がいのあるこどもを支える切れ目のない支援体制 

障がいのあるこどもの育ちを支えるには、乳幼児期から学齢期、青年期までの 

一貫した支援が重要です。今後は、福祉・医療・教育が連携し、早期療育、就学支

援、進路・就労への移行などライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築

していきます。 

関連施策：施策 23 障がいのあるこどもへの切れ目のない支援 

 

 

重点目標５ 地域で安心して暮らすための支援基盤の整備 

重度の障がいや医療的ケアを必要とする方を含め、誰もが地域で安心して暮らし

続けられるよう、地域生活支援拠点の整備を推進します。緊急時の受け入れ体制や 

相談支援、家族支援など、親なき後に備えた地域ネットワークづくりの中核となる

機能を充実させていきます。 

関連施策：施策 37 地域生活支援拠点等の整備 

 

 

重点目標６ 多様な働き方を支える就労支援の充実 

働くことへの不安や課題を抱える障がいのある人に対し、本人の希望や特性に 

応じたきめ細やかな相談支援を強化します。就労移行・定着支援の充実や企業との

マッチング支援、社会的就労への理解促進など、多様な働き方を支える仕組みを広

げます。 

関連施策：施策 54 障がいのある人への自立・就労支援 
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３ 計画の施策体系 

 

重点目標の達成を目指すとともに、広い範囲にわたる障がい分野の施策について、

四街道市の取組を７つの基本方針に体系化しました。 

 

基本理念 基本方針 施策の方向性 

 
 
 

思
い
や
り
と
支
え
合
い
の
中
で
安
心
し
て
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
ま
ち 

四
街
道 

 
 
 

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、 

基本方針１ 

差別の解消及び 

権利擁護の推進 

（１）差別の解消等に向けた取組  重点１  

（２）成年後見制度の利用促進  

（３）相互理解の促進  

（４）虐待防止の推進  

基本方針２ 

暮らしやすい 

生活環境の整備 

（１）バリアフリー・ユニバーサルデザイン環境の整備  

（２）情報アクセシビリティ・意思疎通支援の充実  重点２  

（３）安全・安心なまちづくり  重点３  

基本方針３ 

療育・保育・ 

教育の充実 

（１）早期療育体制の充実  重点４  

（２）一人ひとりに応じた教育の推進  

基本方針４ 

保健・医療の推進 
（１）保健・医療の充実  

基本方針５ 

自立した 

生活支援の充実 

（１）地域生活への移行支援  重点５  

（２）相談支援体制の充実  

（３）自立生活支援の充実  

（４）サービスの質の向上、人材の確保・育成  

基本方針６ 

雇⽤・就労の促進 

（１）雇用・就労機会の拡大  

（２）一般就労への移行と定着の支援  重点６  

基本方針７ 

社会参加の拡充 

（１）文化・スポーツ・レクリエーション活動の充実  

（２）社会参加活動の促進  

（３）地域福祉活動の促進  
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第４章 障がい者施策の総合的な展開 

 

基本方針１ 差別の解消及び権利擁護の推進 

 

 基本方針１の成果指標 

 

指標項目 
現状値 

（令和７年度） 

中間目標値 

（令和 12年度） 

目標値 

（令和 17年度） 

差別や人権侵害、虐待を「い

つも感じる」「たまに感じる」と

回答した人の割合 

21.9％ 19％以下 15％以下 

※数値は、障がい者福祉に関するアンケート調査の値 

 

施策の方向性（１）差別の解消等に向けた取組 

▼基本的な考え方 

障害者基本法第４条に定められた「差別の禁止」の原則に基づき、障がいを 

理由とする不当な差別の解消に向けた取組を推進していくことが重要です。市が

実施したアンケート調査では、差別や人権侵害、虐待を「いつも感じる」「たまに

感じる」と回答した割合は合計で２割を超えており、特に精神障がい、知的障が

い、発達障がいのある人において高い傾向が見られました。 

こうした実態を踏まえ、市では障害者差別解消法に基づき、合理的配慮の提供

や差別の未然防止に向けた広報・啓発を積極的に行うとともに、障害者虐待防止

法に基づいた相談支援体制の強化や関係機関との連携を通じて、障がいのある人

の権利擁護と人権意識の醸成に取り組んでいきます。 
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▼推進のための施策 

施策1 
 行政サービスにおける配慮 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ 障害者差別解消法では、地方公共団体は職員が適切に対応できるよう「職員対

応要領」を定めるよう努めることとされており、社会的障壁の除去に向けた合

理的配慮が求められます。 

⚫ 選挙の際、投票所においては、バリアフリーやコミュニケーションカードを使

用するなど、投票しやすい環境整備に取り組んでいます。 

⚫ 聴覚障がいのある人などとの迅速で正確な情報共有を図るため、コミュニケー

ションカードを利用した救急対応を実施しています。 

今後の方針 

⚫ 「職員対応要領」に基づき、障がいのある人への適切な対応について学ぶ「接

遇研修」を実施し、職員の更なる意識改革を推進します。 

⚫ 障がいの有無に関わらず、投票しやすい環境整備を推進します。 

 

施策2 
 障がいに関する市民及び地域の理解の促進 重点目標１ 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ 障がいや障がいのある人への理解促進のため、障害者週間（12 月３日〜９日）

に合わせ、共生社会をテーマに市政だより等で情報発信を行い、障がいへの理

解及び障害福祉サービスの周知を図っています。 

今後の方針 

⚫ 関係機関との連携のもと、心のバリアフリーを実現するための支援や啓発の 

機会のより一層の充実に努めます。 

⚫ 市政だよりや市ホームページにおいて、障がいのある人への合理的配慮の周知

を行うとともに、関係機関と連携し取り組みます。 

⚫ 精神障がい、発達障がいなど「見えない障がい」や、無意識の差別があること

について、市民及び地域の理解が深まるよう周知・啓発に取り組みます。 

⚫ 障害者週間に加えて、自閉症、発達障がい、依存症等様々な啓発活動週間に 

合わせて、本庁舎正面玄関寄附銘板でのライトアップキャンペーンを行い各種

活動週間の周知・啓発に取り組みます。 
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施策3 
 権利擁護の推進 

 （担当課：障がい者支援課・みんなで課） 

現状 

⚫ 千葉県では、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に

基づき、広域専門指導員や地域相談員が配置されています。 

⚫ 地域で身近に相談できる障害者相談員を配置し、障がいのある人や、その家族

からの相談に応じ、必要な支援に取り組んでいます。 

⚫ 人権擁護委員による、差別・いじめ・嫌がらせなど人権に関する相談活動を 

実施しています。 

今後の方針 

⚫ 広域専門指導員を始め、身体障害者相談員、知的障害者相談員、地域相談員が

障がいのある人に十分に知られていないため、その周知に向けた取組を進めま

す。 

⚫ 国・県・近隣市町と協調のもと、人権に関する相談を身近な場所で相談できる

よう取り組みます。 
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施策の方向性（２）成年後見制度の利用の促進 

▼基本的な考え方 

障がいのある人の中には、十分な自己決定や意思表示が難しい場合があり、そ

のことが人権や財産の侵害につながるおそれがあります。そのため、本人の権利

を守る体制の整備・充実が求められています。 

支援の仕組みのひとつとして成年後見制度がありますが、市のアンケート調査

によると、「制度の名前も内容も知っている」と回答した人の割合は２割台半ばに

とどまりました。一方で、「今は必要ないが、将来必要になったら利用したい」と

答えた人は、知的障がいと発達障がいでともに４割台半ばと高く、潜在的なニー

ズが高いことがうかがえます。今後は制度の周知と、利用しやすい相談体制の整

備が重要です。 

 

 

▼推進のための施策 

施策4 
 成年後見制度の利用促進 

 （担当課：障がい者支援課、高齢者支援課、社会福祉課） 

現状 

⚫ 相談支援事業所等と連携し、成年後見制度の普及啓発に取り組んでいます。 

今後の方針 

⚫ 障がいにより財産管理等が難しい場合に、成年後見制度の利用に結びつくよう

制度の周知を図るとともに、成年後見人等の市長申し立てを行います。 

⚫ 基幹相談支援センター等と連携し、成年後見制度の普及啓発を推進し、利用促

進に取り組みます。 

⚫ 市民後見人の活動支援や関係機関等との連携の中心となる中核機関の設置を検

討します。 
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施策5 
 日常生活自立支援事業の周知・普及 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 社会福祉協議会では、在宅で日常生活を送る上で、十分な判断ができない人や、

体の自由がきかない人を対象に、生活支援員などが福祉サービスの利用援助な

どを行っています。 

今後の方針 

⚫ 広報などを活用した市民への周知・普及を進めます。 
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施策の方向性（３）相互理解の促進 

▼基本的な考え方 

障がいの有無にかかわらず、すべての人が互いに人格と個性を尊重し合いなが

ら暮らす「共生社会」の実現に向けて、インクルージョンの考え方が一層重要に

なっています。インクルージョンとは、障がいのある人を特別に扱うのではなく、

社会のあらゆる場面において、分け隔てなく共に参加できる仕組みを整えること

を意味します。こうした理念を実現するためには、ノーマライゼーションの考え

方を引き継ぎ、社会全体の意識改革が不可欠です。 

市のアンケート調査では、「障がいや障がいのある人に対する理解が進んでき

ていると思う」と回答した割合は合計で２割台半ばにとどまり、十分に理解が広

がっているとは言い難い現状があります。 

ともに生きる社会を実現するためには、こどもの頃から福祉や人権に対する 

意識を育む教育の充実を図るとともに、障がいのある人と接する機会や地域での

多様な交流の場を広げるなど、誰もが自然に受け入れ合い、支え合える社会の土

壌を育てていくことが求められます。 

 

 

▼推進のための施策 

施策6 
 社会教育における福祉教育の推進 

 （担当課：社会教育課） 

現状 

⚫ 身近な人権への理解を深めるため、講演会や家庭教育事業の中に、福祉教育（人

権教育）を取り入れ実施しています。 

⚫ 人権への理解を深めるため、市の関連部署等と連携して事業を企画し、より多

くの市民に学習の場を提供しています。 

今後の方針 

⚫ 社会の変化に合わせた人権に関する問題を取り上げて関心を高め、参加者数の

増加のための工夫を行います。 

⚫ 障がいのある人の講演や、人権啓発担当部署等と連携し、人権意識を高める機

会を提供します。 
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施策7 
 地域子育て支援拠点（子育て支援センター）事業の充実 

 （担当課：保育課） 

現状 

⚫ 地域における子育て全般に関する支援を行う拠点として、市内公立保育所や 

私立保育所等で地域子育て支援拠点（子育て支援センター）事業を運営してい

ます。 

今後の方針 

⚫ 身近な場所でこどもや保護者同士の交流や子育て等の悩みを気軽に相談できる

場として事業の充実を図ります。 

⚫ 市立中央保育所で子育て支援センターを運営し、こどもや保護者同士の交流や

子育て等の悩みを気軽に相談できる場を提供します。 

⚫ 私立の子育て支援センター数の維持・増加を図るべく、補助金等の交付による

運営支援を行います。 

 

 

施策8 
 交流及び共同学習の充実 

 （担当課：指導課） 

現状 

⚫ 市内小中学校特別支援学級在籍児童については、一人ひとりのニーズに応じた

個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成・活用して交流及び共同学習を実

施しています。 

⚫ 校内交流のほか、特別支援学校と市内小中学校との居住地校交流も進めていま

す。 

今後の方針 

⚫ 児童生徒の実態に応じた効果的な交流及び共同学習が行われるよう、研修機会

の充実を図ります。 

⚫ 居住地校交流の周知を進め、希望する児童生徒については、円滑に実施できる

よう学校間の調整を行います。 
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施策9 
 福祉教育の推進 

 （担当課：指導課、みんなで課、障がい者支援課） 

現状 

⚫ 市内の各小中学校は社会福祉協議会等と連携し、総合的な学習や、社会科、道

徳科を中心に福祉をテーマとした学習に取り組んでいます。 

⚫ 市内の小中学校３校において、人権擁護委員による人権教室を開催しています。 

今後の方針 

⚫ 市内小中学校において、総合的な学習の時間や、社会科、道徳科を中心に、児

童生徒や地域の実態に応じた福祉教育に取り組みます。 

⚫ 市内の小中学校において、人権教室を通じ、児童生徒が人権に関する理解を深

め、自らその大切さを考えられるよう取り組みます。 

⚫ 関係機関と連携し、精神障がい、発達障がいなど「見えない障がい」や無意識

の差別があることについての学びや交流の場が得られるよう、ピアサポーター

等とのマッチングを支援します。 
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施策の方向性（４）虐待防止の推進 

▼基本的な考え方 

障がいのある人が尊厳を持って安心して暮らせる社会の実現には、虐待の未然

の防止と早期対応が不可欠です。市では、障害者虐待防止法に基づき、相談・通

報体制の整備、関係機関との連携、職員・支援者向けの研修などに取り組んでい

ます。また、障害者差別解消法の理念に則り、市民への啓発を進め、障がいのあ

る人の権利擁護と人権意識の醸成を図ります。今後も、虐待の発見・対応の強化

とともに、当事者の声に耳を傾けた支援体制づくりを推進していきます。 

 

 

▼推進のための施策 

施策10 
 虐待の防止及び早期発見の推進 

 （担当課：障がい者支援課、高齢者支援課、子育て支援課、保育課、健康増進課）  

現状 

⚫ 市障がい者虐待防止センターにて、障がいのある人に対する虐待について、 

通報の受付、事実確認、支援方針の決定などを行っています。 

⚫ 障害福祉サービスのガイドブック「障がい福祉のしおり」や市ホームページを

活用し、市民、障害福祉サービス従事者、民間事業者に対して障害者虐待防止

法の周知・啓発を行っています。 

今後の方針 

⚫ 国や県との協調のもと、四街道市障がい者自立支援協議会との連携を図りなが

ら、障がいのある人の虐待防止に向けた体制の整備を進めます。 

⚫ 庁内の他の福祉部署や相談支援事業所等と連携し、早期発見・早期対応に取り

組みます。 

⚫ 市民や障害福祉サービス事業所を対象に、虐待防止に向けた啓発講演会や研修

に取り組みます。 
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基本方針２ 暮らしやすい生活環境の整備 

 

 基本方針２の成果指標 

 

指標項目 
現状値 

（令和７年度） 

中間目標値 

（令和 12年度） 

目標値 

（令和 17年度） 

「大変暮らしやすい」「まあま

あ暮らしやすい」と感じる人の

割合 

40.7％ 46％以上 50％以上 

※数値は、障がい者福祉に関するアンケート調査の値 

 

施策の方向性（１）バリアフリー・ユニバーサルデザイン環境の整備 

▼基本的な考え方 

障がいのある人が自由に外出し、社会参加を広げていくためには、物理的・ 

制度的・心理的なバリアを取り除き、移動や施設利用における利便性と安心を高

めることが求められます。そのためには、ユニバーサルデザインの理念をまちづ

くりに確実に取り入れ、すべての人にとって使いやすく、分かりやすい公共空間

の整備を進めることが重要です。 

市のアンケート調査では、外出時の困りごととして、難病のある人では「歩道

が狭く、道路に段差が多い」、高次脳機能障がいでは「気軽に利用できる移動手段

が少ない」など、ハード面での課題が多く挙げられました。 

こうした課題に対応するためには、施設や交通環境の整備に加えて、市民一人

ひとりが障がいや多様な立場を理解し、思いやりを持って行動できるよう、意識

啓発を継続的に行っていくことが大切です。 
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▼推進のための施策 

施策11 
 道路環境の整備 

 （担当課：土木課、市街地整備課） 

現状 

⚫ 道路のバリアフリー工事や点字ブロックの設置、歩道の新設・改良など、障が

いのある人が気軽で安全な外出が可能となるよう、道路環境の整備を進めてい

ます。 

今後の方針 

⚫ 事業者や交通管理者等と協議を進めながら、道路の整備や維持管理を計画的に

推進します。 

⚫ 道路整備を進めていく際は、ユニバーサルデザインに配慮し、利用者の安全性

と利便性の向上を目指し、事業を進めます。 

 

 

施策12 
 路上障害物の除去 

 （担当課：クリーンセンター、土木課） 

現状 

⚫ 放置自転車やごみ集積所におけるごみのはみ出しなど、路上の障害物を除去す

るため、広報などにより市民の理解とマナーの向上を図っています。 

⚫ 放置自転車については、駅前における指導及び移動作業を行っています。 

今後の方針 

⚫ 市政だよりや市ホームページ等による広報、駅前放置自転車クリーンキャンペ

ーン等の啓発活動や改善指導を行います。 
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施策13 

 公共施設のバリアフリー化の推進 

 （担当課：管財課、社会福祉課、障がい者支援課、健康増進課、教育総務課、
社会教育課（図書館、公民館）、文化・スポーツ課） 

現状 

⚫ 公共施設では、バリアフリートイレや受付のローカウンター化、手すり、段差

解消、点字ブロック、車いす対応スロープなどを整備し、バリアフリー化を進

めています。 

今後の方針 

⚫ バリアフリートイレのオストメイト用設備の設置をはじめ、利用者の要望を踏

まえ、計画的に一層の改善に努めます。 

⚫ 筆談ボードやリーディングルーペなどの備品を整備し、使いやすい図書館づく

りを進めます。 

 

 

施策14 
 住宅のバリアフリー化の推進 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障がいのある人の住宅改修に際し、パンフレット等で情報提供するとともに、

バリアフリー住宅への改修助成を行っています。 

今後の方針 

⚫ 住宅改修時の助成を行うなど、住宅のバリアフリー化の推進を図ります。 
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施策15 
 公共施設のユニバーサルデザイン化の推進 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ 公共施設では、庁舎内のわかりやすい看板設置など、ユニバーサルデザインの

導入を進めています。 

⚫ ユニバーサル窓口では、聴覚障がいのある方等が安心して来庁できる環境整備

として、音声またはキーボードの入力をリアルタイムで字幕化し、透明スクリ

ーンに表示する字幕表示システムを導入しています。 

⚫ 市議会を傍聴される方のきこえを支援するため、議場の傍聴席エリアにヒアリ

ングループ装置を設置し、ヒアリングループに対応する補聴器をお持ちでない

方へ専用受信機の貸し出しを行っています。 

今後の方針 

⚫ 障がいの有無、年齢・性別等にかかわらず、誰もが安全で快適に利用できる環

境の整備を進めるとともに、その利活用を図ります。 
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施策の方向性（２）情報アクセシビリティ・意思疎通支援の充実 

▼基本的な考え方 

市のアンケート調査では、福祉に関する情報の入手先として「市のホームペー

ジ・広報紙やガイドブック」が、身体障がいや難病のある人にとって特に多く利

用されており、広報紙などが情報伝達の重要な媒体となっていることが分かりま

した。また、「インターネット」を通じて情報を得ているという回答も多く、デジ

タル環境の整備と活用の重要性が高まっています。 

障がい福祉に関する制度は頻繁に見直されており、障がいのある人やその家族

に対して、最新の情報やサービス内容を確実かつ分かりやすく届けることが、今

後ますます求められます。情報へのアクセスはすべての人に保障されるべき基本

的な権利であり、障がいのある人の自立と社会参加を支えるうえで不可欠です。 

そのため、市では、音声読み上げ対応や分かりやすい文字表現に加え、手話言

語条例の趣旨を踏まえた情報発信の充実を図ります。あわせて、紙媒体・デジタ

ル媒体を問わず、誰もが利用しやすい情報提供体制の整備と、インターネットを

活用した迅速かつ多様な情報発信に努めていきます。 

 

 

▼推進のための施策 

施策16 
 情報提供の充実 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ サービスを必要とする人が適切にサービスを利用できるよう、冊子や市ホーム

ページで障害福祉サービスや各種福祉制度について、情報提供を行っています。 

今後の方針 

⚫ 情報を必要とする人が必要な情報を確実に得ることができるよう、情報提供の

充実に努めます。 

⚫ 障害福祉サービスや制度の総合的なガイドブックである「障がい福祉のしおり」

については、担当課窓口での配布のほか、最新のものを市ホームページから入

手できるよう取り組みます。 

⚫ 障がい福祉に関しては、制度改正が頻繁に行われているため、十分な周知と的

確かつ迅速な情報提供に努めます。  
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施策17 
 わかりやすい情報発信の推進 重点目標２ 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ 市民向けの多彩な情報は、市政だよりのほか、市ホームページ等でも情報発信

を進めています。 

⚫ 希望者に対して市政だより及び議会だよりを音訳した声の広報を提供していま

す。 

今後の方針 

⚫ 様々な市民向けの情報が、障がいのある人にとってもさらにわかりやすく提供

できるよう、市ホームページ等における情報発信を充実させます。 

⚫ 市政情報などを障がいのある人にもわかりやすく提供できるよう、市政だより

では文字の大きさに配慮し、誰でも見やすいレイアウトの紙面を目指します。 

⚫ 図書館独自で持っているホームページとＳＮＳを活用し、障がいのある人に向

けたサービスを含む各種の情報を発信します。 

 

 

施策18 
 手話通訳者の派遣と配置 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ 意思疎通支援事業として、障がい者支援課窓口に手話通訳者を配置するととも

に、通院時等に派遣を行っています。 

今後の方針 

⚫ 市が主催するイベント、講演会等に手話通訳者を配置するよう努めます。 
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施策19 
 ウェブアクセシビリティの推進 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ 障がいのある人にも利用しやすいウェブアクセシビリティに配慮した市ホーム

ページを目指し、音声読み上げ、文字拡大や色変更などにも対応しています。 

⚫ 防災行政無線や「よめーる」によるメール配信サービス、ＳＮＳを活用した情

報配信を実施しています。 

今後の方針 

⚫ 誰もが利用しやすいウェブアクセシビリティに配慮した市ホームページの整備

を進めるとともに、情報機器の活用が中心となることによる情報格差への配慮

にも併せて取り組みます。 
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施策の方向性（３）安全・安心なまちづくり 

▼基本的な考え方 

災害時における障がいのある人への支援は、命と暮らしを守るうえで極めて 

重要です。市では、平時からの自宅でできる対策の周知や個別避難計画の作成に

加え、避難所のバリアフリー化、福祉避難所の確保・訓練の実施など、実効性の

ある対策を進めています。また、災害時要支援者名簿の活用や地域との連携強化

により、支援が必要な人に適切な避難支援や生活支援が提供できる体制づくりを

推進します。 

さらに、安全・安心な暮らしを守るため、障がいのある人が消費者被害や悪質

商法などのトラブルに巻き込まれないよう、相談体制の整備や啓発活動を行い、

予防と早期対応に努めています。 

そして、障がいのある人が自立した生活を送るためには、安心して暮らせる環

境を整備することが重要です。このため市では、グループホーム運営費補助を行

うとともに、日常生活全般にわたるサポートの充実を進めています。今後も、本

人の意向を尊重した多様な住まいの選択肢を確保できるよう取り組みます。 

 

▼推進のための施策 

施策20 
 避難行動要支援者対策の充実 重点目標３ 

 （担当課：社会福祉課、障がい者支援課、高齢者支援課） 

現状 

⚫ 令和３年の災害対策基本法改正を踏まえ、「四街道市避難行動要支援者避難支援

全体計画」に基づき、高齢者や障がいのある人などの避難行動要支援者の円滑

な避難を確保するため、要支援者の同意を得て区・自治会や民生委員と連携し、

個別避難計画の作成を進めています。 

今後の方針 

⚫ 災害時の避難行動要支援者への適切な情報提供を多様な方法で行い、重度で支

援の必要性が高い方には指定福祉避難所への直接避難を支援します。 

⚫ 「四街道市避難行動要支援者避難支援全体計画」に基づき、優先度が高い対象

者から個別避難計画の作成を進めます。 

⚫ 指定避難所と指定福祉避難所の違いについて、わかりやすい周知に取り組みま

す。 

⚫ 各種取り組みについて、市ホームページや市政だよりへの掲載、新規対象者へ

の周知を継続し、その他避難支援等関係者への周知に取り組みます。  
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施策21 
 災害に強いまちづくり 重点目標３ 

 （担当課：危機管理室、社会福祉課、障がい者支援課、高齢者支援課） 

現状 

⚫ ハザードマップの作成、地域の自主防災組織の取組の支援などを行っています。 

今後の方針 

⚫ 地域組織や住民に対して、要支援者への支援を呼びかけるとともに、福祉サー

ビス事業者及び被災現場での活動経験のあるＮＰＯやボランティアとの連携強

化を図ります。 

⚫ ハザードマップの周知とともに、自主防災組織においてハザードマップを用い

た防災訓練が実施されるよう必要な支援を行います。 

⚫ 自主防災組織が行う防災訓練の訓練補助及び補助金の交付のほか、出前講座等

を通じ防災組織への啓発と意識の向上を図ります。 

⚫ 災害に備え、自宅で非常食等を備蓄している人の割合を向上させるために、具

体的な備蓄品の周知に取り組みます。 

 

 

施策22 
 消費者被害・トラブルの対応及び防止 

 （担当課：くらし安全交通課） 

現状 

⚫ 詐欺や悪質商法の具体例などを紹介する講座の開催や自治会回覧を行い、被害

やトラブルの未然防止を図っています。 

⚫ 消費者被害・トラブルに遭った人の相談や苦情受付を実施しています。 

⚫ 消費生活センターを「安全安心ステーション」に隣接させ、より安全で安心で

きる相談体制を構築しています。 

今後の方針 

⚫ 消費者被害・トラブル対策の周知を進めるとともに、より安全で安心した相談

体制の充実に努めます。  
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基本方針３ 療育・保育・教育の充実 

 

 基本方針３の成果指標 

 

指標項目 
現状値 

（令和７年度） 

中間目標値 

（令和 12年度） 

目標値 

（令和 17年度） 

にじいろサポートの認知度

（「知っており、利用している

（利用したことがある）」「知っ

ているが、利用したことはな

い」と回答した人の割合） 

11.9％ 17％以上 20％以上 

※数値は、障がい者福祉に関するアンケート調査の値 

 

施策の方向性（１）早期療育体制の充実 

▼基本的な考え方 

障がいのあるこどもがその個性を十分に発揮し、能力を最大限に伸ばすために

は、妊娠期からの支援や障がいの早期発見・早期療育が欠かせません。市では、 

関係機関と連携し、一人ひとりの状況に応じた質の高い療育・保育体制の充実を

図ることが求められています。 

また、障がいのあるこどもへの切れ目のない支援の実施とともに、保護者への

精神的なサポート体制も重要な課題です。さらに、障がいのあるこどもとないこ

どもが地域でともに育ち、学び合うインクルーシブな環境づくりを進めること

で、多様性を尊重し支え合う社会の基盤を形成していきます。 

加えて、医療的ケアや常時の見守りが必要な重症心身障がい児や医療的ケア児

が、安心して生活し成長できる環境づくりも重要です。市では、保健・福祉・医

療・教育の関係機関と連携しながら、通所・訪問支援、レスパイト支援、相談 

体制の充実に努めています。あわせて、「医療的ケア児支援法」に基づき、医療的

ケア児支援センターとの連携や保育所・学校への支援体制の強化を進めていま

す。 

今後も、本人と家族の生活の質を高めるため、切れ目のない支援を継続してい

きます。 
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▼推進のための施策 

施策23 
 障がいのあるこどもへの切れ目のない支援 重点目標４ 

 （担当課：障がい者支援課、子育て支援課、保育課、健康増進課、指導課） 

現状 

⚫ 児童デイサービスセンターくれよんを中心に、中核的な支援機能と同等の機能

を有する身近な地域支援体制の整備に取り組んでいます。 

⚫ 障がいのあるこどもと保護者に対し、関係部署・関係機関が連携して支援を 

行っています。 

今後の方針 

⚫ 関係部署・関係機関の連携を強化し、乳幼児期からこどもの発達段階に応じて

適切な支援を行えるよう体制の充実を図ります。 

⚫ 相談支援従事者研修や医療的ケア児等コーディネーター養成研修を受講し、従

事者の資質向上に努めます。 

⚫ 医療的ケア児等支援協議会を通じて、本人と家族が安心して暮らせる体制づく

りに取り組みます。 

⚫ 私立保育所等による障がいのあるこどもの受入れを推進するため、保育士の加

配に係る補助金等を交付します。 

⚫ 関係機関と連携しながら、地区活動、訪問、乳児相談・幼児健診等の母子保健

事業を通じて、妊娠期から切れ目のない支援を実施します。 

⚫ 児童発達支援センターの開設にむけた検討に取り組みます。 
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施策24 
 早期発見・早期療育に向けた体制整備 

 （担当課：障がい者支援課、子育て支援課、保育課、健康増進課、指導課） 

現状 

⚫ 幼児健康診査などの事後フォローとして、健診未受診者に対しては、家庭訪問

などによる把握に努め、心身の発達や育児環境を確認し、必要な支援を行って

います。 

⚫ 障がい者自立支援協議会の「療育・教育部会」において、こどもの発達支援や

家族等への支援体制の整備や推進について検討を進めています。 

⚫ 児童デイサービスセンターくれよんでは、心身の発達に心配のある就学前児童

が保護者と一緒に通所し、いろいろな遊びや経験を重ねながら日常生活に必要

な動作を身につけ、集団生活に適応することができるように支援しています。

また、幅広い高度な専門性に基づく発達支援の提供を行っています。 

⚫ 市教育委員会では、特別支援連携協議会を設置し、発達障がいを含む障がいの

ある幼児・児童生徒の支援ネットワークづくりを進めています。 

 

今後の方針 

⚫ 育ちに支援の必要なこどもの早期発見・療育を目指し、発達支援と保護者支援

の体制を整備し、児童発達支援事業の内容と専門スタッフの充実に努めます。 

⚫ 健診未受診者に対しては、家庭訪問等の取組を引き続き実施し、関係機関と連

携しながら適切な支援を行います。 

⚫ 保育所等の利用相談時においても状況をきめ細かく把握し、適切な支援を行え

るよう関係部署等との連携を図ります。 

⚫ 新生児聴覚スクリーニング検査を実施し、聴覚障がいの早期発見・早期支援に

努めます。 

⚫ ３歳６か月児健康診査において屈折検査を実施し、屈折異常の早期発見・早期

支援に努めます。 

⚫ 児童デイサービスセンターくれよんにおいては、安心・安全な環境での療育活

動の継続と、利用者のニーズを把握し、既存のプログラムと並行して行えるプ

ログラム等を引き続き検討し、実施します。 

⚫ 幼児健康診査や事後フォロー事業をとおして、幼児が適切な時期に療育機関の

利用につながるように支援を行います。 

⚫ 乳幼児期からの支援が就学以降にも継続して引き継がれるよう取り組みます。 
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施策25 
 保育所等における受け入れの拡充 

 （担当課：保育課、障がい者支援課） 

現状 

⚫ 県研修会や市内特別支援教育関連連絡会に参加し、市内保育所へ研修案内を提

供するなど、職員の資質向上と受け入れ拡充に努めています。 

今後の方針 

⚫ 研修などを通じ、市内全園における障がいのあるこどもに対する保育内容の充

実と受け入れの拡充を図ります。 

 

 

施策26 
 こどもルームにおける受け入れの拡充 

 （担当課：保育課） 

現状 

⚫ こどもルームにおいて保護者の意向やこどもの特性、他の支援機関のサービス

利用状況などを把握し、一人ひとりに寄り添った支援を実施しています。 

今後の方針 

⚫ 研修等への参加を推進することで、支援員等の資質向上に取り組み、障がいの

あるこどもの受け入れの拡充を図ります。 

⚫ 支援員等の加配その他の方法により、障がいのあるこどもを受け入れるための

体制整備を推進します。 

 

 

施策27 
 ことばの相談事業の充実 

 （担当課：健康増進課） 

現状 

⚫ ことばの遅れやコミュニケーション・行動に心配のある幼児並びにその養育者

に、個別相談を実施しています。 

⚫ 継続的な支援が受けられるよう各関連機関と連携しています。 

⚫ 個別面談では、初回相談の低年齢化や新規相談の増加に加え、ことばの発達以

外の複雑なニーズが増えています。 

今後の方針 

⚫ 関連機関とのさらなる連携を図り、適切な支援に努めます。  
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施策28 
 私立幼稚園等特別支援教育運営費の補助 

 （担当課：保育課） 

現状 

⚫ 障がいのあるこどもを受け入れている市内幼稚園等に対し、特別支援教育に係

る補助金を交付しています。 

今後の方針 

⚫ 私立幼稚園等における障がいのあるこどもの受け入れを継続的に支援するため、

私立幼稚園等特別支援教育運営費補助金については、引き続き安定的かつ継続

的に交付を行います。 
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施策の方向性（２）一人ひとりに応じた教育の推進 

▼基本的な考え方 

市のアンケート調査によると、通園・通学において「通うのがたいへん」と 

感じる声が多く聞かれ、加えて「先生の理解や配慮が足りない」「障がいの特性に

応じた支援が受けられない」といった課題も指摘されています。 

障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズや発達段階に応じた適切な

指導・支援が行われるよう、学校現場の環境整備が不可欠です。また、保健・ 

医療・福祉・就労など関連機関との連携を強化し、就学期から卒業後まで一貫し

た支援体制の構築が求められています。 

 

 

▼推進のための施策 

施策29 
 特別支援学級の設置 

 （担当課：学務課） 

現状 

⚫ 児童生徒が身近な地域内で就学できる環境づくりを図るため、特別支援学級を

設置しています。 

今後の方針 

⚫ 一人ひとりに合わせたきめ細かな指導・支援を行っていけるよう、特別支援教

育に関する専門知識を有する教員の配置に努めます。 

 

 

施策30 
 特別支援教育就学奨励費の支給 

 （担当課：学務課） 

現状 

⚫ 特別支援学級在籍児童生徒や学校教育法施行令第 22 条の３に規定する障がい

程度に該当する児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費の一部を収入に応

じて援助しています。 

今後の方針 

⚫ 対象者の的確な把握や奨励費の適正な決定に努め、事業を実施します。  
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施策31 
 特別支援教育研修の推進 

 （担当課：指導課） 

現状 

⚫ 市内小中学校における特別な支援を必要とする児童生徒への指導・支援が充実

するよう、一般教員に対する研修を行っています。 

⚫ 市内小中学校や近隣の特別支援学校などの特別支援教育担当者が集まる特別支

援教育連絡会議を開催し、市内の連携体制の強化を進めています。 

今後の方針 

⚫ インクルーシブ教育システムを構築に向け、一般教員向けの研修会を継続して

実施します。 

⚫ 市内の連携体制強化のため、特別支援教育連絡会議を継続して開催し、特別支

援教育の推進に努めます。 

 

 

施策32 
 特別支援教育の充実 

 （担当課：指導課） 

現状 

⚫ 市内小中学校の特別支援学級において、児童生徒の実態に応じた効果的な指導

や支援の充実を図っています。 

⚫ 特別支援教育支援員や看護師をニーズのある学校に配置するとともに、市巡回

相談員や専門家チームを派遣するなど、支援体制の整備に努めています。 

今後の方針 

⚫ 特別支援教育支援員や看護師を市内小中学校のニーズに応じて配置します。 

⚫ 各学校からの要請に応じて、市巡回相談員や専門家チームを派遣します。 

⚫ 保護者への特別支援教育に対するより一層の理解・啓発を進めるとともに、 

早期からの教育相談・支援の充実と周知に努めます。 
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基本方針４ 保健・医療の推進 

 

 基本方針４の成果指標 

 

指標項目 
現状値 

（令和７年度） 

中間目標値 

（令和 12年度） 

目標値 

（令和 17年度） 

悩みや困ったことを「相談する

人はいない」、「無回答」と回答

した人の割合 

11.8％ 10.8％ 10％ 

※数値は、障がい者福祉に関するアンケート調査の値 

 

施策の方向性（１）保健・医療の充実 

▼基本的な考え方 

市民の健康づくりを支援するとともに、疾病や障がいの早期発見・早期対応を

進めることは、障がいの予防・軽減において重要な課題です。障がいの発生時期

や原因は多様であり、乳幼児期から青年期、壮年期、高齢期まで、それぞれの 

ライフステージに応じた予防と支援策が必要です。 

障がいのある人が適切な医療を受けられるよう、保健・医療機関と地域の連携

を強化し、二次障がいの予防や社会復帰支援にも取り組みます。 

また、現代社会におけるストレス増加により、こころの健康問題が深刻化して

いるため、市民全体へのこころの健康づくりを充実させていきます。 
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▼推進のための施策 

施策33 
 健診・検診※の受診しやすい環境づくり 

 （担当課：健康増進課） 

現状 

⚫ 障がいのある人が安心して健診・検診などを受けられるように、集団検診会場

においては必要な介助を行っています。 

⚫ 個別健診・検診を実施し、障がいのある人が身近な医療機関で健診・検診が受

けられる体制となっています。 

今後の方針 

⚫ 集団検診会場においては受診者がスムーズに受けられるよう、各個人の状況に

応じて声かけや身体介助を実施します。 

⚫ 個別健診・検診についても、受診者の利便性に配慮した体制の確保を図ります。 

 

※「けんしん」には意味の異なる言葉が２つあります。 

「健診」は健康診断のことを指し、健康かどうか・病気の危険因子があるか否かを確かめるた

めのものです。一方で、ある特定の病気にかかっているかどうかを調べるために診察・検査を

行うものは、「検査の検」と書く「検診」となります。 

 

 

施策34 
 医療に関する情報提供の充実 

 （担当課：健康増進課） 

現状 

⚫ 医師会や歯科医師会など、関係団体の協力を得ながら医療機関の情報を市窓口

や市ホームページで提供しています。 

⚫ 急病時の受診や医療機関の適正な受診方法についても、市政だよりや市ホーム

ページで情報提供しています。 

今後の方針 

⚫ 情報提供に有効な媒体などについて検討し、随時、医療機関の情報を更新しな

がら、的確な情報提供に努めます。 
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施策35 
 精神保健対策の充実 

 （担当課：障がい者支援課、健康増進課、青少年育成センター） 

現状 

⚫ 関係機関との連携のもと、健康相談、おやこカウンセリングなどを通じて、 

こころのケアを行っています。 

⚫ 児童生徒の心の健康対策の充実のため、養護教諭向けの県・市の研修会への 

参加促進や、スクールカウンセラーなどによる相談を行っています。 

⚫ 市民向けの講演会やリーフレットの配布、市ホームページなどを活用した心の

健康についての啓発活動も進めています。 

⚫ 精神保健の専門家に相談できる「街かど心の相談」を実施しています。 

今後の方針 

⚫ 講演会等を通じ市民に対してこころの健康に対する正しい知識を伝えるととも

に、関係課や関係機関が連携し、こころの健康と自殺予防対策を推進します。 

⚫ 児童生徒の心の健康対策として、スクールカウンセラーなどによる相談対応の

充実や養護教諭の資質向上を図ります。 

⚫ おやこカウンセリングについても市民への周知を図り、必要な支援につなげる

端緒とします。 

 

 

施策36 
 障がいの原因となる疾病の予防 

 （担当課：健康増進課） 

現状 

⚫ 市民の健康づくり指針である「健康よつかいどう 21 プラン」に基づき、市民全

体の健康づくりを推進しています。 

⚫ 障がいの原因となる疾病予防のための講演会や健康診査、がん検診を実施し、

市政だよりや保健推進員を通じて健康づくりを啓発しています。 

今後の方針 

⚫ 事業の実施方法の改善を図りながら、市民の健康増進及び障がいの原因となる

疾病の予防を推進します。 
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基本方針５ 自立した生活支援の充実 

 

 基本方針５の成果指標 

 

指標項目 
現状値 

（令和７年度） 

中間目標値 

（令和 12年度） 

目標値 

（令和 17年度） 

地域生活支援拠点等を「知っ

ている」と回答した人の割合 
6.5% 21.5% 30% 

※数値は、障がい者福祉に関するアンケート調査の値 

 

施策の方向性（１）地域生活への移行支援 

▼基本的な考え方 

障がいのある人が施設から地域へと生活の場を移し、自分らしく暮らすために

は、継続的で多様な支援が求められます。市では、地域生活支援拠点等の活用や、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、自立生活援助、相談支援体

制の充実を通じて、地域移行を支える取組を進めています。また、家族や支援者

へのサポートとともに、住まい・就労・医療・福祉の分野を横断した重層的支援

体制の強化に取り組んでいます。今後も、本人の希望を尊重し、安心して地域で

暮らし続けられる社会の実現を目指します。 
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▼推進のための施策 

施策37 
 地域生活支援拠点等の整備 重点目標５ 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障がいのある人やこどもの重症化・高齢化や「親なき後」に備えるとともに、

地域移行を進めるための地域の体制づくりが必要になっています。 

今後の方針 

⚫ 基幹相談支援センターを中心に、地域資源のネットワークを強化し、面的整備

を推進します。 

⚫ 緊急時の受入れ体制について、ニーズに即した対応への取組に努めます。 

 

 

 

施策38 
 グループホーム等の入居者への家賃補助 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ グループホーム入居者の経済負担軽減と自立支援のため家賃補助を実施し、 

利用者は年々増加傾向にあります。 

今後の方針 

⚫ 障がいのある人が安心して暮らせるよう、国や県の動向を踏まえ、補助額や 

補助要件の適正化を図ります。 
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施策の方向性（２）相談支援体制の充実 

▼基本的な考え方 

障がいのある人やその家族が地域で安心して暮らし、自立と社会参加を実現す

るためには、身近な地域で相談できる体制の充実が不可欠です。市のアンケート

調査によると、悩みや困りごとの相談相手として「家族・親戚」が最も多く、知

的障がいでは「福祉施設や作業所の職員」、精神障がい、難病、高次脳機能障がい

では「医師」も多く挙げられています。 

本市では、障がいのある人や家族の相談に総合的に対応する相談支援事業所を

市内２か所に設置し、相談支援事業所と市の相談窓口、障がい者自立支援協議会

との連携を強化しています。今後も家族や介助者への支援、障がい者団体との連

携を深め、包括的な支援体制の充実を図っていきます。 

 

 

▼推進のための施策 

施策39 
 基幹相談支援センターの運営 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障がい者支援課内に基幹相談支援センターを設置し、主に権利擁護や差別、 

虐待に関する相談を受け付けています。 

今後の方針 

⚫ 障がいのある人やその家族が地域で安心して生活できるよう、相談支援事業所

や関係機関と連携し、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支

援センターの運営を強化します。 
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施策40 
 介助者への支援 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障がい者自立支援協議会において、障がいのある人とその家族のネットワーク

づくりや、当事者団体同士の繋がりを支援しています。 

今後の方針 

⚫ 地域生活支援拠点等の面的整備を拡充し、介助者のレスパイトや緊急的な場面

に対応できるように取り組みます。 

⚫ 障がいのある人のみならず、家族、介助者への支援も取り組みます。 

 

 

施策41 

 重層的支援体制の整備 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ ふくしの総合相談窓口を設置し、高齢、障がい、健康、子育て、生活等複数の

困りごとを抱えている人や、相談先に困っている人が適切な支援に繋がるよう、

包括的な支援体制を整備しています。 

今後の方針 

⚫ 障がいのある人が孤立することなく、地域の中で必要な支援に確実に繋がるよ

う、包括的な支援体制を推進します。 
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施策の方向性（３）自立生活支援の充実 

▼基本的な考え方 

障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、障がい福祉計画に基づき、サ

ービス事業者との連携を強化し、障害福祉サービスおよび地域生活支援事業の 

提供量を確実に確保することが重要です。あわせて、家族や介助者の負担軽減を

含む多様な支援を提供し、日常生活を支える体制の充実を図ります。 

また、障がいのある人の積極的な社会参加を促進するためには、安全で自由な

移動環境の整備が欠かせません。関係機関と連携しながら、外出や移動を支援す

るサービスを充実させ、多様な交流や社会参加の機会を広げていくことが求めら

れています。 

 

 

▼推進のための施策 

施策42 
 障害福祉サービスの実施 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ サービスの見込量及びその確保のための方策を定めた「障がい福祉計画」に基

づき、着実なサービス提供を行っています。 

今後の方針 

⚫ サービスが必要な時に適切に利用できる体制を維持し、継続できるよう取り組

みます。 

 

 

施策43 
 地域生活支援事業の実施 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 地域生活支援事業として、相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給

付等事業、移動支援事業などを実施しています。 

今後の方針 

⚫ 対象者の地域生活支援を継続するため、着実なサービス提供を行います。  
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施策44 
 統合負担上限額の管理 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障害者総合支援法による障害者福祉サービス・補装具・地域生活支援事業・障

害児通所の利用に係る利用者負担は、負担上限額の統合により軽減されていま

す。 

今後の方針 

⚫ 国や県の制度改正や動向を注視しつつ、引き続き適正な運用に努めるとともに、

利用者の負担軽減が確実に反映されるよう取り組みます。 

 

 

施策45 
 家庭ごみの戸別収集 

 （担当課：廃棄物対策課、障がい者支援課、高齢者支援課、クリーンセンター） 

現状 

⚫ 高齢者や障がいのある人のみの世帯のうち、集積所へのごみ出しが困難で、 

他の協力が得られない人を対象に、家庭ごみの戸別収集を実施しています。 

今後の方針 

⚫ 対象者への周知を進め、継続した事業の実施を図ります。 

 

 

施策46 
 福祉タクシー制度の実施 

 （担当課：障がい者支援課、高齢者支援課） 

現状 

⚫ 重度心身障がいのある人等が市と契約したタクシーを利用した場合に、乗車料

金の一部を助成します。 

今後の方針 

⚫ 障がいのある人等の外出を支援するため、タクシー事業者との契約を随時増や

し、対象者への情報提供を行いながら、継続して実施します。 
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施策47 
 福祉有償運送の利用促進 

 （担当課：社会福祉課） 

現状 

⚫ 福祉有償運送運営協議会を開催し、バス、タクシー、事業者等関係者と、新規

登録事業者の登録や料金変更について、合意の形成を図りながら取り組んでい

ます。 

今後の方針 

⚫ ＮＰＯ法人等が有償で輸送サービスを提供する「福祉有償運送制度」の周知を

進め、バス、タクシー等の利用が困難な要介護者や障がいのある人等（移動制

約者）の利用促進を図ります。 

 

 

施策48 
 公共交通機関の利用料の減免 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 鉄道やバス、タクシーなどの利用については、障害者手帳の種類や程度によっ

て、その料金の一部助成の制度があります。 

今後の方針 

⚫ 障がいのある人の外出支援、社会参加の促進につながるよう、制度内容の周知

と国・県等の減免制度の状況把握に努めます。 

 

 

施策49 
 通所施設交通費の助成 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障害者通所施設に通う、障がいのある人及びその介助者などに対し、一定の 

要件を満たした場合、その交通費の一部を助成しています。 

今後の方針 

⚫ 障がいのある人の通所支援を継続するため、近隣市町の制度状況も参考にしな

がら、交通費助成を継続して実施します。 
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施策の方向性（４）サービスの質の向上、人材の確保・育成 

▼基本的な考え方 

障がいのある人を支援する制度やサービスは、近年大きく変化しています。 

障害福祉サービスや地域生活支援事業においては、個々の障がいの特性やニーズ

に応じて、多様な地域資源を効果的に組み合わせた適切なサービス提供が求めら

れています。 

また、今後も多様化するニーズに的確に対応できるよう、支援現場を担う職員の努力

と専門性が尊重され、働きがいをもって活躍できるような地域づくりに県と連携し取り組

みます。 

そのうえで、専門的な知識と地域の実情を深く理解した人材の育成とサービスの

質の向上に努め、質の高い支援体制の構築を目指していきます。 

 

▼推進のための施策 

施策50 
 相談支援の効果的な実施 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障がいのある人の一般的な生活相談業務を市内２ヶ所の相談支援事業所に委託

し、様々な相談支援に取り組んでいますが、周知が十分ではありません。 

今後の方針 

⚫ 相談支援従事者研修や医療的ケア児等コーディネーター養成研修を受講し、 

障がいのある人に寄り添った相談支援と支援計画の調整に努めます。 

⚫ 基幹相談支援センターを中心に市内相談支援事業所と連携を図り、相談支援事

事業所の周知に取り組むとともに、障がいのある人の支援体制の強化を図りま

す。 

 

施策51 
 手話通訳者養成研修の実施 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 聴覚に障がいのある人が周囲の人と円滑に意思疎通できるよう、仲介となる 

手話通訳者の養成研修を実施しています。 

今後の方針 

⚫ 聴覚に障がいのある人の円滑なコミュニケーション支援を推進するため、引き

続き手話通訳者数の充実に向けた研修を実施します。  
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基本方針６ 雇用・就労の促進 

 

 基本方針６の成果指標 

 

指標項目 
現状値 

（令和７年度） 

中間目標値 

（令和 12年度） 

目標値 

（令和 17年度） 

収入を伴う仕事をしている人

の割合 
22.5％ 24％   25％以上 

※数値は、障がい者福祉に関するアンケート調査の値 

 

施策の方向性（１）雇用・就労機会の拡大 

▼基本的な考え方 

就労は、自立生活の基盤であると同時に、社会参加や社会貢献、そして本人の

生きがいづくりにもつながる重要な要素です。そのため、障がいのある人が地域

で自立して生活するためには、多様な就労の場を確保することが不可欠です。 

市のアンケート調査によると、収入を伴う仕事をしている割合は、精神障がい

が３割台半ばで最も高く、知的障がいと発達障がいが２割以上となっています。

就労形態は身体障がいの約４割が正規雇用である一方、知的障がい及び精神障が

いは臨時・パート・嘱託等の非正規雇用が３割を超えて高くなっています。 

障がいの種類や程度により一般企業での就労が困難な人もいるため、所得を得

る就労支援に加え、日中活動として働く場の確保も含め、多様なニーズに応じた

支援が求められています。 
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▼推進のための施策 

施策52 
 関係機関との連携による就労の支援 

 （担当課：障がい者支援課、産業振興課、管財課） 

現状 

⚫ 障がいのある人の就労支援にはさまざまな支援機関との連携が不可欠であり、

障がい者自立支援協議会（就労部会）を中心に、企業への働きかけと理解促進

に努めています。 

⚫ 障がい者就労支援施設等による庁舎内販売を通して、市民と障がいのある人の

交流を支え、障がいのある人への理解促進と就労支援に取り組みます。 

今後の方針 

⚫ 就労に関する支援ネットワークづくりを進め、障がいのある人の受け入れ先事

業所の確保に努めます。 

⚫ 障がいのある人の就労支援として、千葉労働局・ハローワークで実施している

雇用促進面接会などの情報を、市ホームページ等に掲載し、周知を図ります。 

⚫ 障がい者自立支援協議会（就労部会）において、障がいのある人と雇用先を 

繋ぐ取組について協議します。 

⚫ 障がいのある人への理解と就労支援を促進するため、庁舎内等販売の充実を図

ります。 

 

施策53 
 作業工賃増加への支援 

 （担当課：全庁） 

現状 

⚫ 障害者優先調達推進法に基づき、本市では「障がい者就労施設等からの物品等

の調達を図るための方針」を策定し、全庁で積極的な発注を進めており、 

発注額は年々増加傾向にあります。 

今後の方針 

⚫ サービス事業所と協議しながら発注の増加を図ります。 

⚫ 障がいのある人の作業意欲を高めるとともに工賃増加に努めます。 

⚫ 障がいのある人の実施可能な作業をリストアップし、庁内に周知することで、

新たな発注作業の掘り起こしに取り組みます。 
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施策の方向性（２）一般就労への移行と定着の支援 

▼基本的な考え方 

障がいのある人を支える就労支援では、就労への不安に寄り添いながら、一般

就労への移行とその定着支援が重要です。市では、ハローワークや就労支援機関

と連携し、就労移行支援事業所や県の障害者就業・生活支援センターを活用した

きめ細かな支援を行っています。就労前の準備から、職場定着後のフォローアッ

プまで、切れ目のない支援体制の構築を図っています。今後も、企業や地域との

協働を通じて、障がいのある人が働きやすい環境づくりを進めていきます。 

 

 

▼推進のための施策 

施策54 
 障がいのある人への自立・就労支援 重点目標６ 

 （担当課：障がい者支援課、産業振興課） 

現状 

⚫ 障がい者自立支援協議会（就労部会）において、企業向けに雇用助成金の活用

勉強会や、障がいのある人の受け入れに向けた見学会を行っています。 

⚫ 庁内において障がい者就労支援施設等からの優先調達に取り組んでいます。 

⚫ 障がいのある人やその家族が、市民向けイベントの開催時に気軽に利用できる

相談ブースを設けて取り組んでいます。 

今後の方針 

⚫ 企業と障がいのある人をつなぐ支援を地域全体で取り組みます。 

⚫ 障がいのある人の就労時の不安や困りごとに個別相談で対応し、雇用促進と自

立支援、一般就労への移行支援、孤立防止に取り組みます。 
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基本方針７ 社会参加の拡充 

 

 基本方針７の成果指標 

 

指標項目 
現状値 

（令和７年度） 

中間目標値 

（令和 12年度） 

目標値 

（令和 17年度） 

地域活動をしている人の割合 41.0％ 46％ 50％以上 

※数値は、障がい者福祉に関するアンケート調査の値 

 

施策の方向性（１）文化・スポーツ・レクリエーション活動の充実 

▼基本的な考え方 

障がいのある人が自身の関心に基づく活動に積極的に参加し、多様な人々との

交流を通じて自己実現を図れるよう、生涯学習(スポーツや文化活動など)の参加

機会を充実させることが重要です。市のアンケート調査では、「友人や仲間との交

流」「趣味・教養などの文化・芸術活動」「スポーツ・レクリエーション活動」が、

今後充実させたい生活の要素として高く挙げられています。 

これらの活動は、障がいのある人の健康維持や生きがいづくりに大きく寄与し

ます。そのため、情報発信の強化など、障がいのある人が安心して参加できる環

境整備を一層推進していく必要があります。 
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▼推進のための施策 

施策55 
 スポーツ活動の促進 

 （担当課：文化・スポーツ課、障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障がいのある人もない人もともに参加し楽しめるスポーツイベント「四街道 

ＷＡＬＬＡＢＹ ＲＵＮ」を毎年開催しています。 

⚫ 総合型スポーツクラブ四街道ＳＳＣにおいては、誰もが参加できるように多種

目のプログラムが提供されています。 

今後の方針 

⚫ 誰もがスポーツ・レクリエーション活動に参加しやすい環境づくりを進めると

ともに、情報提供の充実を図ります。 

⚫ スポーツやレクリエーション、イベントを企画する所管課を通じて、インクル

ーシブな場の設定を推進し、参加者同士が理解しあい、障がいの有無を問わず

に楽しく身体を動かし、様々な人々が参加できるよう推進します。 

⚫ 総合型スポーツクラブ四街道ＳＳＣにおいては、障がいの有無にかかわらず、

誰でも参加できるプログラムの開催及び指導ができるよう運営団体と協力しま

す。 

 

 

施策56 
 生涯学習事業の利用促進 

 （担当課：社会教育課） 

現状 

⚫ 市民の学習活動支援と市政への理解促進に向け、「生涯学習まちづくり出前講座」

を実施しています。 

⚫ 市民が講師となって、学びたい市民の生涯学習をアシストする「生涯学習生き

がいづくりアシスト事業」を実施しています。 

⚫ 市の各種事業を掲載した「まなびぃガイドブック」を発行し、市民の生涯学習

に関する情報を広く提供しています。 

今後の方針 

⚫ 生涯学習の情報提供・啓発を充実させ、障がいのある人の参加を促進し、生き

がいや充実した生活を支援します。 
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施策の方向性（２）社会参加活動の促進 

▼基本的な考え方 

障がいのある人の活発な社会参加を促進するためには、関係機関との連携を強

化し、多様な面で参加しやすい環境を整備することが重要です。 

さらに、障がいの有無にとらわれない市民の交流の促進は、市民の障がいに対

する理解と共感を深める貴重な機会となるだけでなく、障がいのある人の心豊か

な生活の実現にもつながります。 

こうした交流の場や取組を支援し、誰もが共に支え合い、学び合う共生社会の

実現を目指していきます。 

 

 

▼推進のための施策 

施策57 
 障害者手帳によるサービスの拡充 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 障害者手帳の種類・程度に応じ、タクシー割引や有料道路割引、市内循環バス

「ヨッピィ」の運賃免除、自転車駐輪場の優先登録・登録料減免などのサービ

スを受けられます。 

今後の方針 

⚫ 市内の公的機関との連携を強化し、利用料の減免対象となる施設の拡充に努め

ます。 
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施策58 
 福祉ショップの運営に対する支援 

 （担当課：障がい者支援課） 

現状 

⚫ 福祉ショップ運営団体に活動場所の提供や運営支援を行い、南部総合福祉セン

ターわろうべの里での市民交流と社会参加を支援しています。 

今後の方針 

⚫ 地域で生活する障がいのある人、家族、ボランティアによる協働運営のモデル

ケースとして重要な役割を果たしていることから、ピアサポートやインクルー

シブ推進の場として継続支援します。 
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施策の方向性（３）地域福祉活動の促進 

▼基本的な考え方 

障がいのある人が心豊かで自立した地域生活を送るためには、公的サービスの

充実はもちろん、多様なニーズに応えるきめ細かな支援体制が欠かせません。地

域住民によるインフォーマルな支援の拡充も重要です。 

令和７年度の地域福祉計画策定に伴うアンケート調査では、「現在地域活動に

参加している」人が１割台半ばにとどまる一方、「積極的に」「できるだけ」参加

したいと答えた人が合計で４割を超え、地域活動への参加促進が課題であること

が示されました。 

多様な福祉・ボランティア活動は障がい福祉のみならず市全体の福祉向上に寄

与するため、ＮＰＯやボランティア団体の情報提供や育成・支援、市民が参加し

やすい環境づくりを一層進めていきます。 

 

 

▼推進のための施策 

施策59 
 ボランティア活動の充実 

 （担当課：社会福祉課） 

現状 

⚫ 市社会福祉協議会がボランティアセンターの運営を行っており、行政はその活

動を支援しています。 

今後の方針 

⚫ 新規ボランティアの発掘や育成により、ボランティア活動のさらなる充実を図

ります。 

⚫ 活動情報を発信するボランティアセンターの更なる周知に取り組むことで、ボ

ランティア活動に意欲や関心のある人と様々なボランティア団体との繋がりを

支援し、ボランティア活動への参加を促進します。 
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施策60 
 ＮＰＯに対する支援の充実 

 （担当課：みんなで課、みんなで地域づくりセンター） 

現状 

⚫ ＮＰＯなどの活動を支援するため、市民活動情報の充実や市民活動の相談対応

を行い、地域課題解決に取り組んでいます。 

今後の方針 

⚫ 地域活動を担う主体の育成や、市民活動情報の収集・提供の充実に取り組みま

す。 

⚫ 「みんなで地域づくりセンター事業」を通じて、行政関係各課との連携・協力

体制のさらなる充実を図ります。 

 

 

施策61 
 民生委員活動への支援 

 （担当課：社会福祉課） 

現状 

⚫ 民生委員は地域で相談・助言や関係機関との連携を行い、障がいのある人や高

齢者の平常時や緊急時の安否確認など、地域の見守り活動を行っています。 

今後の方針 

⚫ 誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりを推進するため、継続して民生

委員活動を支援します。 

⚫ 担い手不足解消のために、行政からの働きかけを工夫するとともに、各種媒体

を活用して広報活動を強化し、欠員地区を減らすことに努めます。 
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施策62 
 地域づくりへの参加促進 

 （担当課：みんなで課、みんなで地域づくりセンター、総務課） 

現状 

⚫ 市民が行政活動に参加するための基本的な事項を定める市民参加条例により、

障がいのある人を含めた市民が参加しやすい環境を整えています。 

⚫ 「みんなで地域づくりセンター」における地域課題の解決を図る取組を通して、

市民の地域づくりへの参画を促進しています。 

今後の方針 

⚫ 市民・職員に対して、市民参加手続制度のさらなる周知・普及に努めるととも

に、市民が主体的に地域づくりに参画する取組を支援します。 

⚫ 「みんなで地域づくりセンター事業」を通じて関係機関との連携を強化し、 

市民の主体的な地域参画を支援します。 

 

 

施策63 
 地域福祉施設の整備 

 （担当課：社会福祉課） 

現状 

⚫ 地域福祉活動の拠点として､小中学校の余裕教室などを活用した地域福祉施設

の整備を進めています。 

⚫ 千代田中学校地区地域福祉館は、多くの市民団体に利用され、地域の活性化 

及び交流の場として有効活用されています。 

今後の方針 

⚫ 関係機関などと協議を進め、地域資源としての地域福祉施設の活用方策に関し、

引き続き検討します。 
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第５章 計画の推進体制 

 

１ 進捗状況の管理と評価 

 

計画策定後は、各年度において、計画に掲げたそれぞれの施策について点検・評価

し、この結果に基づいて所要の対策を実施していく必要があります。 

本市では、計画の進行を管理するため、計画の策定・改定を行う際に各施策の進捗

状況を調査するとともに、保健福祉審議会において評価を行い、結果を市ホームペー

ジで公表します。 

 

２ 関係機関との連携 

 

障がいのある人が、地域の中で安心し自立した生活を送るためには、地域の中で適

切なサービスを提供する体制を構築することが必要です。 

そこで、四街道市地域福祉計画の理念のもと、障がい者自立支援協議会を中心とし

て、障害福祉サービス事業所、医療機関、ボランティア、ＮＰＯ、社会福祉協議会、

⺠生委員などの関係機関の、それぞれの役割分担を明確にしながら、連携の強化を図

っていきます。 

 

３ 県及び障害保健福祉圏域との調整・協力 

 

千葉県においては、市町村の枠を越えた各種サービスの面的・計画的な整備と重層

的なネットワークを構築する単位として、16 の障害保健福祉圏域を設定しています。 

本市が含まれる印旛障害保健福祉圏域は、成田市・佐倉市・八街市・印西市・白井

市・富里市・酒々井町・栄町の９市町で構成されており、地域活動支援センターⅠ型

や中核地域生活支援センター、就労・生活支援センターの利用もこの圏域で行われて

います。今後も広域的な事業などの推進にあたっては、それぞれの市町が調整・協力

し合い、より効果的・効率的な事業の運営に努めます。 
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 資 料編 
 

 

・計画策定の流れ 

・計画策定経過 

・保健福祉審議会条例 

・委員名簿 

・障がい者基本計画策定委員会設置要領 

・用語解説 

・市内の社会資源の状況 

 

 

 


